
 
 
 
 
 

これからの道州制の議論に向けて 

熊本県道州制周知啓発事業  報告書 

 

 

 

 

 

 

平成 20 年３月 

熊本県総合政策局企画課 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜目次＞ 

第１章 事業の背景と目的 ......................................................... 1 

１．事業の背景と目的 ................................................................................................ 1 

２．事業の内容 ........................................................................................................... 1 

第２章 県民への道州制に関する情報提供 ................................ 2 

１．情報提供の方針 .................................................................................................... 2 

２．道州制に関する情報提供の内容 ........................................................................... 3 
（１）道州制とは何か ................................................................................................................ 3 
（２）道州制の背景 .................................................................................................................... 6 
（３）道州制に向けた国などの取り組み .................................................................................. 10 
（４）九州における道州制ビジョン ......................................................................................... 14 
（５）九州地方知事会における政策連合の取り組み ................................................................ 18 
（６）九州各地の道州制の研究・提言 ..................................................................................... 19 
（７）熊本県内の道州制に関する取り組み .............................................................................. 20 

３．作成した道州制啓発パンフレット ..................................................................... 23 

第３章 シンポジウム、セミナーによる県民への周知啓発 ..... 29 

１．地域から考える地方分権改革と道州制シンポジウム ......................................... 29 

２．名城所在地知事シンポジウム「これからの分権と自治を語る」 ....................... 33 

３．道州制セミナー .................................................................................................. 40 

４．その他（地方分権改革推進セミナー） .............................................................. 47 

第４章 今後の道州制論議の方向性 ......................................... 48 

１．道州制に対する県民等の意識 ............................................................................ 48 

２．他地域における道州制等に関する取り組み等 ................................................... 54 
（１）他地域の都道府県における道州制等に関する取り組み事例 ........................................... 54 
（２）市町村における道州制に関する取り組み ....................................................................... 59 
（３）州都に関する論議 ........................................................................................................... 61 



３．道州制についての課題 ....................................................................................... 63 

４．熊本県における今後の道州制論議の方向性 ....................................................... 65 
（１）県民が情報収集・意見交換を行うための機会の提供 ..................................................... 65 
（２）基礎自治体のあり方に関する議論の促進 ....................................................................... 66 
（３）道州制における新たな地域政策の検討等 ....................................................................... 66 

■道州制に関する情報源（ＵＲＬ情報） .................................................................. 69 

■名城所在地知事シンポジウムの記録 ..................................................................... 71 

■道州制セミナーの記録 ......................................................................................... 107 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 第１章 事業の背景と目的 

１．事業の背景と目的 

全国各地で道州制論議が本格化してきている。政府では、道州制担当大臣の設置、道州

制ビジョン懇談会、自民党道州制調査会での検討など、道州制ビジョンの策定に向けた動

きが進行中である。九州においては、九州地域戦略会議において 2007 年５月に「第２次

道州制検討委員会」が設置され、道州制に移行した場合の国と地方の役割分担や税財政な

ど、具体的な制度設計を２年間かけて検討する予定となっている。 

一方で、これまでの道州制議論は、国と道州の役割分担や税財源などの制度論に焦点が

当てられ、道州制導入によって県民にどのような影響があるのかについて研究や情報提供

が十分になされていない状況にある。熊本県民の道州制に対する意識については、熊本日

日新聞社が 2007 年５月に実施した県民意識調査において「道州制への移行について」の

賛否を聞いている。この調査では「賛成」が 10.8％、「どちらかといえば賛成」が 26.9％

と、賛成が３割強であったのに対し、「反対」が 10.5％、「どちらかといえば反対」が 40.8％

と反対が半数を占めており、未だ道州制に対する理解が得られていない状況が伺える。 

そこで本事業では、道州制に関する情報提供を行って県民の認識を高めるとともに、  

県民の道州制に対する期待・不安を聞き取り、熊本県の道州制論議の方向性を明らかにす

ることを目的とする。 

 

２．事業の内容 

本事業では、県民へ道州制に関する情報提供を行うため、道州制に関するパンフレット

の作成、道州制セミナーの開催を行う。また、道州制に関連するシンポジウム等の開催を

支援し、情報収集を行う。 

セミナー等において県民の道州制に対する意識を聞き取り、それらを元に今後の熊本県

における道州制論議の方向性を示していく。 

 

事業の内容 

 

●道州制に関する情報提供を行うためのパンフレット作成 

●県民が参加・聴講できる道州制セミナーの開催 

●セミナー等での県民意識の聴取 

●道州制に関連するシンポジウム等での情報収集 

●今後の熊本県における道州制論議の方向性の検討 
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 第２章 県民への道州制に関する情報提供 

１．情報提供の方針 

道州制に関する情報提供の状況 

現在、政府や経済界、各地域ブロック等において、シンポジウム、セミナー、パンフレ

ット、インターネット等、様々な方法で道州制に関する情報提供がなされている。 

政府においては 2006 年に「道州制タウンミーティング」の開催、2007 年５月より道州

制ビジョン懇談会に併設された道州制協議会による全国各ブロックで道州制に関する意

見交換等を実施し、国民や各ブロックの有識者等との意見交換を行っている。また、国民

への道州制啓発のため、冊子「道州制Ｑ＆Ａ 国のかたち・地方分権の未来」を作成し、

現在論議されている道州制の動向や現行制度の課題、道州制に移行した場合のメリットな

どの情報提供を行っている。 

シンポジウムやセミナー、パンフレットにおいてどのような情報提供がなされているの

か見てみると、道州制に関する基本的な事項や、住民から見た場合の道州制のとらえ方に

ついて記載されている場合が多い。 

その背景としては、道州制論議が、現在、行政、経済界中心に行われており、それに比

べて国民側での議論が十分になされていないことがあげられる。また、まさに現在論議が

進められているところでもあり、論議の経緯や推移が国民にはわかりにくいものになって

いることもあげられる。 

九州においては、道州制に関する提言等を公開しているが、セミナーやシンポジウムは

単発的なものとなっており、県民への啓発を主目的としたパンフレットや冊子も作成され

ていない。 

 

県民に対する情報提供の方針 

したがって、今回の業務では、以下のような点を踏まえて、県民向け道州制パンフレッ

トを作成することとした。 

まず、県民に対して道州制の基礎的な情報提供を行うことである。基礎的な情報として

は、道州制の定義や道州制が論議される背景等を紹介することにした。その際に、県民に

とって道州制をより身近に感じられるものとするためには、具体的な内容を取り扱う必要

があると考えられる。そのことから、県民に直接関係する九州での道州制議論について、

その動向を詳しく紹介することとした。 

また、熊本県内で行われている道州制に関する提言や研究、取り組みについても取り上

げることとした。 

さらに県民に分かりやすいものとするため、平易な表現や多くの図表を取り入れるよう

努めた。 
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２．道州制に関する情報提供の内容 

県民向け道州制パンフレットについては、以下の道州制に関する情報について、その要

点をわかりやすく編集する形で作成した。 

 

（１）道州制とは何か 

①広域自治体制度の類型 

明治以来数度にわたり議論が行われてきており、その際の議論の背景や求める結果から、

定義、類型が異なる。九州地域産業活性化センター「日欧比較による九州への道州制導入

シナリオ策定調査報告書」では、これまでの日本における道州制論議を整理しており、現

行の「都道府県制」に代わる制度として、「府県連合」「府県合併」「道州制」「連邦制」の

４つを分類している。 

 

(a)府県連合 

現行の府県の枠組みを変更せずに、産廃処理の共同化、合同事務所の設置など、複数の

県が共同で、広域的な行政事務処理機関を設置するもの。 

 

(b)府県合併 

現行の都道府県制度を前提として、現行の府県のいくつかが合併して新しい府県を形成

するもので、現行の県域を越える広域行政における直接的・総合的な施策展開の実施が可

能とされる。 

 

(c)道州制 

全国を複数の｢道｣又は｢州｣のブロックに分ける制度で、中央政府と地方自治体の枠組み

を維持しながら、多くの行政権限を地方に移譲させるもの。ただし、道州の設置方法によ

って、道州制の色合いも大きく異なる。 

 

(ⅰ)都道府県存置・官治的道州制 

現行の都道府県制度を維持しながら、都道府県には自治的な業務処理のみを担わせ、国

の地方出先機関を統合し｢道州庁｣として、道州庁が、従来の機関委任事務及び府県域を越

える事務について処理するもの。 

 

(ⅱ)都道府県廃止・半官治的道州制 

現行の都道府県制度を廃止し、都道府県が有していた権限の多くを基礎自治体（市町村）

に移譲し、移譲できない業務及び国の地方出先機関の業務を担う道州を、国と市町村の間

に設置するもの。道州は、地方公共団体としての性格と国家的性格を併せ持つものになる。 

 

 

 

3 
 



 

（ⅲ）都道府県統廃合の道州制 

広域行政を推進する上で、現行の都道府県の区域が狭小であるとの認識から、現行の府

県を統廃合して、全国を複数の広域的なブロックに分け、道州を設置するもの。現行の都

道府県は廃止され、その業務は道州に引き継がれる。 

 

(d)連邦制 

高度の自治権を有するひとつの国家的性格を有する州を設けるもので、州はそれを構成

する基礎自治体との契約の上に成立し、連邦国家も州との契約の上に成立する。州には行

政権のみならず立法権及び司法権を有する。この形態は、アメリカやドイツ等で採用され

ている。 

 

広域自治体制度の定義及び類型 

分類 都道府県制 府県連合 府県合併 道州制 連邦制 

定   義 

都道府県が、市町

村を包括し広域自

治体として、地域

における事務等

で、広域に渡るも

の、市町村の連絡

調整もの等を行

う。 

現行の府県の枠

組みは変更せず

に、複数の県が共

同で、広域的な行

政事務処理機関

を設置するもの。 

現行の府県のいく

つかが、合併して

新しい府県を形成

するもの。現行の

都道府県制のまま

広域化。 

全国を複数のブロ

ックに分ける制度

で、中央政府と地

方自治体の枠組

みを維持し、多く

の権限を地方に移

譲。 

行政だけでなく司

法、立法も含めた

分権化を前提とし

た州政府をめざす

もの。ブロックが内

政面で一国家並

みの高い独立性を

持つ。 
地

方

政

府 

憲法制定 × × × × 〇 
立法及び司法権 × × × × 〇 

首長 公選 公選 公選 官選か公選 公選 
地方議会 設置 設置 設置 設置 設置 

現

行

比

較 

中央省庁  
現行のまま 現行のまま 権限を広域的自

治体に移譲 
権限の大部分を

州に移譲 
国出先機関 現行のまま 現行のまま 統合/縮小/廃止※ 廃止→州政府 

都道府県 一部を除き 
現行まま 広域化 統合/縮小/廃止※ 廃止→州政府 

市町村 現行のまま 現行のまま 機能強化 機能強化 

形

態 

国・連邦国家 
     

国出先機関 
   

広域的自治体 

(都道府県) 

   

基礎的自治体 

(市町村) 

   

 

国

州

市

 
注）「※」は、国出先機関と都道府県の存置の組合せに関して提言により様々な組合せがある。 
資料）九州地域産業活性化センター「日欧比較による九州への道州制導入シナリオ策定調査報告書」 
 

 

②道州の役割 

道州制におけるその構成主体の役割において、論議ごとに若干の相違はあるものの、現

行の国の権限については、広域的・基礎自治体への移譲を進め、国防、外交や通貨管理等

に限定し、小さな政府をめざすべきであると各論議とも論じている。 

その一方で、経済政策や福祉・教育にかかるナショナル･ミニマムの保障への国の関与
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をどの程度にすべきか、地域経済の振興に関わる産業政策や都市計画、福祉政策をどの主

体に担わせるべきか等、今後の論議のなかで詰めていく必要があるとされる。 

 

③九州地方知事会における道州制 

九州地方知事会では、道州制の定義を概ね下表のようにまとめている。上記類型に沿え

ば、(c)-（ⅲ）「都道府県統廃合の道州制」の視点に加え、国→道州→市町村へと権限や

財源を大幅に移譲するという視点を加えたものであると考えることができる。 

権限・財源の移譲については特に強調されており、「都道府県合併」だけでは国から権

限や財源の移譲がなされるわけではないことから、国から道州へ、都道府県から市町村へ、

権限や財源を大幅に移譲することにより、地方分権の推進と国・地方を通じた効率的な行

政運営を実現し、地域の自主性を生かした自立的な発展を目指す、としている。 

 

九州地方知事会における道州制の定義 

 

道州制とは、現行の都道府県制を見直し、10 前後のブロック（「道」、「州」など）

に再編しようとするもの。 

 

○全国 47 都道府県制を見直し、地域ブロックごとに広域自治体の「道」や「州」

に再編 

○国の仕事は外交、防衛などに絞り、その他の事務・権限やそれに要する財源は

できるだけ道州に移譲  

○都道府県の事務は、その大半を住民に最も身近な基礎自治体である市町村に移

譲  

○地方分権の推進と国・地方を通じた力強く効率的な政府の実現が狙い 

 

  資料）九州地方知事会ホームページより 
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（２）道州制の背景 

①国の中央集権、二重行政等による弊害 

人口減少や少子高齢化、グローバル化など、急激に社会が変化する中で、これまでの画

一的な中央集権システムでは地域の多様な課題に十分な対応ができなくなっている。例え

ば、半導体、医療・バイオ、環境等の新産業政策や産業クラスター形成に向けた取り組み

では、所轄官庁が経済産業省、総務省、環境省、文部科学省等に分かれているため、産業

間連携が進まないという指摘がなされている。また、義務教育の学校校舎や社会福祉施設

には全国一律の細かな規制が多く、地域の実情と合っていないという指摘もなされている。 

さらに、国と県が類似した施策を実施したり、類似した許認可の窓口が複数あるといっ

た、二重行政による非効率も指摘されている。例えば、一級河川の管理主体が国、県に分

かれているため、河川整備、河川管理台帳、河川敷占用手続きが煩雑になっているという

指摘がある。また、就労支援では、厚生労働省の外郭団体、県等の機関がそれぞれ支援業

務、窓口業務を行っており、非効率であるとの指摘がなされている。 

 

九州各地域で行われる産業クラスター形成事業 

分野 主体 構想・組織名

経済産業省 九州シリコンクラスター計画（経済産業省　産業クラスター計画）

文部科学省 システムLSI設計開発クラスター構想（文部科学省知的クラスター創生事業）

福岡県 シリコンシーベルト福岡構想

佐賀県 佐賀県シンクロトロン光応用研究施設利用研究フォーラム

長崎県 電子デバイス長崎（仮称）構想

大分県 おおいたLSIクラスター構想

熊本県 熊本セミコンダクタ・フォレスト構想

宮崎県 みやざき産業クラスター（ITリゾートクラスター）

鹿児島県 かごしま電子デバイス・フロンティア構想

北九州市 北九州市エレクトロニクス産業拠点構想

経済産業省 九州地域バイオクラスター戦略

文部科学省 久留米エリア（文科省都市エリア産学官連携促進事業）

文部科学省 長崎・諫早・大村エリア（文科省都市エリア産学官連携促進事業、H17終了）

文部科学省 熊本エリア（文科省都市エリア産学官連携促進事業）

福岡県 福岡バイオバレープロジェクト

熊本県 熊本バイオ・フォレスト構想

宮崎県 みやざき産業クラスター（食と健康バイオクラスター）

北九州市 北九州バイオ産業クラスター戦略会議

経済産業省 九州地域環境・リサイクル産業交流プラザ（K-RIP）（経済産業省　産業クラスター計画）

文部科学省 熊本県南エリア（文科省都市エリア産学官連携促進事業、H17終了）

長崎県 21世紀の水環境プロジェクト

北九州市 北九州エココンビナート構想

農林水産省 九州食料産業クラスタ―（農林水産省九州農政局）

文部科学省 佐賀県有明海沿岸エリア（文科省都市エリア産学官連携促進事業）

文部科学省 大分県央エリア（文科省都市エリア産学官連携促進事業、H16終了）

文部科学省 みやざき県北臨海エリア（文科省都市エリア産学官連携促進事業）

文部科学省 鹿児島市エリア（文科省都市エリア産学官連携促進事業、H16終了）

鹿児島県 食の産業クラスターの形成

鹿児島県 さつまいもルネッサンス21

半導体

バイオ・医療

環境

食

 
  資料）各省庁、各県ホームページより作成 
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就労支援に関する各省庁、都道府県等の施策実施・窓口主体 

管轄 主体

公共職業安定所

財団法人高年齢者雇用開発協会

独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構

財団法人産業雇用安定センター

独立行政法人雇用・能力開発機構

中央職業能力開発協会

経済産業省 ジョブカフェ

厚生労働省、
経済産業省、
文部科学省

デュアルシステム

都道府県雇用支援機構

ヤングJOBサポート（30歳未満のUターン支援）

ふるさと人材バンク（UIJターン）

市 商工会議所（就労ガイダンス等）

厚生労働省

都道府県

 
          資料）九州経済連合会資料より作成 

 

 

②県境を越えた住民・企業活動の広がり 

住民や企業の活動圏が拡大するとともに、環境問題や少子高齢化・人口減社会への対応、

高速交通基盤整備など、都道府県や市町村の区域を越える広域的な行政課題が増加してき

ており、それら課題に対処できる広域的な主体のあり方を検討する必要が出てきている。 

 

広域交通網の整備 

九州の高速道路網は、1990 年代半ばに九州クロスハイウェイが開通することで、九州

を東西と南北に走る高速道路網が完成し、九州のすべての県庁所在地が高速道路で結ばれ

ている。これにより九州各県の時間距離は飛躍的に短縮し、それぞれの都市間の人、モノ

の交流は活発化し、九州の一体化に大きく寄与している。 

また、九州新幹線鹿児島ルートの新八代駅～鹿児島中央駅が 2004 年３月に部分開業し、

福岡市～鹿児島市間の鉄道での所要時間が約１時間 30 分短縮された。2011 年には、博多

駅～鹿児島中央駅間の全線開業が予定されていることから、福岡、熊本、鹿児島の各都市

間の往来が一層活発になるものと考えられる。 

 

物流・企業活動の広域化 

広域交通網が整備されることで、九州内での物流も活発化している。九州各県間の総貨

物輸送量は、バブル崩壊後にいったん減少したものの、2005 年度には 10,373 万トンとな

っている。特に福岡県、熊本県からの貨物輸送が増加している。 

また、九州に本社を持つ企業（九州企業）は、本社が所在する県以外の九州各県に支所・

支社・支店を展開し、九州内でのネットワークを拡充している状況もある。今後九州内の

高速交通網がさらに整備されることで、一層モノや企業の相互交流も深まることが予想さ

れる。 
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九州７県における県間輸送量の推移 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

1980 1985 1990 1995 2000 2005

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

（年度）

（万トン）

6,484 6,384

8,481

7,390

8,734

10,373

 
   注）各県から九州の他県へ発送している貨物量の合計 
   資料）国土交通省「貨物地域流動調査」 

 

 

県境を越えた通勤圏の拡大 

日常生活の面でも、県境を越えた活動が増えている。九州他県からの通勤者の推移をみ

ると、1980 年より一貫して増加を続けており、2005 年には 11 万８千人となっている。高

速道路をはじめとした道路網の整備や高速バスや JR などの高速化や利便性の向上、自動

車の普及などにより、日常生活の行動範囲は県境を越え広がっており、住民の日常生活の

おいても九州の一体化が進んでいる。 

 

九州他県からの通勤者の推移 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

1980 1990 2000 2005

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

（人）

67,884

85,586

110,071
118,257

 
          注）各県から九州の他県へ通勤している人数の合計 
          資料）総務省「国勢調査」 
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③市町村合併の進展 

市町村合併の進展により、九州の市町村数は 1999 年４月１日の 517 から 2007 年 10 月

１日の 253 と約半減している。市町村規模の拡大と機能強化により、国や都道府県といっ

た広域自治体の位置付け・役割を明確にする必要が出てきている。 

 

九州各県の市町村数の推移 
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鹿
児
島
県

1999.4.1
2007.10.1

（市町村数）

 
       資料）総務省ホームページより 

 

 

④厳しい九州各県の財政見通し 

各県の中期的な財政見通しをみると、いずれの県も毎年数十億から数百億円の財政赤字

になる見込みである。各県とも行財政改革に取り組み、歳入の確保や歳出の削減を行って

いるが、依然として厳しい財政運営が続いている。 

これらの歳入不足に対して、九州各県は新たな収入の確保や支出の見直し、基金の取り

崩し等で対応している状況にあり、今後各自治体とも財政改革に向けた取り組みを強化し

ていく必要が出てきている。 

 
九州７県の財政見通しによる過不足額（要調整額）の推移 

（億円）

2007 2008 2009 2010 2011 2012年度

福岡県 ▲ 189 ▲ 160 ▲ 90 20 90 -

佐賀県 ▲ 218 ▲ 224 - - -

長崎県 ▲ 95 ▲ 57 ▲ 72 ▲ 70 ▲ 110 -

熊本県 0 ▲ 108 ▲ 155 ▲ 188 - -

大分県 ▲ 60 ▲ 61 - - -

宮崎県 ▲ 238 ▲ 264 ▲ 278 ▲ 306 - -

鹿児島県 ▲ 293 ▲ 252 ▲ 238 ▲ 208 ▲ 195 ▲ 190

-

-

 
注）各県の試算基準が異なるため、比較には注意を要する 
資料）各県ホームページより作成。福岡県「福岡県新財政構造改革プラン」（2007.6）佐賀県「行

財政改革緊急プログラム」（2004.10）長崎県「中期財政見通し」（2006.9）熊本県「中
期的な財政収支の試算について」（2006.2）大分県「平成 18年度以降の財政収支の見通
し（仮試算）」（2006.3）宮崎県「財政改革推進期間中の取組みと成果」（2006.7）鹿児
島県「当面の財政見通しについて」（2007.８） 
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（３）道州制に向けた国などの取り組み 

①政府「道州制ビジョン懇談会」 

政府では、2007 年１月に特命担当大臣（道州制担当）の下に「道州制ビジョン懇談会」

を設置し、道州制の導入に関する基本的事項を検討している。現在、知事、経済界代表、

有識者等 14 名のメンバーが参加して検討を行っており、2008 年３月 24 日には中間報告

を行った。中間報告では、道州制の理念・目的、導入目標時期、プロセスについて具体的

に提示している。今後、2010 年頃を目途に政府から「道州制ビジョン」を提示する予定

となっている。 

また、道州制について国民的論議を喚起していく必要性から、道州制に関する意見交換

等を全国各ブロックで実施している。全国の各ブロックの経済界を構成員とする道州制協

議会を設け、ブロック協議会メンバーが中心となってシンポジウム等を開催し、道州制に

関する国や地域の取り組みについての説明、一般参加者やパネリスト等との意見交換を実

施している。 

 
 

道州制ビジョン懇談会の概要 

 

①背景・目的 

市町村合併の進展など社会経済情勢の変化により道州制の導入の検討が重要な課題

になっていることを踏まえ、道州制の導入に関する基本的事項を議論し、「道州制ビジョ

ン」の策定に資するため、特命担当大臣（道州制担当）の下に懇談会を開催する。 

②検討内容 

道州制の導入に関する基本的事項 

 ・道州制の導入により実現される地域社会、経済社会等の姿 

 ・道州制の下における新しい国・地方の政府像など 

③道州制協議会 

道州制についての国民的論議の喚起のため、全国の各ブロックの経済界の方々を構成

員とする道州制協議会を設置し、ブロック協議会メンバーが中心となって開催するシン

ポジウム等での道州制に関する説明、意見交換を実施する。 

 

10 
 



 

道州制ビジョン懇談会（中間報告）の主な内容 

                                            ※概要版より 

 
１ 現状の問題点 
（１）日本を衰退させる中央集権体制 
（２）東京一極集中による地方の疲弊と地域間格差の拡大 
（３）無駄遣いと巨額の財政赤字 
（４）グローバル化のなかにおける日本経済の停滞 
（５）中央官僚と国民の意識改革の必要性 
（６）不十分な広域行政化と地方分権 

２ 道州制の理念と目的 
理念 時代に適応した「新しい国のかたち」をつくる 
    －中央集権型国家から分権型国家へ－ 
    「地域主権型道州制」の導入 
目的  
（１）繁栄の拠点の多極化と日本全体の活性化 
（２）国際競争力の強化と経済・財政基盤の確立 
（３）住民本意の地域づくり 
（４）効率的・効果的行政と責任ある財政運営 
（５）安全性の強化 

３ 制度設計の基本的な考え方 
（１）国、道州、基礎自治体の役割を見直す 
（２）基礎自治体と道州の規模を適正化する 
（３）国の役割を限定し、地域が「主権」をもつ 
（４）国家組織の再編と道州ならびに基礎自治体の組織編制 
（５）地域特性に応じた柔軟な内部制度 
（６）導入のメリットと課題への対応 

４ 国、道州、基礎自治体の役割と権限 
（１）基礎自治体の役割 （２）道州の役割 （３）国の役割 
（４）自主立法権の確立 （５）国と道州間の調整等 

５ 道州の組織等 
（１）道州組織の新設 （２）道州の組織 （３）道州の議会 
（４）道州の首長及び議会議員の選出方法 （５）職員の採用と人事交流 

６ 道州制における税財政制度 
（１）税財政制度の基本原則 （２）道州債の発行 
（３）国の資産及び債務の取り扱いについて （４）財政調整制度 

７ 道州の区域 
（１）区域の決め方 （２）道州の議会や行政庁所在地 

８ 道州制の導入プロセス 
（１）現行制度下ですべきこと （２）国民理解の促進 
（３）道州制特区制度の活用 （４）政治のリーダーシップ 
（５）移行方法 （６）「道州制基本法」の制定と検討機関の設置 
（７）導入時期および工程表 

９ 道州制特区推進法の活用 
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②自由民主党「道州制推進本部」 

自由民主党は、2004 年に党内に設置した「道州制調査会」を総裁直属機関に格上げす

る形で、2007 年 11 月に「道州制推進本部」を立ち上げた。2007 年６月に道州制調査会が

まとめた「第２次中間報告」の中で、「残された検討課題」とされた 11 項目について、推

進本部に設けられた個別委員会で検討が加えられ、2008 年５月連休前までに「第 3次中

間報告」がまとめられる予定となっている。 

 

第２次中間報告で残された検討課題 

 

○ 道州の区割りのあり方 
○ 道州の州都のあり方 
○ 道州制下における大都市制度、東京都のあり方 
○ 道州と国の役割分担 
○ 道州制下の基礎自治体の規模等 
○ 道州議会と自治立法のあり方 
○ 道州と国会のあり方 
○ 道州に対する国の関与のあり方 
○ 道州制下における中央省庁の体制のあり方 
○ 道州における公務員制度（官民の人材交流を含む）のあり方 
○ 道州と税財政制度のあり方 

 
  資料）自由民主党道州制調査会「道州制に関する第２次中間報告」より作成 

 

 

③全国地方知事会「道州制特別委員会」 

全国知事会では、2004 年８月に設置した「道州制研究会」を改組する形で、2005 年７

月に「道州制特別委員会」が置かれ、道州制を含む広域自治体のあり方に関する諸問題を

協議している。委員会は、2007 年１月に「道州制に関する基本的考え方」を発表した。

その後、委員会の下に、道州の組織・自治権に関するプロジェクトチーム（PT）と道州制

の税財政制度に関する PT が設置され、政府などへの提案を行うための基本的な制度設計

に関する検討を行っている。 

2007 年 12 月の全国知事会議では、道州制特別委員会と２つの PT で検討されている内

容について現状報告がなされている。内容的にはいずれも基本的な方向性を示したものに

なっており、更に詳細な検討を行っていく必要があるとしている。 

 

道州制特別委員会検討状況報告の内容 

 

①国と地方の役割分担と国のあり方 
②条例制定権（自治立法権）の拡充・強化 
③首長・議会議員の選出方法 
④税財政制度 

 
  資料）全国知事会議「道州制特別委員会検討状況報告」資料より作成 
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④日本経済団体連合会「道州制推進委員会」 

日本経団連では、2015 年を目途に道州制を導入することを目指し、2007 年３月に「道

州制の導入に向けた第１次提言」を発表した。その後、2007 年５月に新設された「道州

制推進委員会」が中心となって、道州制の導入に不可欠な基幹的制度ならびに国、道州、

基礎自治体の役割分担のあり方などを検討している。2008 年秋には「第２次提言」を行

う予定であり、その基本的な方向性を「中間とりまとめ」として、2008 年３月 18 日に発

表した。 

 

日本経団連の道州制の導入に向けた第２次提言（中間とりまとめ）の内容 

 

１．道州制の導入に向けた国民の理解と政治主導の重要性 

 （１）国民理解を深めるうえで政治主導の取組みに期待する 

 （２）日本経団連が考える道州制 

 （３）「究極の構造改革」を実現する 

 （４）官の役割をゼロベースで見直し、民主導の経済社会を実現する 

２．道州制の導入で変わる地域の経済・社会、期待される効果と課題 

 （１）防災・消防体制が強化される 

 （２）地域の治安が向上する 

 （３）子育て支援、人材育成策が充実する 

 （４）地域医療・介護の体制充実が図られる 

 （５）独自の産業振興策が展開され、雇用が創出される 

 （６）地域資源を活かした観光振興が推進される 

３．道州制のもとでの国、道州、基礎自治体の役割 

 （１）国の役割について「選択と集中」を図り中央省庁を解体・再編する 

 （２）内政においては道州、基礎自治体が主体となり政策を立案・実施する 

 （３）道州間の政策調整は道州が自律的に行う 

 （４）基礎自治体は住民のニーズに応える 

 （５）住民は地域の行政に積極的に参加する 

 （６）新たな役割分担を踏まえ税財政制度を抜本的かつ一体的に改革する 

４．今すぐ着手すべき７つの改革 

 （１）地方分権改革を断行する 

 （２）地方支分部局の職員定数の大幅削減を実施する 

 （３）地方交付税・国庫補助負担金の改革を行う 

 （４）地方公共団体の行財政能力を強化する 

 （５）地方公共団体のガバナンスを強化する 

 （６）電子行政・電子社会の構築に向けた取組みを加速させる 

 （７）国の資産・債務の縮減を進める 

５．道州制の導入に向けたロードマップ 
 
  資料）日本経団連「道州制の導入に向けた第２次提言（中間とりまとめ）」資料より作成 
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（４）九州における道州制ビジョン 

①九州における道州制のこれまでの経緯 

九州では、これまで多様な道州制論議が行われてきた。最近では、2005 年に入り、九

州地方知事会「九州が道州制に移行した場合の課題等について」、九州経済連合会「地方

からの道州制の推進に向けて」、九州経済同友会「九州自治州構想」といった道州制に関

する構想・提言が相次いで報告されている。 

また、道州制の共通ステップを踏み出すため、2005 年 10 月に九州地域戦略会議の下に

道州制検討委員会が設立され、2006 年 10 月に「道州制に関する答申」が公表されている。

同答申は、財界と行政が同じテーブルについて検討されていることから、九州の総括的な

道州制ビジョンを描き出していると言える。 

 

九州における道州制に関する提言 

年 主体 提言等

1972年 あすの西日本を考える30人委員会 「九州自治州」提言

1987年 九州21世紀委員会 「九州共同体機構」提言

1995年 平松大分県知事 「九州府」提唱

九州経済連合会 「地方からの道州制の推進に向けて」発表

九州地方知事会 「九州が道州制に移行した場合の課題等について」発表

九州経済同友会 「九州自治州構想」提言

九州市長会 「九州府構想」提言

九州地域戦略会議 「道州制に関する答申」

2005年

2006年

 
   資料）九州地域産業活性化センター「日欧比較による九州への道州制導入シナリオ策定調査」を参考 
      に新聞記事等より加筆 

 

②九州地域戦略会議「道州制に関する答申」における道州制ビジョン 

道州制によって目指す九州の姿 

九州地域戦略会議「道州制に関する答申」では、まず、道州制によって九州のポテンシ

ャルを活かしパワーを発揮できる目指すべき九州の姿について記述している。 

地域政策に関して自らの権限と財源を持ち、地域ニーズに的確に対応した政策を効率的

かつ総合的に実施する「九州のことは九州が決める」システムを構築することで、住民の

満足度と企業活動の自由度を高め、東アジアの拠点として繁栄する魅力と活力のある九州

を創造することができるとしている。 

このような九州を実現するための当委員会の基本的な視点は以下の三点を示している。

第一に「九州のポテンシャルを最大限に活かす」ことを掲げている。その中では、東京よ

りも近隣アジア諸国を向いた政策を展開するために、自動車産業や半導体産業、食糧・食

品・発酵醸造関連産業等の「九州の産業集積を活かす」ことの重要性を説いている。また、

地理的近接性とともに物流網が緊密化・高速化するなかでその優位性が顕在化しつつある

「近隣アジア諸国との近接性を活かす」ことである。 

第二に、「九州の持つ自然・文化資源を活かす」ことで文化政策、観光政策を展開し、
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住民満足度の高い九州を目指すとする視点である。 

第三に「道州制の特性を最大限に活かす」ことである。この中では、広域的視点に立っ

た産業政策や社会資本整備を実施するため、九州全体のバランスに配慮しつつ施策の優先

順位を決め、効果的かつ効率的な施策を講じる「選択と集中による社会資本整備や産業政

策の効率化」を掲げている。また、公設試験研究機関の連携・統合等による「一体化によ

る高次機能の実現」、対外的な観光振興活動やブランド化事業、企業誘致活動、人材誘致

活動等による「九州がベクトルを一つにし、より強力に、より効果的に施策を展開」、「自

立的な政策の展開」、「国際交流の推進」を掲げている。 

 

九州における７つのビジョン 

 

① 生 活   安全安心で豊かな暮らしのできる九州を実現する 

② 経 済   産業の域内循環を高め、一体的に発展する九州を実現する 

③ 国 際   東アジアの拠点として繁栄する自立経済圏九州を実現する 

④ 社会資本 効率的な社会資本整備により豊かで競争力のある九州を実現する 

⑤ 人 材   優秀な人材と国際人が育つ九州を実現する 

⑥ 環 境   自然と人・産業が生き生きと共存する緑豊かな九州を実現する 

⑦ 行 政   透明性の高い民主的で効率的な行政を行う九州を実現する 

 

ビジョンの実現に向けた３つの制度構築 

 

① 地方分権を推進し、「九州のことは九州が決める」制度の構築 

② 東アジアの拠点として繁栄する「自立経済圏九州」実現のための制度の構築 

③ 国と地方を通じた効率的な行財政制度の構築 

 

   資料）九州地域戦略会議道州制検討委員会「道州制に関する答申」 
 

 

九州における道州制のイメージ 

九州の道州制のイメージとして、答申では、九州を広域的に再編して一つの道州とし、

国および国の出先機関（九州経済産業局、九州地方整備局、九州地方運輸局、九州地方農

政局、九州森林管理局等）の権限と財源を道州政府に移譲するものと描いている。これに

伴い国の出先機関は廃止・縮小するとともに、九州の自治は道州と市町村の２層制をとり、

公選の議会と首長を持つとしている。 

国、道州、市町村間での役割分担については補完性の原理を採用し、住民サービスの大

部分は基礎自治体である市町村が受け持つとしている。道州は、市町村では対処できない

事業など限定的なものにするほか、九州が一体となって取り組むべき事業を中心に分担す

るとしている。 

また、九州では、各地域の産業・文化等の特色を活かした多極型構造の地域づくりを目

指す「多極型九州の形成」を示している。自動車・半導体・食糧・畜産・食品・精密機械・

造船・観光などの産業集積が進んでおり、学術拠点も大学や試験研究機関が域内にバラン

スよく立地していることから、これらの資源を活用して、九州各地にその特色に応じた産
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業の戦略的拠点を配置し、過度の一極集中を緩和して九州の一体的な発展を図ることとし

ている。 

九州の道州の区域については、九州７県をひとつの道州とすることを示しており、沖縄

については、地勢学的・歴史的・文化的背景をはじめ、現行法令や国の行政機関の状況を

考慮して、沖縄県を「単独州」とすることが現実的としている。ただ、これまで九州・沖

縄８県の一体的発展を目指して政策連合などの活動を続けてきていることから、九州・沖

縄における道州の区域の問題は最終的には沖縄県民の世論を踏まえ、沖縄県自身の判断に

委ねたいとしている。 

現在の政令市・中核市・特例市といった大都市制度については、一般の市町村と同様に

道州に包括される基礎自治体として位置づけられるべきであるとしている。 

 

答申における道州制のイメージ図 

 

   

 

 

 
    

＊道州制導入後の市町村、道州、国の組織・人員はそれぞれの役割に応じて重点化、スリム化する  

   市町村…基礎自治体として住民生活に密接に関わる行政サービスを総合的に担う  

   道州……広域自治体として、市町村では対処できない広域的な役割を担う  

   国………道州では対処できない、主として国家の存立に関わる役割を担う 

  資料）九州地域戦略会議道州制検討委員会「道州制に関する答申」 
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答申における国、道州、市町村の役割分担のイメージ 

道州 市町村

外交
防衛
安全

・外交
・防衛
・安全保障

・警察
・広域防災
・危機管理

・消防
・防災

国土
土地利用

・山地、河川水系、海岸、
・農産地の広域的土地利用、広
域的都市計画
　森林、水資源の保全

・準用河川等の保全
・都市計画
・まちづくり

交通
社会資本

・外交
・防衛
・第一種空港
　(成田、羽田、伊丹、関西、中
部）
・新幹線
・海上保安
・航空保安

・高速自動車国道
・基幹道路、港湾、空港など広
域
　交通ネットワークの整備
・情報通信インフラの整備

・一般道路、農道、林道、漁港
等
・上下水道、公営住宅、都市公
園、文化施設等の都市基盤整
備

経済
労働

・通貨
・金融
・度量衡
・農産物等の基幹的研究開発
・経済政策

・農林水産業の振興
・中小企業支援、新産業・新事
業の創出促進、観光、企業誘
致等産業振興
・農産物等の研究開発
・職業紹介、職業訓練等の雇用
対策
・専門的な人材育成

・商店街対策
・観光施設の整備
・景観保護

福祉
保健
環境

・公的年金、公的保険
・生活保護の基本政策
・伝染病予防
・薬品の規制
・医師免許
・地球環境対策

・医療計画の策定
・産業廃棄物対策
・環境監視、規制

・高齢者、障害者に対する保健
福祉、介護・保育所
・ごみ、し尿処理、生活環境の
保全

教育
科学
文化

・教育の基本政策
・航空宇宙科学など高度で専
門的な科学、技術、学術

・文化
・高校
・特殊学校

・小中学校　・幼稚園
・生涯学習
・地域文化の振興

その他

・司法
・国籍
・税関　・出入国管理
・旅券

・戸籍
・住民基本台帳
・外国人登録

役割 国
九州

 
 資料）九州地域戦略会議道州制検討委員会「道州制に関する答申」 
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（５）九州地方知事会における政策連合の取り組み 

九州地方知事会や九州地域戦略会議では、すでに政策連合の形で九州の一体的な取り組

みが進められている。2007 年度現在、38 項目の政策連合が実施、検討されている。 

 

九州地方知事会、九州地域戦略会議での政策連合の取り組み 

1 産業廃棄物税の一斉導入 6 防災対策の連携 
2 森林保全に関する税の導入 7 林業公社等研究会 
3 育児費用の社会的支援 8 健康危機管理体制整備の連携 
4 食の安全・安心に係る連携 9 職員の人事交流 
5 感染症に対する広域連携 10 県立病院の連携 

1 工業系公設試験研究機関の連携 14 申請・届出等各種様式の統一化 
2 農業系公設試験研究機関の連携 15 九州近代化産業遺産の保存・活用 
3 農業大学校の連携 16 ゴミ減量化に向けた啓発活動の実施 
4 水産高校実習船の連携 17 身障者用駐車場利用証認証制度 
5 中心市街地再生に係る広域的連携 18 自動車産業の振興 
6 若年者就業支援 19 消費生活の安全安心ネットワーク整備 
7 輸出の促進 20 九州各県での救急医療体制の整備 
8 武力攻撃災害時の避難体制の整備 21 有害大気汚染物質観測及び緊急時対策の体制整備 
9 インターンシップ推進による産業人材の育成 22 地球環境温暖化対策の連携 
10 博物館、資料館、美術館など教育文化施設の連携 23 教職員の人事交流 
11 酸性雨観測体制の整備 24 広域回遊魚の放流事業 
12 有明海・八代海の再生に向けた連携強化 25 上海万博への参加に向けた取組 
13 森林の保全・活用推進 

1 九州観光推進機構 3 九州・沖縄から文化力
2 循環型高速交通体系整備

既に目的を達している政策連合 
九州地方知事会での取り組み

現在取り組んでいる政策連合 

九州地域戦略会議における政策連合の取り組み

 
 資料）九州地方知事会ホームページ（2008年３月現在） 
 
 

①九州における主な政策連合の取り組み 

九州観光推進機構 

2003年 10月に自治体などがそれぞれに取り組んでいる観光客誘致活動を効果的かつ強

力に推進するため、九州地域戦略会議内に「九州観光戦略策定委員会」を設置し、九州観

光戦略策定を行い、2005 年４月に「九州観光推進機構」が設立された。 

2007 年 10 月には、当会議の第二次九州観光戦略委員会から提出された「第二次九州観

光戦略」が承認され、「九州の魅力を磨く戦略、観光人材育成、イベント」「九州に人を呼

び込む戦略・タイアップ事業」「東アジアをはじめとした海外からの誘客」等を九州一帯

となって取り組んでいる。 

 

産業廃棄物税の導入 

産業廃棄物が県境を越えて移動しており、産業廃棄物に対する課税に不公平が生じるお

それがあったこと等から、2005 年度に循環型社会の形成を目的として環境対策に充てる

法定外目的税を九州各県で一斉導入している。 

 

身障者用駐車場利用証認証制度 

1994 年９月の「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に
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関する法律」（ハートビル法）や福祉のまちづくり条例などの施行により、公共的施設に

は、身体に障害のある方のための駐車スペースが設置されるようになってきたが、一方で、

障害のないと思われるドライバーがこのスペースに駐車し、本当に必要な人が駐車できな

いとの声を多く聞くようになり、また、この駐車スペースを利用する共通のルールもない

状況にあった。そのことから、2006 年７月より、佐賀県において、公共施設や民間施設

の身障者用駐車場について、県内共通の身障者用駐車場利用証を発行することで身障者用

駐車場を利用できる方を明らかにし、本当に必要な方のために駐車スペースを確保する

「佐賀県パーキングパーミット（身障者用駐車場利用証）制度」をスタートしている。 

具体的には、利用できる方を「歩行困難な方」とし、身体に障害のある方をはじめ、高

齢者や妊産婦、そしてけがをされている方なども利用証交付の対象としている。 

同様の活動を九州各県に広めるため、2006 年 10 月より「身障者用駐車場利用証制度連

絡会議」を設置し、導入都道府県の拡大に向けた調査、検討、協議が行われている。 

 

 

（６）九州各地の道州制の研究・提言 

九州地域戦略会議の他にも、活発化する道州制議論の動きを受けて、九州各地域におい

て様々な道州制についての研究・提言が開始されている。 

 
九州各地域での道州制に関する研究・提言 

年月 主体 研究・提言内容

2006年５月
筑後川流域クロスロード協議会
（久留米市、小郡市、鳥栖市、基山町）

九州における道州制の実現とクロス
ロード地域への州都を提言

2007年１月 日本青年会議所 九州地区協議会
道州制に関する討論会や意識調査を
実施し、DVD「九州構想」をまとめる

2007年３月 大野城市
道州制時代の基礎自治体像を探る
「2016まちのかたち研究プロジェクト」
を発足

2007年７月 福岡市 道州制勉強会の設置
2007年８月 九州商工会議所連合会 道州制研究会の開催

2007年10月 大分県
道州制による県民への影響や、県の
道州制に対する対応等を検討する研
究会の設立  

   注）熊本県内の取り組みについては後述 
   資料）新聞記事、各自治体等のホームページより作成 
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（７）熊本県内の道州制に関する取り組み 

①熊本県議会 道州制問題等調査特別委員会の開催 

熊本県議会内には「道州制問題等調査特別委員会」が設置されており、道州制及び地方

分権改革推進にかかる問題、州都問題などについて議論されている。 

 

熊本県議会 道州制問題等調査特別委員会の開催概要 

回数 議   題 

第１回 
(2007.6.13) 

 ・正副委員長の互選 

第２回 
(2007.6.18) 

 ・第１次地方分権改革について 
 ・三位一体の改革について 
 ・第２期地方分権改革について 
 ・「地方分権改革推進にあたっての基本的な考え方」について 
 ・第 28次地方制度調査会答申「道州制のあり方に関する答申」について 

第３回 
(2007.9.25) 

 ・市町村合併の状況及びその財政状況について 
 ・市町村への権限移譲の推進状況について 
 ・三位一体の改革等の影響について 
 ・他の都道府県での道州制に対する取組について 
 ・合併市町村長との意見交換会の取りまとめ 
 ・全国知事会議における「第２期地方分権改革」への提言及び議論の報告 
 ・九州地域戦略会議における道州制検討の動向 

第４回 
(2007.12.11) 

 ・地方分権改革推進委員会の「中間的な取りまとめ」について 
 ・第２次道州制検討委員会の取組み 
 ・北海道における道州制特区の概要 

第５回 
(2008.2.25) 

 ・地方分権改革推進委員会「中間的な取りまとめ」に対する本県の考え方 
 ・地方分権改革推進委員会の今後の動き 
 ・北海道視察の報告 
 ・道州制に関する情報提供について 
 ・道州制議論の今後の予定 
 ・九州各県の決算の状況について 

 

 

②熊本県庁内道州制研究会 

熊本県では、県内外の道州制等の検討・議論に対応するための研究・協議を行うため、

「道州制等に関する庁内研究会」を設置し、随時研究・協議を行っている。 

 

審議事項 

 

①道州制等に関する国や知事会等における議論等の情報提供、共有に関すること 

②九州地方知事会で進めている「政策連合」の対応の調整に関すること 

③九州地域戦略会議「第２次道州制検討委員会」の対応の調整に関すること 

④その他本県における道州制等の検討に関しての必要な事項 
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道州制等に関する庁内研究会 開催状況 

開催日 議題 

第一回 

2006 年３月 22 日 

①道州制に関する動向 
・第 28次地方制度調査会「道州制のあり方に関する答申」 
・九州地方知事会「道州制等都道府県のあり方を考える研究会」 
・九州経済連合会「九州モデルの検討」 
・九州経済同友会「九州自治州構想」 

第二回 

2006 年４月 28 日 

①道州制に関する動向等 
②国土形成計画 
③道州制移行に伴う問題点等 
・九州地域戦略会議道州制検討委員会「現行制度の課題調査結果」 

第三回 

2006 年７月 26 日 

①全国知事会における道州制議論 
・全国知事会道州制特別委員会 

第四回 

2006 年 10 月 26 日 

①九州地域戦略会議「道州制検討委員会」報告書について 
②国土形成計画について 

第五回 

2007 年１月 25 日 
①全国知事会（2007年１月 18日）における道州制議論について 

第六回 

2007 年９月 27 日 

①道州制議論の動向について 
・自民党道州制調査会「中間報告」 
・九州地域戦略会議夏季セミナー「道州制の課題と展望」 
・九州地域戦略会議第２次道州制検討委員会「役割分担のケーススタディのテー

マ」 
 

 

③熊本都市圏及び政令指定都市についての研究会 

熊本都市圏の市町村によって構成される「熊本都市圏及び政令指定都市についての研究

会」では、関係首長、学識者、経済界及び熊本県関係者が検討を重ね、「熊本都市圏ビジ

ョン」を策定している。 

都市圏ビジョンでは、「多核連携」を基本理念に掲げ、目指す熊本都市圏の姿として、

「豊かな自然や歴史・伝統が息づく中で、１５の「まち」の個性が輝き、１００万の人が

躍動する九州中央の交流拠点」を掲げている。 

また、都市圏の課題解決に向けた基本戦略等を具体化し、ビジョンを実現していくため

の最も有効な戦略として、都市圏に政令指定都市を実現することを掲げ、将来の道州制移

行に伴う州都を目指すこととしている。 
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熊本都市圏ビジョン 基本構想イメージ 

 

 
    

熊本都市圏ビジョン 

 

（１）定住を促進する安全で快適な生活環境の形成 
・河川流域が一体となった水辺環境の保全  ・清冽な地下水の確保 
・広域的な防災・消防体制の充実   ・福祉・医療の充実 
・地産地消による新鮮な農産物の提供    
・上下水道施設の自治体間における共同利用 など 
 
（２）熊本らしさを生かした世界に展開する地域産業の振興 
・農産物のブランド化・高付加価値化   ・産学官の連携による研究開発型企業の育成 
・企業立地を促進する環境づくり   ・都市圏内の観光資源へのアクセス強化 
・阿蘇、天草との連携も視野に入れた観光ルートの開発  
・東アジア等からの観光客やコンベンションの誘致 など 
 
（３）熊本都市圏内外の人とものをつなぐ交通体系等の整備 
・熊本都市圏内の各地域から熊本駅への交通利便性の向上  
・空港や港の活用による東アジア圏域等との交流空間の拡大 
・熊本空港への公共交通機関アクセス向上   
・横軸連携の強化に向けた広域道路網の整備促進 
・鉄軌道とバスを中心とした公共交通網の整備  ・都市圏内道路網の整備の推進・促進 など 
 
（４）内外の知恵が集まる教育文化機能の充実 
・教育内容の充実、教育環境の整備  ・都市圏内での都市部と農村部の交流 
・郷土文化活動の活性化   ・歴史・文化施設の整備、相互利活用 
・高度学術研究機関との連携   ・高等教育機関の知的財産の蓄積 
・優秀な人材の育成 など  
 
（５）政令指定都市の実現による拠点性の向上 
・上記４つの基本戦略等を具体化し、このビジョンを実現していくための最も有効な戦略として、熊本都市圏に 
 政令指定都市を実現 
・将来の道州制移行に伴う州都を目指す 

 
 資料）熊本都市圏及び政令指定都市についての研究会「熊本都市圏ビジョン基本構想リーフレット」 
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３．作成した道州制啓発パンフレット 
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 第３章 シンポジウム、セミナーによる県民への周知啓発 

 

熊本県では 2007 年度に、県民に対して道州制等の周知啓発を図ることを目的として、

シンポジウムやセミナーを開催した。ここでは、実施したシンポジウム及びセミナーの概

要や論点を整理するとともに、当日のアンケート結果を概観する。 

 

１．地域から考える地方分権改革と道州制シンポジウム 

全国知事会議の熊本県開催に先立ち、６月 24 日に都市政策研究会「地域から考える地

方分権改革と道州制シンポジウム」を開催した（主催：熊本大学政策創造研究教育センタ

ー、後援：熊本県）。 

 

シンポジウムの概要 

日　時 2007年6月24日（日）13時30分～16時

場　所 熊本大学工学部百周年記念館

主　催 熊本大学政策創造研究教育センター、熊本県（後援）

主な内容

・基調講演「九州における道州制議論について
　　　　　　　内田安弘 熊本県総合政策局企画課長

・報告
　１ 熊本大学大学院法曹養成研究科 教授 中川義朗
　　「地方分権と地方自治の視点からの道州制について」
　２ 熊本大学政策創造研究教育センター 教授 上野眞也
　　「政治学的視点からの地方分権改革と道州制について」
　３ 熊本大学政策創造研究教育センター 准教授 柿本竜治
　　「都市経済学的視点からの地方分権改革と道州制について」

・報告者による討論

・質疑応答
 

 

①シンポジウム開催の趣旨 

地方分権改革の中で、国、経済界、地方において様々な道州制をめぐる議論が加速して

いるが、他方で、道州制は地方分権に実質的にどう寄与するのか、また、広域自治体とし

てどのような権限と機能を有するのか、その内容や方向性は十分に議論されているとは言

えない状況にある。 

そのことからこのシンポジウムでは、道州制の目指すべき姿、あるいは地方自治のあり

方はどのようにあるべきと考えるのか、地方分権と道州制をテーマとして取り上げながら、

未来へ向けた地域をどう創るのかについて、大学から問題提起し、市民の参加者とともに

考えていった。 
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②基調講演「九州における道州制議論について」 

  (内田安弘 熊本県総合政策局企画課長) 

内田氏の講演では、都道府県合併、都道府県連合、道州制、連邦制の基本的考え方を整

理した上で、国と地方の関係を巡る地方分権改革の議論の推移について概観した。 

その上で、九州の道州制議論のベースになると考えられる九州地域戦略会議 道州制検

討委員会「道州制のあり方に関する答申」について、道州制の必要性、道州制によって目

指す九州の姿、九州の道州制のイメージについて概観した。 

今後の道州制議論を考えるポイントとして、答申より道州制導入に向けた３つの仕組み

づくりについて示した。第一に国、道州、市町村の役割分担の明確化、第二に役割に応じ

た地方自治体の自主財源を確保するための仕組みづくり、第三に道州制を支える市町村の

行政能力を強化するための仕組みづくりである。 

また、答申における国民的議論を喚起するための３つの方策について触れながら、今後

道州制を議論していくにあたっては、制度面及び生活面から議論を行っていく必要がある

としている。 

 

 

③「地方分権と地方自治の視点からの道州制について」 

  （中川義朗 熊本大学大学院法曹養成研究科教授） 

中川氏の講演では、まず戦前から始められている道州制の経緯に触れながら、道州制を

国家的な組織の改造という視点から考えるのか、それとも地方分権や地方公共団体、地方

自治体の強化・拡大という視点から考えるのかによって、異なった方向性が見えてくると

いう点を指摘し、その上で、地方分権的な社会を作るのが一つの将来の形として我々が目

指すべき社会の形ではないかと言及している。 

市町村合併の進展と政令指定都市・中核市の増加によって基礎自治体の強化が進められ

る中で、都道府県の権限を大都市が担ってきている現状があることから、道州制の一つの

論点として、都道府県レベルの広域的な区域改革、都道府県の役割、位置づけをどのよう

に考えるべきか、という点が見えてくると指摘している。さらに住民と基礎自治体を中心

に考えるならば、基礎的な地方公共団体をどのように強化・拡充するか、行財政体制をど

うすべきか、という視点も重要なポイントとなるとしている。 

このように、都道府県の役割の見直し、あるいはそれに変わる広域的地方政府としての

道州を、我々はどう展望しうるのかということが分権自治の担い手としての道州を評価す

る、あるいは位置付ける 1つのポイントになってくるのではないかとしている。 

他方、道州が実質的に国の機関に取り込まれてしまう、あるいは国家機関化してしまう

危険性や心配があるのではないか、という点も考えておかなければいけないと指摘してい

る。また、道州内での自治論、分権をどういう形で具体的・実質的に確保していくのか、

考えておかねばならないとしている。 
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④「都市経済学的視点からの地方分権改革と道州制について」 

  （柿本竜治 熊本大学政策創造研究教育センター准教授） 

柿本氏は、道州制の目的にある行財政の効率化を住民の側から見た場合どうなるのか、

という観点から講演を行った。 

まず経済学の観点から、公共財の配分と住民の行動について概観した上で、経済学から

見た地方分権について整理している。 

経済学において、地方分権とは、地方政府が地域住民の固有なニーズに応じて公共サー

ビスの内容を選ぶとともに、そのために必要となる財源を得るために自由な税率を定める

権限を与えることと定義されるとしている。 

地方分権の必要性としては、第一に、それぞれの住民の選好にあったサービス・税率を

提供できること、第二に、政策メニューに制約がなくなることで地方政府が創造性を発揮

する可能性が拡大すること、第三に、地方政府の責任が明確になり政府の職員や議員が住

民の要求に応えるような政策を実施するように努力するインセンティブを持つようにな

ること、第四に、中央政府からの補助金に伴う非効率性を改善することが期待できること

をあげている。 

一方、地方分権の問題点としては、第一に、公共サービスが地域間で外部効果を及ぼす

場合、地方分権では効率的な供給水準が達成されないこと、第二に、各地域の政府が自由

に租税政策を選択することによって、租税競争や租税輸出のように社会全体として非効率

な結果をもたらすことを掲げている。 

以上の点を踏まえると、小さい自治体が多い方が住民の選好にあった自治体を選ぶこと

ができるが、大きい自治体の方が供給費用は安くなるというトレードオフの関係が発生し

てくることになる。道州制を考える上では、地方政府が担う機能をどこが担っていくのか、

という点を整理しながら考えていくと住民の側から見た道州制を考えやすくなるのでは

ないかと指摘している。 

 

 

⑤「政治学的視点からの地方分権改革と道州制について」 

  （上野眞也 熊本大学政策創造研究教育センター教授） 

上野氏は、政治学、行政学の視点から道州制について講演した。まず、明治より始まり

120 年近く行ってきた都道府県制の変遷について触れたのち、道州制の議論が行われてい

る背景について説明している。 

80 年代以降グローバルゼーションが進展する中で、国が現行体制を維持できなくなっ

てきており、経済界、政治家等の中で国を効率的に運営していくかということに関心が高

くなってきている。その問題解決の方法の一つとして、地方政府を小さくする必要性があ

るという議論が行われ始めているとしている。その受け皿論の議論として市町村合併があ

り、地方の行財政改革と地方分権が議論されてきている。 

現在分権と行政改革が合わせて議論されている理由には、国が様々な再分配をしながら

均衡ある国土発展を目指すという中央集権的な制度が十分に機能を果たし得なくなって

きたということ、グローバリゼーションによって世界が一つの市場として捉えられるよう

になり、経済界から身軽な政治、コストのかからない国になるべきではないか、という要
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請も高まってきていることをあげている。 

分権では、1999 年の地方分権改革一括法により、国の機関として地方自治体を使うと

いうやり方は廃止されたが、現実的には法定受託事務と自治事務という形に分けられてお

り、「未完の改革」となっているとしている。三位一体の改革についても、結果的に地方

が受け取る税財源が大きく減少している。今後、税財源の移譲や移譲された業務の自由度

向上が求められるとしている。 

最後に、現在想定されている道州制議論の展開について示している。第一に、都道府県

を解体して道州を設置し、国の権限を移譲するものである。この点については、地方ブロ

ックの税収の偏りをどのように解決するのかという問題があるとしている。第二に、分権

を先行して行うものであり、都道府県の市町村への分権が進んだ後、道州制の議論を行っ

ていくというものである。第三に、中央主導で中央政府、地方政府をダウンサイジングし

て改革を成功させるものである。ある意味で分権の名を借りた集権化の手法であるが、そ

の効率性から現在進められているものであるとしている。 

 

 

⑥研究討論会 

報告を行った三氏により研究討論会が行われた。討論会では各氏が前段での報告につい

ての補足を行うとともに、会場からの事前質問を受けて、地方分権、道州制の課題、あり

方について意見を交わした。 

 

研究討論会において議論されたテーマ 

 

○都道府県廃止、道州設置の憲法上の課題 

○地方分権のもたらす自由競争、地域格差 

○政府権限・財源の移譲に伴う関係省庁の抵抗、利害調整の困難さ 

○人口移動による教育・福祉の地方負担の問題 

○州内分権による均衡的発展と集中・選択による投資のバランス 

○住民自治、基礎自治体の観点からの道州制議論の不足 

○基礎自治体間の格差と道州制での補完行政の役割 

○道州制の導入による行政階層と行政コスト・住民便益の均衡 
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２．名城所在地知事シンポジウム「これからの分権と自治を語る」 

全国知事会議が熊本県において開催（2007 年 7 月 12､13 日）されることに先立ち、熊

本県ではプレイベントとしてシンポジウムを開催した。当日は、大学生や一般県民、行政

関係者、マスコミ関係者、合わせて約 500 名が参加した。 

 

名城所在地知事シンポジウムの概要 

日　時 2007年7月11日（水）13時～16時

場　所 熊本ホテルキャッスル　2階キャッスルホール

主　催 熊本県、熊本城築城４００年記念事業実行委員会（後援）

参加者数 約500名

主な内容

・基調講演　「企業経営と道州制」
　　　　　　　松下正幸　松下電器産業（株）副会長

・パネルディスカッション　「これからの分権と自治を語る」
　　　パネリスト
　　　　　神田真秋　愛知県知事
　　　　　嘉田由紀子　滋賀県知事
　　　　　井戸敏三　兵庫県知事
　　　　　潮谷義子　熊本県知事
　　　コーディネーター　田川憲生 （株）熊本日日新聞社常務取締役

 

 

 

①シンポジウム開催の趣旨 

シンポジウムでは、県民を巻き込んだ第二期地方分権改革に向けての議論の口火を切る

ことを目的として、基調講演とパネルディスカッションを実施した。基調講演では、松下

電器産業(株)副会長 松下正幸氏を招き「企業経営と道州制」というテーマでご講演いた

だいた。また、パネルディスカッションでは、熊本城築城 400 年を記念して、名城が所在

する県の知事を交えて「これからの分権と自治を語る」をテーマに、各知事の地方分権、

道州制に対する考えを討論いただいた。 
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②基調講演「企業経営と道州制」（松下正幸 松下電器産業(株)副会長） 

松下氏の基調講演では、同氏が松下電器産業創業者である故松下幸之助氏の孫にあたる

ことから、生前の幸之助氏の講演映像を紹介したのち、道州制の考え方を松下電器産業の

経営改革に照らしあわせ、道州制の必要性等について、約 1時間にわたり、参加者に訴え

かけた。 

 

「廃県置州論」と「置州簡県論」 

会場で放映された映像では、故松下幸之助氏が「廃県置州論」と「置州簡県論」という

言葉を用いて、道州制についての持論を述べている講演が紹介された。 

幸之助氏の道州制に対する基本的な考えは、北海道や東北など各地域は北欧三国（スウ

ェーデン、ノルウェー、デンマーク）と面積や人口が同規模であることから、北欧三国と

同様にそれらの地域が独立国家であったならば更なる発展が見込まれるであろう、という

発想である。独立国家のように地域が中心となって自らの創意を活かした活動を行えば更

に発展できるのではないか、という考えを述べている。また、政治の基本は州を中心に行

い、中央政府は外交や国防などに専念すべき、といった今日の道州制議論に繋がる考え方

も示していた。 

幸之助氏は、中央政府を分割して州を置き、県を簡素化する「大を小」にすることを基

本的な考え方とする「置州簡県論」を実施すべきと主張していたが、松下正幸氏は、その

考え方を更に推し進めて、中央政府の権限を大幅に地方に移譲し、都道府県を廃止する州

－市町村の二層制を主張している。 

 

「廃県置州論」と「置州簡県論」の比較 

廃県置州論 置州簡県論

展開時期 1968年～69年 1970年～

基本的な
考え方

小を大に
（都道府県を合併して州を置く）

大を小に
（中央政府を分割して州を置く）

内　容
及び
理　由

・都道府県を廃止して、広域的な州
に分割
・州が政治の中心を担う
・交通機関の発達や通信・放送の発
達により、都道府県が実情に合致し
ていない

・州の設置や機能は廃県置州と同様
・県は簡素化し、州の出張所的役割
で最低限の仕事を県に残す

都道府県 完全に廃止 簡素化して残す
 

 

「企業経営」と「道州制」 

次いで、松下正幸氏は、企業経営と地域経営の類似点を示しながら、道州制への示唆を

加えている。 

松下電器産業では、2000 年代初頭の業績不振から脱するため、「経営理念以外タブーな

し」を合言葉にして、企業経営に「権限移譲」「現場重視」といったこれまでとは大幅に

異なる考えを導入し、組織体制のドラスティックな改革を断行した。同社では、改革の結

果、昨期まで 5期連続の増収増益を果たすまでに回復している。 

松下正幸氏は、この「改革」が現在議論されている道州制の考え方と相通じるものがあ
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ることを指摘している。地域に権限や税財源を大幅に移譲し、道州内のことは自己決定で

きる道州制を導入することが、地域の活性化に繋がると示唆している。 

 

松下電器産業の「ドメイン制」と「道州制」の比較 

① 大くくり化

② 権限移譲

③ 現場で迅速に意志決定

④ 前線強化

⑤ 小さな政府（本社）

⑥ トップの決断と方針明示

（松下電器の改革）　　肥大化した本社　　→　　スリムな戦略本社
（国・地方の改革）　　　　　大きな政府　　　→　　　小さな政府
※中央政府（本社）は、全体の戦略機能に特化し、スリム化

（松下電器の改革）　　　トップの決断と方針の明示が重要
（国・地方の改革）　　　　首相の決断と憲法への道州制明記が重要
※分権改革の実現には、トップの決断による大胆な権限移譲と方針明示が必要

「ドメイン制と道州制」
～分権改革を成功させるための6つのキーワード～

（松下電器の改革）　　　　事業部制　　→　　ドメイン制
（国・地方の改革）　　　　都道府県制　　　→　　道州制
※大くくり化によって「選択と集中」を進め、効率化を加速

（松下電器の改革）　　　　肥大化した本社　　→　　　権限移譲
（国・地方の改革）　　　　中央集権　　　→　　　地方分権
※成功の鍵は（ドメイン会社、道州への）徹底的な権限移譲

（松下電器の改革）　　本社＋分社＋事業部　→　ドメイン会社＋事業部（BU）
（国・地方の改革）　　国＋都道府県制＋市町村　→　道州＋市町村

※決定権を現場に移し、現場に合った迅速な意志決定

（松下電器の改革）　家電流通改革による営業の構造改革と前線シフト・強化
（国・地方の改革）　都道府県→（合併で体質強化した）市町村への権限移譲
　　　　　　　　　　　　（近接性・補完性の原理による基礎自治体の強化）

※顧客対応、住民対応などの前線強化が重要

 

 資料）シンポジウム配付資料より 
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③パネルディスカッション「これからの分権と自治を語る」 

基調講演に続いて、潮谷知事をはじめとして、神田真秋愛知県知事、嘉田由紀子滋賀県

知事、井戸敏三兵庫県知事の計４人の知事をパネリストとしてパネルディスカッションを

行った。「これからの分権と自治を語る」をテーマとして、真の地方分権社会とはどのよ

うな社会なのか、また地方分権改革を推進するための課題や問題点は何なのか、住民はど

うすればよいのか等について各知事が意見を交換した。併せて、先の三位一体改革の評価

や道州制に触れながら、住民が地方自治をどのように考えるべきかについて、各知事の考

えが語られた。 

下表は、各パネリストの意見を集約したものである。なお、熊本日日新聞社の田川憲生

常務取締役がコーディネーターをつとめた。 

 

シンポジウムでの各知事の意見要約 

神田　真秋
愛知県知事

嘉田 由紀子
滋賀県知事

井戸　敏三
兵庫県知事

潮谷　義子
熊本県知事

住民と対話・協力して、
物事を判断して自己決
定し、自己責任のもと
処理していく社会（住民
の責任も重くなる）

現場で迅速に意志決
定し、現場に即したメ
ニューを自らの工夫で
作り出すように、地域
のことは地域で自己決
定できる社会

自己決定、自己責任を
基本に、地域の課題は
地域自ら判断して、自
ら進めていける社会

地方は地方としての実
態像をしっかり見つ
め、自己選択、自己決
定、自己責任ができる
社会

点数 ５０点 ５０点 ６０点 ４０点

良
い
点

国からの税源移譲
話し合いの舞台ができ
たこと

・機関委任事務の廃止
・国からの税源移譲

地方と国の間で話し合
う場ができたこと

悪
い
点

地方交付税の大幅な
削減

補助金制度を残したま
までの地方交付税の
大幅な削減

・国からの法令、政令、
省令による縛り
・地方交付税の大幅な
削減

補助金制度を残したま
までの地方交付税の
大幅な削減

官僚（霞ヶ関）の抵抗
・住民への説明不足
・中央官僚の抵抗

21世紀の日本社会の
あり方に関する議論が
ないこと

・各省庁の強い抵抗
・県民への説明不足

可否 賛成 反対（時期尚早） 反対 賛成

理
由
・
条
件

・大から小（国から地
方）への転換
・護送船団方式からの
脱却（地域の強化）

・権限移譲が不十分
・基礎自治体の強化
・住民への説明不足、
住民との対話不足

・中央省庁の抵抗大
・国のあり方の議論が
ない
・権限と財源の一体的
移譲

・地方からの提案（課
題や役割分担の整理）
・基礎自治体の強化
・県民（住民）への意識
付け

なるべく近い将来
（時代変化に合わせ
て、10年以内くらい）

遠い将来
（国、地方分権の形が
できてから、10年以上
先）

未定
（国と地方の事務配分
の見直し、国からの税
財源移譲、道州制の必
要性の議論）

住民の意思
（分権社会実現のため
の議論、住民の意識改
革）

道州内分権の必要性
（基礎自治体への権限
移譲は必要）

古代からの文化やイ
メージは消すことはで
きない

文化的に違うところを
一元的に支配するの
は無理
（政令市の取扱い、基
礎自治体の議論）

基礎自治体、伝統文
化、住民自治の議論を
進めること

道州制が導入された場合
の県としての共同体意識
について

真（理想）の分権社会とは

先の地方分権改革
の評価（100点満
点）とその理由

地方分権が進まない理由

道州制の導入につ
いて

道州制の導入時期は
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④シンポジウム来場者アンケート結果 

シンポジウム当日に来場者に対する無記名アンケートを行った。約 500 名の来場者のう

ち、215 名がアンケートに回答した。以下は、その回答概要である。 

 
回答者の属性 

回答者の住まいは 94.9％が熊本県内在住であり、回答者のほとんどが熊本県民である。

年齢では、50 代以上で４分の３を、60 代以上で半数を占めており、回答者の年齢層が高

いことがわかる。職業別では、無職が 34.9％と最も多く、続いて公務員が 22.8％で続い

ている。 

 
 

 お住まい                  性別 

無回答

2.3%熊本県外

2.8%

熊本県内

94.9%

N＝215

男

58.1%
女

35.8%

無回答

6.0%

N＝215

 

 
年齢                    ご職業 

無回答

1.4%

70代以上

22.8%

60代

26.0%
50代

25.1%

40代

10.7%

30代

7.4%

20代

6.5%

N＝215

無回答

0.9%

会社員

10.2%
公務員

22.8%

自営業

6.0%

団体職員

7.9%

学生

3.7%

自由業

1.9%

その他

11.2%
無職

34.9%

N＝215

パートタイマー・

アルバイト

0.5％
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シンポジウムの開催について知ったきっかけ 

シンポジウムの開催を知ったきっかけでは、「県の広報誌を見て」が 29.8％と最も多く、

次いで「会社や仕事の関係で聞いて」が 20.9％、「新聞や雑誌で」が 20.5％と続くいている。 

一方で、「県のホームページで」が 5.6％と、インターネットによる情報提供はシンポジ

ウムの広報にはあまりつながっていない。 

アンケート回答者の年齢層が高いことからも分かるように、参加者の多くはインターネッ

トなどの電子媒体から開催を知ったのではなく、新聞や広報誌等の活字媒体から情報を手に

入れていることが分かる。 

29.8

20.9

20.5

17.7

17.2

5.6

1.9

0.9

5.1

2.3

0 10 20 30 40

県の広報誌を見て

会社や仕事の関係で聞いて

新聞や雑誌で

友人・知人から聞いて

ちらし・ポスターを見て

県のホームページで

テレビやラジオのニュースで

県のホームページ以外のインターネットで

その他

無回答

（％）

N＝215

 
 
地方分権についての感想 

シンポジウムでの発言・議論を聞いた上での、地方分権に対する感想では、「地方分権

に対する関心が高まった」が 45.1％と最も多い。次いで「地方分権に対する理解が深ま

った」が 39.1％となっている。 

一方で、「地方分権を身近なこととして感じられた」が 22.3％、「地方分権の具体的な

イメージを把握できた」が 19.1％と、他の項目に比べて少なく、今後、地方分権を住民

に身近なものとして伝えていくことが求められる。 

39.1

45.1

22.3

19.1

7.0

6.5

0 10 20 30 40 50

地方分権に対する理解が深まった

地方分権に対する関心が高まった

地方分権を身近なこととして感じられた

地方分権の具体的なイメージを把握できた

その他

無回答

（％）

N＝215
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道州制についての感想 

シンポジウムでの発言・議論を聞いた上での、道州制に対する感想では、「道州制に対

する関心が高まった」が 51.2％と最も多い。シンポジウムが、約半数の人に対して道州

制への関心を喚起することにつながっている。次いで「道州制に対する理解が深まった」

が 34.9％と続いている。 

一方で、「地方分権を身近なこととして感じられた」が 17.2％、「地方分権の具体的な

イメージを把握できた」が 14.0％と、地方分権と同様に他の項目に比べて少なく、今後、

道州制を住民に身近なものとして伝えていくことが求められる。 

 

34.9

51.2

17.2

14.0

9.3

5.6

0 10 20 30 40 50 60

道州制に対する理解が深まった

道州制に対する関心が高まった

道州制を身近なこととして感じられた

道州制の具体的なイメージを把握できた

その他

無回答

（％）

N＝215
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３．道州制セミナー 

熊本県では、シンポジウムに続き、県民への道州制に関する更なる情報提供を目的とし

て、2008 年 1 月にセミナーを開催した。当日は、大学生や一般県民、行政関係者、マス

コミ関係者、合わせて約 450 名が参加した。以下では、セミナーの趣旨と論点についてま

とめる。 

 
道州制セミナーの概要 

日　時 2008年1月25日（金）13時30分～16時40分

場　所 熊本市産業文化会館　7階大ホール

主　催 熊本県、熊本県議会

参加者数 約450名

主な内容

・基調講演　「地方分権と道州制～地域再生の課題と戦略～」
　　　　　　　　　林宜嗣　関西学院大学経済学部教授

・講演　「九州における道州制論議の動向」
　　　　　 　高木直人　九州経済調査協会調査研究部長

・講演　「熊本からみた道州制」
　　　　　　大久保太郎　熊本経済同友会副代表幹事・国際部長
　　　　　　　　　　　　　　フンドーダイ（株）社長

 
 

 

①道州制セミナー開催の趣旨 

道州制については、2006 年に初めて道州制担当大臣が任命され、また政府は 2007 年 1

月に道州制ビジョン懇談会を設置して、3年以内に道州制の道筋をつけるべく「道州制ビ

ジョン」を策定するとしており、今後、益々議論が盛んになっていくものと考えられる。

そのような中、地方制度調査会委員である林氏による基調講演やその他九州及び熊本での

議論の状況などを行うことで、道州制の基本的な情報を県民に分かりやすく提供する目的

で、本セミナーが開催された。 
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②基調講演「地方分権と道州制」（林宜嗣関西学院大学経済学部教授） 

林教授はまず、道州制論議は地方から国に対して積極的に提言していくべき段階に入っ

ており、地域にとって本当に必要な制度を九州からも投げかけていくべきであるとの考え

を示している。 

その上で、現状のままでは地方の状況は大変厳しいという現実を認識する必要があるこ

とをデータを用いて説明した。地方の行政投資額や地方交付税が減少している状況を踏ま

え、その行政の財政に依存している地域経済の実態があること、人口減少やグローバル化

の影響、重層化する一極集中の状況の中で、中央官庁で画一的に行っている格差是正策が

有効に機能しないこと等を示し、地方活性化のためには、地方分権の推進やその先の道州

制導入などを検討する意味があるとしている。 

地域活性化のためには、地域経済を支える民間の経済活動をもとにするマーケットメカ

ニズムを取り入れることが大事であり、行政の公共投資もフローである毎年の公共投資額

ではなく、生活関連型や産業基盤型のインフラをストックすることが大事であると説いて

いる。そのために、地域のことは地域で考え、限られた資源を選択と集中することにより

地域経営を行うことが大事であり、その行き着く先が道州制であるという可能性を示した。 

その際、最も大事な視点は、20 年、30 年先の地域の将来世代がそのニーズを満たす能

力を損なうことなく、現在のニーズを満たすような発展を遂げることであり、地域の将来

を見据えた戦略を進めていくことが大事であると訴えた。 
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林氏の講演内容 

Ⅰ　地方の実像把握
１．地域格差の諸局面と経済・財政の負のスパイラル
２．財政依存型地方経済と財政の実態
３．地方を取り巻く社会経済情勢の大きな変化

Ⅱ　道州制の意義

Ⅲ　地域活性化と道州制
１．地域活性化の原動力とその要因
２．中央集権的公共投資による地域活性化の限界
３．公共投資における道州の権限強化
４．地方では、民間資本ストックが相対的に不足
５．重要な集積の利益の拡大と民間資本の蓄積
６．地域経営の実践による選択と集中
７．広域連携による地域間コンフリクトの解消

Ⅳ　地方分権と道州制
１．形式上の国と地方の関係
２．国と地方の関係（実態）
３．国と地方の関係（望ましい姿）
４．基礎自治体への権限移譲も必要
５．地方支分部局の現状
６．縦割りから地域のネットワーク形成に（政策の総合性と地域連携）
７．自治体はきわめて重要な役割を果たす：地域リーダーとしての自治体
８．部品は立派だが設計図が問題
９．一国に匹敵する人口と経済力

Ⅴ　道州制と行政の効率化
１．広域化による地方行政効率の強化
２．地域における行政サービスの質的向上と財政効率の促進
３．民間活力導入と広域連携

Ⅵ　まとめ

持続可能な地域を作るためには中長期の視点が不可欠

地方分権と道州制
―　地域再生の課題と戦略　―

　持続的発展：「将来世代がそのニーズを満たす能力を損なうことなく、
　　　　　　　　　　現行世代のニーズを満たす発展」

１．分権と連携はコインの表裏―ＥＵの教訓
２．一般論の展開から、地域ごとの議論へ。

道州制の研究は地域の研究。

３．地域の活性化に何が必要なのかは、地域で考えなくてはならない。

「地域に備わっている資源、不足している資源は何か」は地域の行政、

住民が徹底的に掘り下げるべきもの。

４．道州制を進めるプロセスにおいて、いかに住民が参加し、

住民の地域づくりへの意識が高まるか、が重要。

５．「ゼロ・サム」（「マイナス・サム」）を「プラス・サム」に変える知恵を。

６．道州制のデメリットを強調するのではなく、どうすればデメリットを

解消できるかを考えるべき。

 
   資料）配付資料を基に九経調作成 
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③講演「九州における道州制議論の動向」（高木直人九州経済調査協会調査研究部長） 

高木氏は、九州の道州制の動向等について、先に作成した道州制啓発パンフレット「道

州制について」に沿ったかたちで、どうして道州制が話題になっているのか、九州で取り

組まれている内容、九州における道州制のイメージ等について説明をおこなった。 

道州制により生活や経済、国際など７つの分野での目指すべきビジョンを挙げているが、

特に重要なのは、アジア戦略や広域的なインフラ整備、産業政策、人材育成等ではないか

と述べている。また、国・道州・市町村の役割分担を明確にし、教育や生活環境、子育て、

医療福祉介護など住民サービスの大部分を担う基礎自治体である市町村の強化も重要で

あるとしている。 

これからの課題として、九州の強みと弱みを踏まえたうえで、①住民への道州制の広

報・啓発の促進、②広域的政策の先行実施、③地域の活力を高める道州制をあげている。

住民に対して道州制に関心と理解をされることが必要であり、他地域に比べて遅れている

広報活動や情報発信を充実すること、政策連合の取り組みを拡大して広域的政策を先行し

て取り組むこと、地域の生産性を高めるため限られた資源（人や財源）を有効活用するこ

とが重要であると述べている。 

さらに、道州制はあくまでツール（＝道具）であり、道州制によってどのように九州を

活性化するのか、人々の暮らしを豊かにするのかを考え、実現することが道州制の目的で

あると強調している。 

高木氏の講演内容 

１．　どうして道州制が話題になっているのか
●現行の行財政制度の抜本的な見直しが必要（中央集権の弊害、二重行政の非効率）
●県境を越えた広域的な行政課題が増加（高速交通網、温暖化対策、グローバル化など）
●市町村合併の進展（都道府県の役割の見直し）

２．九州での取組みは？
九州経済連合会と道州制
九州経済同友会と道州制 九州地域戦略会議道州制検討委員会の設立
九州地方知事会と道州制 発 展

継続

九州地域戦略会議第2次道州制検討委員会へ

３．九州における道州制のイメージ
●道州制によって目指す九州の姿～７つのビジョン～

（生活、経済、国際、社会資本、人材、環境、行政）
●道州制の枠組み（広域自治体、多極型九州の形成など）
●国・道州・市町村の役割分担（九州一体となった取り組み、基礎自治体の強化）

４．これからの課題
①住民への道州制の広報・啓発の促進
②広域的政策の先行実施
③地域の活力を高める道州制

九州における道州制論議の動向

 
  資料）配付資料を基に九経調作成 
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④講演「熊本からみた道州制」（大久保太郎熊本経済同友会副代表幹事） 

最後に大久保氏が、熊本の経済界より「熊本からみた道州制」と題して講演した。大久

保氏は、第１次道州制検討委員会の委員を務めており、道州制導入の立場から、道州制の

必要性や熊本としてどうするべきかについて、意見を述べた。 

道州制がなぜ必要かという議論について、３つの視点から意見を述べた。一つめは行財

政問題であり、郵政改革や三位一体改革を端緒とする国の財政改革、地方自治体の強化を

図るべく行われた市町村合併をはじめとする地方の改革等を更に推し進める必要がある

ことを述べている。二つめは、自分のことは自分でする、自分でできないことをコミュニ

ティで支援し、コミュニティでできないことを基礎自治体が支援、さらに道州などの広域

自治体が支援するという補完性の原理、近接性の原理をどのように根付かせるかという問

題である。三つめは、企業誘致や産業育成、海外との交流や広域インフラ整備などについ

ては、九州で一体となって取り組む必要があることである。 

熊本での道州制議論への対応については、州都だけではなく、熊本がどうあるべきかを

議論していく必要があると述べている。九州の一体的発展のために各県と連携するととも

に、熊本都市圏整備を進め熊本市が政令指定都市に相応しい都市としての風格や機能を高

めることで、結果として道州制のもとで熊本が州都となることが期待されると述べている。 

今後の視点としては、国と地方の単なる権力闘争ではなく、本当の行財政改革が行われ

るようしっかり見守り、地方から声を発し、国に地方の考えを示していくことが大事であ

ると締めくくった。 

 

大久保氏の講演内容 

１．道州制がなぜ必要か
●行財政問題（国の財政及び地方の合併）
●政治思想問題（補完性・近接性の原理）
●九州の一体的発展（企業誘致、インフラ整備など）

２．熊本での道州制議論について
●九州一体としての連携
●熊本都市圏と政令市問題
●州都問題

３．これからの視点
●国・地方の行財政改革の動向を見極める
●地方から声を発し、考えを提示する

熊本からみた道州制

 
        資料）九経調作成 
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⑤セミナー来場者アンケート結果 

シンポジウム当日に来場者に対する無記名アンケートを行った。約 450 名の来場者のう

ち、259 名がアンケートに回答した。以下は、その回答概要である。なお、当日のアンケ

ートの詳細な分析は、第４章で行っている。 

 
回答者の属性等 

アンケートの回答者の住まいは、86.5％が熊本県内在住であり、回答者のほとんどが熊

本県民である。年齢では、50 代が 31.7％ともっとも多く、以下 40 代が 23.9％、30 代が

14.7％と続く。 

職業別にみると、公務員が 63.7％と最も多く、学生が 7.7％、会社員 6.2％と続いてい

る。公務員の参加割合が高いことを留意して結果を見る必要がある。 

 

 

 お住まい                   性別 

熊本県内

86.5%

熊本県外

5.0%

無回答

8.5%

n=259

男

76.4%

女

12.4%

無回答

11.2%

n=259

 
 年齢                      ご職業 

20歳未満
0.0%

20代
12.4%

30代
14.7%

40代
23.9%

50代
31.7%

60代
5.8%

70代以上
4.2%

無回答

7.3%

n=259

会社員

6.2% 自営業・自由業

2.3%

公務員

63.7%
団体職員

3.1%

学校職員・教員

0.8%

パートタイ

マー・アルバ

イト

0.0%

学生

7.7%

無職

5.4%

その他
2.7%

無回答

8.1%

n=259
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シンポジウムの開催について知ったきっかけ 

シンポジウムの開催について知ったきっかけでは、「会社や仕事の関係で聞いて」が

34.0％と他の項目に比べて圧倒的に最も多い。次いで「ちらしで見て」が 6.6％、「新聞

や雑誌で」が 6.2％、「テレビやラジオのニュースで」が 5.8％と続く。 

今回は全体的に公務員の参加割合が高く、職場での周知により参加を決めた割合が高く

なっている。 

34.0 

6.6 

6.2 

5.8 

4.2 

3.5 

2.7 

3.1 

48.3 

0  10  20  30  40  50 

会社や仕事の関係で聞いて

ちらしを見て

新聞や雑誌で

テレビやラジオのニュースで

県のホームページで

県の広報紙を見て

友人・知人から聞いて

県のホームぺージ以外のインターネットで

その他

無回答

（％）

n=259

 

 
道州制についての感想 

シンポジウムでの発言・議論を聞いた上での、道州制に対する感想では、「道州制に対

する関心が高まった」が 42.5％と最も多い。次いで「道州制に対する理解が深まった」

が 40.2％となっている。 

一方で、「道州制の具体的なイメージを把握できた」が 18.9％、「道州制を身近なこと

として感じられた」が 17.4％と、他の項目に比べて少なく、今後道州制を住民に身近な

ものとして伝えていくことが求められる。 

42.5 

40.2 

18.9 

17.4 

3.1 

10.0 

0  10  20  30  40  50 

道州制に対する関心が高まった

道州制に対する理解が深まった

道州制の具体的なイメージを把握できた

道州制を身近なこととして感じられた

その他

無回答

（％）

n=259
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４．その他（地方分権改革推進セミナー） 

 
道州制をはじめ、地方分権推進に係る状況等について、市町村職員や経済団体等を対象

とした地方分権改革推進セミナーを県内６ブロックに分けて開催した。 

 

開催状況 

 

県北ブロック：12 月 13 日（木） 会場：鹿本地域振興局 

天草ブロック：12 月 14 日（金） 会場：天草地域振興局 

阿蘇ブロック：12 月 18 日（火） 会場：阿蘇地域振興局 

県南ブロック：12 月 19 日（水） 会場：八代地域振興局 

球磨ブロック：12 月 19 日（水） 会場：球磨地域振興局 

県央ブロック：12 月 20 日（木） 会場：県庁 

                参加者総数：約 270 名 
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 第４章 今後の道州制論議の方向性 

１．道州制に対する県民等の意識 

道州制セミナーでは、参加者に対してアンケート調査を実施して、道州制に対する意識

を明らかにした。ここでは、アンケート調査の結果を中心に県民が道州制に対して関心を

持つ分野やニーズ等について示していく。 

 

①地域実情の反映、県境を越えた行政施策の展開に期待 

道州制に期待することでは、「地域の実情に合った地域づくりの実現」が 42.9％、「中

央集権の是正」が 42.5％、「県境を越えた行政施策の展開」が 40.2％と、この３項目に対

する期待が大きい。一方で、「人材流出、人口減少の抑制」や「企業活動・企業進出の活

発化」については、他の項目に比べて期待する声は少ない。 

一般県民のみを抽出した結果を見ると、「県境を越えた行政施策の展開」が 50.9％と半

数を超え、「住民ニーズに合わせた地域づくり」が 47.3％と続いている。アンケートの自

由記述においても、県境を越えた取り組みは具体的に効果が見えるものであることから県

民へのアピール効果も高い、との指摘もなされている。 

 
道州制に期待すること 

42.9 
42.5 

40.2 
37.1 

33.6 
23.2 

18.5 
16.2 

1.5 
2.3 
1.5 

0  10  20  30  40  50 

地域の実状に合った地域づくりの実現
中央集権の是正

県境を越えた行政施策の展開
行政支出の効率化・重点化

住民のニーズに合わせた地域づくりの実現
住民に身近な市町村の権限の強化

人材流出、人口減少の抑制
企業活動・企業進出の活発化

特に期待することはない
その他
無回答

（％）

n=259

 
 

道州制に期待すること（公務員等/一般県民の回答の比較（無回答除く）） 

40.5 

30.6 

46.8 

42.8 

37.0 

15.0 

24.3 

15.6 

1.2 

2.3 

50.9 

47.3 

38.2 

34.5 

32.7 

32.7 

23.6 

18.2 

1.8 

1.8 

0  10  20  30  40  50  60 

県境を越えた行政施策の展開

住民ニーズに合わせた地域づくり

地域の実状に合った地域づくりの実現

中央集権の是正

行政支出の効率化・重点化

人材流出、人口減少の抑制

住民に身近な市町村の権限の強化

企業活動・企業進出の活発化

特に期待することはない

その他

公務員等(n=173)
一般県民(n=55)

（％）

 
注）「公務員等」は、職業のうち「公務員」「団体職員」「学校職員・教員」を合算したもの。「一般県民」

は、「会社員」「自営業・自由業」「学生」「無職」を合算したもの。以下同様の定義。 
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②地域間格差の拡大や活力の低下、行政サービスの低下への不安 

道州制に対して不安や懸念を感じることでは、「道州内での地域格差の拡大」が 54.4％

と半数を占めており、「州都移動による県都の活力の喪失」が 46.7％と続いている。道州

制により生じる地域間の格差や変化について不安視する声が多い。 

公務員等、一般県民の回答を比較すると、項目の優先順位に大きな差異はないが、「道

州内での地域格差の拡大」と「広域化による行政サービスの低下」を選択した割合が若干

高い。 

具体的にはアンケートの自由記述の中で、山間部や離島の衰退、農地・山林の荒廃に対

して、どのように現在の活力を維持していくのか、合理化による切り捨ての対象とならな

いか、ということに関心が現れている。 

 

道州制に対して不安や懸念を感じること 

54.4 

46.7 

41.7 

32.0 

21.6 

4.6 

7.3 

2.7 

0  20  40  60 

道州内での地域格差の拡大

州都移動による県都の活力の喪失

広域化による行政サービスの低下

道州間での地域格差の拡大

伝統文化や地域アイデンティティの消失

特に不安や懸念を感じることはない

その他

無回答

（％）

n=259

 
 

道州制に対して不安や懸念を感じること（公務員等/一般県民の回答の比較（無回答除く）） 

54.0 

48.3 

41.4 

30.5 

23.0 

4.6 

8.0 

62.3 

50.9 

47.2 

32.1 

22.6 

3.8 

5.7 

0  10  20  30  40  50  60  70 

道州内での地域格差の拡大

州都移動による県都の活力の喪失

広域化による行政サービスの低下

道州間での地域格差の拡大

伝統文化や地域アイデンティティの消失

特に不安や懸念を感じることはない

その他

公務員等(n=174)

一般県民(n=53)

（％）
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③セミナー参加の賛成が多数 

道州制への期待と不安・懸念を踏まえた上での道州制導入の賛否では、無回答を除くと

「賛成」が 30.3％、「どちらかといえば賛成」が 44.4％と、約 75％が賛成と回答してい

る。「反対」「どちらかといえば反対」は、あわせて 9.4％であり、セミナーの講演を聴い

た上では、賛成と答えた人が圧倒的に多い結果となっている。 

一般県民の回答を見ると、「賛成」が 42.9％、「どちらかといえば賛成」が 44.6％とあ

わせて 87.5％が賛成と回答しており、公務員等の賛成とする回答を大きく上回っている。 

一方、自由記述では、道州制について行政、財界では積極的に議論されているものの、

住民レベルではまったく認識が低く、議論が不十分であるとして、賛否を問う段階ではな

いとの認識も示されている。 

 

 道州制導入の賛否 

 

  無回答を除く             無回答を含む 

賛成
30.3%

どちらかと

いえば賛成
44.4%

どちらかと

いえば反対

8.1%

反対

1.3% わからない

15.8%

n=234

賛成
27.4%

どちらかと

いえば賛成
40.2%

どちらかと

いえば反対

7.3%

反対

1.2%

わからない
14.3%

無回答

9.7%

n=259

 
 

道州制導入の賛否（公務員等/一般県民の回答の比較（無回答除く）） 

賛成

24.8%

どちらかといえば

賛成

44.8%

どちらかといえば

反対

9.7%

反対

1.2%

わからない

19.4%

公務員等(n=165)

賛成

42.9%

どちらかとい

えば賛成

44.6%

どちらかといえば

反対

3.6%

反対

0.0%

わからない

8.9%

一般県民(n=56)
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④財源・権限移譲の内容、役割分担、県民生活への影響についての情報ニーズ 

道州制について提供してほしい情報では、「国・道州・市町村の役割分担の内容」が

58.7％と最も多く、続いて「国から移譲される権限・財源の内容」が 49.0％と続く。道

州制後の財源・権限と役割分担に対する関心が高い。 

一般県民の回答を見ると、「県民生活への影響」が 56.6%ともっとも高い。また「道州

制導入に向けたスケジュール」「九州における道州制の取り組み」も公務員等の回答に比

べて高くなっている。 

 
道州制について提供してほしい情報 

58.7 

49.0 

41.7 
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道州制導入に向けたスケジュール

県域を越えた行政施策の効果

九州における道州制の取り組み

国における道州制の取り組み

その他

無回答

（％）

n=259

 
道州制について提供してほしい情報（公務員等/一般県民の回答の比較（無回答除く）） 
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道州制導入に向けたスケジュール
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国における道州制の取り組み

その他
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一般県民(n=53)

（％）
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⑤メディアや有識者によるセミナーでの情報提供への希望 

道州制について理解を深めるための情報提供の方法としては、「新聞・テレビ・ラジオ

での情報提供」が 56.4％と最も多い。次いで「有識者を招いたシンポジウム」が 39.8％、

「インターネットでの情報提供」は 38.2％となっており、今回開催したセミナーやイン

ターネットを活用した情報提供への支持も多い。 

一般県民と公務員等の回答を比較すると、「行政職員による出前講座」が 35.8％と、公

務員等の回答に比べて優先順位が高くなっている。 

 
道州制についての情報提供の方法 

56.4 

39.8 

38.2 

30.1 

20.1 
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新聞・テレビ・ラジオでの情報提供

有識者を招いたシンポジウム
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ちらし・パンフレット・広報紙

行政職員による出前講座

その他

無回答

（％）

n=259

 
 

公務員等/一般県民の回答の比較（無回答除く） 
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インターネットでの情報提供

行政職員による出前講座

ちらし・パンフレット・広報紙による情報提供

その他

公務員等(n=170)

一般県民(n=53)

（％）

 
 
 

⑥道州制の具体的なイメージ、メリット・デメリットの明示 

アンケートの自由記述では、道州制の具体的なイメージや、メリット・デメリットを明

らかにする必要性について多くの指摘がなされている。 

道州制のイメージについては、道州制が導入されることで、県民生活にどのような変化

がもたらされるのか、具体的なイメージが分からないという声が多い。県民生活や産業の

具体的な分野での影響を踏み込んで明らかにし、県民に伝えていく必要性があるとの声も

52 
 



 

ある。また、道州制でなくても実現可能なこと、道州制を導入しなければ実現できないこ

との区分を明確に示し、道州制によって何が実現できるのか明らかにする必要性も指摘さ

れている。 

道州制のメリットについては、道州制導入による行政効率の向上、財政負担の軽減につ

いて関心が高い。デメリットについては、行政が広域化することによる行政サービスの低

下、庁舎移転による利便性の低下等の懸念が示されている。 

 

⑦道州制における市町村の役割の論議 

道州制論議では、住民に最も近い基礎自治体の担う役割の重要性について説かれている

一方で、現状では市町村の役割について十分に議論がなされていないことについて疑問視

する意見が多い。 

また、平成の大合併により、熊本県では、平成 11 年～平成 19 年の間に市町村数が半減

しているが、市町村合併によるメリット・デメリットが県民に十分に実感されていないと

いう指摘もなされている。そのような状況下では、道州制の議論は時期尚早であり、まず

市町村合併の検証を行う必要があるとの指摘もなされている。 

 

⑧九州から全国への道州制論議の波及 

九州において先行的に進められる道州制論議に対しては、一定の評価がなされている。

取り組みをさらに推し進め、九州発の道州制を国や全国各ブロックに波及させていくべき

との指摘も多い。先行可能な分野については、試験的に実施をしていくことも重要である

との指摘がなされている。 

また、九州地域戦略会議では、多極型道州制の形成についても提唱されている。現在道

州制のビジョンや制度設計について総括的な方向性が示されているが、各地域の独自性を

活かした発展が道州制においていかに可能なのか、さらに議論を進めていくべきとの声も

ある。 

 

⑨州都に対する高い関心 

熊本県は政界、財界をはじめとして、州都に関する議論が活発に行われている地域であ

る。今回のセミナーでの質疑応答やアンケートでも、州都に対する高い関心が示されてお

り、州都を誘致することで熊本の中心性の向上や経済波及効果を期待する声も多い。その

ような議論の中では、州都がどのような基準で設置されるのか、州都実現の条件に関する

関心が高い。 

一方で、州都論に終始するのではなく、道州制によっていかなるビジョンを実現してい

くのか、それを先に進めるべきとする慎重論も聞かれる。 
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２．他地域における道州制等に関する取り組み等 

（１）他地域の都道府県における道州制等に関する取り組み事例 

①北海道における道民、市町村への情報提供、啓発 

道州制特区推進法の成立 

道州制特区推進法が 2006 年 12 月に国会で可決し、成立した。同法が成立したことで、

北海道は、国に対して提言を行い、先進的・モデル的に権限移譲を受けることのできる区

域となっている。 

北海道では、「北海道道州制特別区域推進条例」を制定し、国への提案に関して道民へ

の情報提供等を行う道の責務を規定している。それを受け、有識者からなる「道州制特区

提案検討委員会」を設置し、道民や市町村からの意見を踏まえた上で、道に対して道州制

特区での権限移譲を提言していく仕組みを構築している。さらに、道から市町村への事

務・権限の移譲を推進しており、市町村からの意見聴取を受けて「事務・権限移譲リスト」

を作成し、希望する市町村への事務・権限の移譲を実施している。 

 

道州制に関する道民への啓発活動 

以上のように先行的に権限移譲を受けることのできる仕組みがあることから、道州制に

関する道民への情報提供、啓発も積極的に進められている。北海道では、学識者、経済界

の代表者、市町村長、地域の活性化等に熱心に取り組む人物等が参画する「道州制推進道

民会議」を設置し、知事との意見交換を行っている。 

同会議の成果の一つとして、道州制推進道民会議の発言記録を編集した冊子「みんなで

つくる道州制」を作成している。委員の発言をもとに道州制の必要性を説き、具体的な事

例を通じて、生活感覚から理解しやすい道州制の啓発を行っている。 

 

≪目次≫ 

はじめに 

第１章 道州制って何だろう？  

（１）「道州制」は地域づくりの「道具」です。  

 ◇「道州制」って聞いたことはあるけど難しそう  

 ◇道州制はいくつかの視点で議論されていますが、 

   ここでは 「地域づくり」の道具ととらえます 

 ◇「地域づくり」を目的とする道州制の議論を  

 ◇道州制特区は道州制の仕組みを学ぶ場といえます  

（２）「道州制」のイメージをふくらませる 

 ◇例えば、パソコンだと考えてみると 

 ◇「こんなことで使いたい」～意思がなくては始まらない 

 ◇改良（バージョンアップ）はこれから～利用者と管理会社の 

   連携がカギ 

 ◇実はもう地域では動いています 

第２章 道州制で私たちの暮らしはどうなるの？ 

（１）住民生活を中心にした道路管理 

（２）住民との協働による柔軟な福祉サービス 

（３）医療過疎の解決に取り組む 

（４）空港を戦略的に活用 

第３章 みんなで道州制実現のためにできること 

（１）住民  

（２）行政 

（３）民間企業 

（４）議会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54 
 



 

2004 年度からは道州制出前講座を実施している。各種講演会・意見交換会等に道職員

が出張し、質疑応答に答えたり意見交換をしたりしており、延べ参加者数は毎年１万人に

達している。 

また、道州制研究サポート事業として、道内大学での道州制研究を推し進める目的で、

各大学の講義やゼミでの情報提供や資料提供を行っている。 

 

道州制モデル事業の推進 

北海道では、「道州制推進道民会議」において出された意見をもとに、日常生活の中で

の困ったことから「道州制の芽」となりそうな具体的な事業を発案する「道州制の芽発見

モデル事業」を実施している。同事業は、地域住民等が発見した地域課題を、コーディネ

ーターを介しながら官民協働で実施し、道州制の根幹である地域主権の実現に向けたノウ

ハウを共有していくことを目指している。 

現在、モデル事業のひとつとして NPO 法人「地域支援ネットワークサロン」を中心に試

行施設「コミュニティハウス」の実現に向けて取り組みを開始している。福祉サービスは、

障害者福祉、高齢者福祉、こども家庭福祉、生活福祉などの分野に分かれており、現在の

法定サービスの枠内で適切な支援を行うことには限界がある。「共同生活資源の活用」や

「地域密着サービス」が制度化されつつあるが、行政の縦割りの制約などもあり、特に小

さな規模の地域では活用しにくいものとなっている。 

そのことから、障害者、高齢者、子ども等さまざまな種類の福祉サービスを必要として

いる人たちが一緒に暮らせるコミュニティハウスをつくる「コミュニティハウスプロジェ

クト」を実施しており、実現に向けて、行政、公益法人、企業、住民などが連携して取り

組んでいる。 

 

コミュニティハウスプロジェクトの試行施設「冬月荘」 

   
    資料）北海道ホームページより 
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②北東北三県の広域連携の推進と情報提供 

北東北の広域連携・道州制をめぐるこれまでの経緯 

北東北の青森、岩手、秋田の３県では、地域に共通する課題に対応するため、1960 年

代から広域会議の設置などの地域間連携に向けた取り組みが進められてきた。80～90 年

代には、広域交通網の整備にあわせて観光振興や都市間連携を目的とした広域連携活動団

体が設置されている。 

北東北３県では 1997 年より「北東北知事サミット」を継続開催し、その場で広域連携

事業に関する合意事項をとりまとめる等、広域連携の具体的な事業を推進している。サミ

ットには、2001 年から北海道も参加し、北海道・北東北知事サミットとして開催されて

いる。 

 

北東北における広域連携・道州制に関する組織設立、情報提供 

1999 年の第３回北東北知事サミットで公表された「北東北広域連携構想」の実現を図

るため、活動推進母体として 2000 年２月に「北東北広域連携推進協議会」が設立されて

いる。同協議会は、３県の交流連携団体、学識経験者、行政関係者等、官民で構成される

連携推進組織である。 

同協議会では、ホームページ「めぐみ めぐる 北東北」の運営を行い、３県連携を広く

ＰＲしているほか、市民レベルでの広域連携を促進する事業を展開している。具体的には、

広域連携を促進する非営利組織に対する「北東北広域連携活動促進助成事業」、連携が必

要とされる様々な課題についての有識者の講演、パネルディスカッション、事例発表など

を行う「北東北広域連携塾」、地域づくり活動等を実践する人たちの情報を共有しネット

ワークを構築する「北東北交流・連携フェスタ」「北東北交流・連携活動推進セミナー」

等を展開している。 

また、2003 年の第７回北海道・北東北知事サミットで、「北東北三県広域連携検討組織

の設置」が合意されたことを受け、同年に北東北三県の企画担当課長を中心に構成する「北

東北広域政策推進会議」が設置されている。同会議では、2005 年９月に「北東北のグラ

ンドデザイン ～自立・飛躍する“アジアの北東北”を目指して～」を策定している。同

会議では、「北東北広域政策推進会議」において取り組むテーマについて、北東北の県民

が参加する「北東北の今後のあり方に関する意見交換会」を開催している。意見交換会で

は、３県の企業や市民活動の代表等が参加し、ファシリテーターを置くワークショップ形

式での意見交換を実施している。 

意見交換では、道州制についても議論が行われており、道州制に対する期待や不安、県

民議論を活性化するための方策等について話し合われている。 

さらに、北東北三県連携の理解を深め、今後の三県連携のあり方について意見交換を行

うために、各県の担当職員が県民の勉強会や集会に訪問する「北東北三県連携出前講座」

も実施している。 
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③愛知県における地方分権・道州制に関する情報提供 

地方分権・道州制に関する提言 

愛知県では、地方分権の進展等に伴い取り巻く環境が大きく変化しつつあることを踏ま

え、今後の県の在り方について調査・研究を行い、その成果を県政運営に活かすとともに

国等へ提言していくため、2003 年～2004 年度にかけて「分権時代における県の在り方検

討委員会」を設置し、報告書をとりまとめている。報告書では、地方分権とともに、愛知、

東海、中部といったこの地域の特性を勘案した「地方から見た望ましい道州制の姿」を提

言している。 

 

提言の周知に向けた意見交換の実施 

同県では、検討委員会での提言や、地方分権・道州制を周知するため、様々な方法で県

民への情報提供を行っている。 

同検討委員会報告書への意見の反映や提言の周知を目的として、2004 年～2005 年度に

かけて「地方分権タウンミーティング」を開催している。2005 年度には「地方分権タウ

ンミーティング ～『旧の国』と『顔の見える道州制』～」と題して、有識者と県民の意

見交換を行っている。 

 

地方分権・道州制に関する情報提供 

同県では、2006 年３月に「分権型社会に向けて 地方分権・顔の見える道州制」ホーム

ページを開設している。道州制に関しては、同県でとりまとめた提言のほか、「納得！道

州制」と題して道州制の基礎的な情報を提供している。 

さらに、第２８次地方制度調査会の「道州制のあり方に関する答申」を受ける形で、県

民の道州制への理解を深めること、地域から幅広い議論を喚起していくことを目的として、

2006 年 10 月に「愛知発・道州制シンポジウム」を開催している。同シンポジウムでは、

国際日本文化研究センター教授である川勝平太氏が基調講演、有識者によるパネルディス

カッションを開催している。 

また、県民等の地方分権・道州制に対する理解を深めていただくため、県職員が県内の

大学や地域に訪問する「出前分権教室」を実施している。 
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愛知県の地方分権・道州制ホームページ 

 
資料）愛知県ホームページ 
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（２）市町村における道州制に関する取り組み 

①名古屋市における大都市制度の調査研究 

市町村合併や地方分権改革、道州制論議の中で、大都市制度のあり方についても議論を

深める必要があったことから、名古屋市では、ポテンシャルを十分に発揮することのでき

る「新たな大都市制度」とはいかなるものかについて、多角的に調査・研究し、2007 年

２月に「道州制を見据えた『新たな大都市制度』に関する調査研究報告書」、報告書を取

りまとめている。 

同報告書では、道州制を見据えた「新たな大都市制度」の基本的考え方としては、「①

市町村優先の原則」「②大都市の独立性（事務・徴税権限の移譲、大都市の道州の二重行

政の回避等）」「③都市のまとまりや都市圏に対する広域調整機能」の３点を掲げている。

また、「新たな大都市制度」のイメージとして「①スーパー指定都市」「②新特別市」「③

グランド名古屋」「④尾張名古屋州」の４つを例示している 

 

道州制下における「新たな大都市制度のイメージ」 

類型 内容 

①スーパー指定都市 現行の指定都市制度を維持しつつ、「大都市特例」を強化 

②新特別市 

本市を含め、規模能力及び中枢機能が特に高い大都市を対象に、

法律で「特別市」（ただし、道州の区域に包含される）に指定し、道州

との役割分担を明確化 

③グランド名古屋 

上記２に加え、実質的に一体性を形成している「都市のまとまり」や、

大都市の影響が及ぶ「都市圏」に対する広域調整機能を併せ持つ

大都市 

④尾張名古屋州 
歴史的につながりのある旧尾張国の地域を対象に、道州から独立し

た都市州を創設 

  資料）名古屋市「道州制を見据えた『新たな大都市制度』に関する調査研究報告書」 

 

 

②大野城市における道州制の調査研究 

福岡県大野城市では、活発化する全国・九州での道州制論議の動きを受け、地方分権を

進めるための道州制導入の流れに対して必要な準備を整えるため、市町村の中では先行し

て、庁内に「2016 まちのかたち研究プロジェクト」を設置している。 

同プロジェクトは、九州市長会の「九州府構想」を前提として、望ましい基礎自治体の

あり方についての調査・研究を行い、地域に向けた情報発信を行うことを目的としており、

2008 年８月までの期間としている。 

研究テーマについては、市長から示された「生活圏の動き、都道府県のゆくえ」、「歴史

の共有化、市民の流動性」、「基礎自治体に求められる量と質」に基づき、４つの研究テー

マを設定している。プロジェクトのメンバーは、45 歳以下の中堅・若手職員の中から庁

内公募した職員 14 人で編成している。 
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研究テーマ 

 

(1)「行政の効率性と規模」におけるまちのかたち（行政の効率性と規模の関係） 
(2)「住民の生活・文化圏域」におけるまちのかたち（住民の生活圏域と行政圏域の関係） 
(3)「自治力と行政力」におけるまちのかたち（住民自治の活用のしくみ） 
(4)「九州府との関係」におけるまちのかたち（九州府との関係における権限・財源のしくみ） 

 
  資料）大野城市ホームページより 
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（３）州都に関する論議 

統一的な見解の示されていない州都論 

州都に関する議論は、州都誘致による政治的中心性の向上や経済的効果を期待する向き

がある一方で、州都の位置を巡って各地域の足並みが乱れ、地域ブロック内での統括的な

道州制論議が難しくなるという懸念もあることから、センシティブな問題を含んでいる。

現状では州都誘致を掲げる地域がある一方で、州都に関する統括的な議論、制度的な議論

は深まっていない状況にある。 

政府や九州で進められている道州制論議においては、州都に関して明確な見解は示され

ておらず、現段階では道州制全体のビジョンや制度設計を優先する方針にある。第 28 次

地方制度調査会の道州制答申では、州都に関する事項は触れられていない。道州制ビジョ

ン懇談会中間報告では、道州の議会及び行政庁の所在地は各道州が決定することとしてお

り、住民の意思を反映した形で決定するとある。九州地域戦略会議の道州制検討委員会「道

州制に関する答申」では、「州都に求められる機能及び九州の地域づくりの方向性に照ら

し、九州全体の利益に資する州都はいかにあるべきかという視点に立って、多面的、多角

的な検討を行う必要がある」としている。 

 

 

主要な提言等における州都に関する記述 

提言等 州都に関する記述 

第 28 次地方制度調査会 答申 

（2006.2） 
なし 

道州制ビジョン懇談会 中間報告 

（2008.3） 

道州の議会及び行政庁の所在地は、各道州が決

定する。道州行政庁を一都市に集中させるか、

複数の都市に分散すべきか、いずれにしても地

域住民の意思を反映したかたちで決定する。 

自由民主党道州制調査会 中間報告 

（2007.6） 

いわゆる州都のあり方については、各道州のア

イデンティティとの関連や区域内の交通の利

便性などを考慮することが必要であるととも

に、諸外国において見られるように中都市を州

都とするなどの配慮も考えられる。 

日本経済団体連合会 道州制の導入に向け

た第２次提言― 中間とりまとめ ― 

（2008.3） 

なし 

全国知事会 道州制に関する基本的考え方 

（2007.1） 
なし 

九州地域戦略会議 道州制検討委員会 道州

制に関する答申 

（2006.10） 

九州の州都については、州都に求められる機能

及び九州の地域づくりの方向性に照らし、九州

全体の利益に資する州都はいかにあるべきか

という視点に立って、多面的、多角的な検討を

行う必要がある 
  資料）各提言等より抜粋 
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一部地域で先行的に行われる州都誘致の論議 

一部の自治体や経済団体等では、独自に州都誘致活動やブロックにおける州都の位置づ

けを示しているところがある。近畿地区では関西経済同友会「10 年後のビジョン-目指す

べき国の姿-」の提言において、京都を州都として提言している。また、各自治体の公式

見解ではないものの、北関東地区では宇都宮市、中国地区では広島市、岡山市等で州都誘

致をしようとする言説がある。 

九州では、州都誘致を目指す提言として、熊本都市圏及び政令指定都市についての研究

会「熊本都市圏ビジョン」提言、福岡県久留米市・小郡市及び佐賀県鳥栖市・基山町で構

成する「筑後川流域クロスロード協議会」提言等がある。その他にも、北九州市と下関市

を中心として関門海峡の南北に広がる都市圏による「関門特別市」構想がある。 

これら各地域の州都を誘致しようとする論拠の特徴としては、第一に、ブロック内での

中心性があげられる。地理的な中心性や交通インフラの拠点性の高さから、ブロックでの

交流拠点となり得るとするものである。第二に、ブロック内での地域バランスであり、商

業の中心と政治・行政の中心を分けようとするものである。第三に、行政区域規模であり、

州都を担うに遜色ない人口規模を有しているとするものである。これには、政令指定都市

実現にあわせた州都誘致の議論がなされている場合が多い。 

 

 

主な地域での州都誘致の論拠や研究活動の状況 

地域名 主な論拠や研究活動の状況等 

京都 

産業・経済の中心的な役割を大阪が担い、歴史的背景、都市としての

風格、世界的な知名度を兼ね備えた京都を政治・行政の中心となる京

都とする。（関西経済同友会「10 年後のビジョン-目指すべき国の姿-」）

宇都宮市 
政令指定都市の実現に向け、市町村合併により北関東初の 50 万都市と

なる。人口規模、地理的中心性高まる。 

広島市 

州都として選ばれるためには、中枢機能、交通体系の充実が必要。州

都機能として必要となる交通体系の整備に向け提言。（広島県商工会議

所「広島地域における総合交通体系のあり方提言 ～州都機能として

の交通体系の整備に向けて～」） 

熊本都市圏 

九州新幹線開業や広域高速交通網の充実により九州主要都市との移動

時間が短縮される中、九州の中心に位置する交流拠点性を高め、九州

の政治・行政の中心・州都として、経済の中心である福岡と共に九州

をリードする。（熊本都市圏及び政令指定都市についての研究会「熊本

都市圏ビジョン」） 

クロスロード地

域（久留米市、

小郡市、鳥栖

市・基山町） 

州都選定には特定地域の発展ではなく、九州全体の利益から検討が必

要。政治的中心都市と経済的中心都市を別々に位置付けて連携するこ

とが、州全体の発展、利益につながる。同地域は高速道路や鉄道の交

わる交通の要衝であり、平野部が比較的多いため、公共用地として開

発しやすい。（筑後川流域クロスロード協議会） 
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３．道州制についての課題 

 

ここでは、今回実施した事業の県民への意識啓発という側面から、アンケート調査に基

づく県民の意識、他ブロックや自治体での道州制に関する取り組み等を踏まえ、道州制に

ついての課題を整理した。 

 

①県民のニーズにあわせた更なる情報提供 

道州制セミナーにおけるアンケート結果や他県の取り組み状況を鑑みると、道州制に関

する情報提供の不足や、県民に多様な情報ニーズがあることが分かる。 

具体的には、第一に、情報の量と機会の不足があげられる。会議・委員会の設置や冊子

の作成、出前講座等により、継続的に道州制に関する情報提供の取り組みを進めている北

海道と比較すると、九州では、情報媒体による情報提供が十分ではなく、セミナー、シン

ポジウム等の開催も単発的になっていることから、県民が情報を入手できる機会を更に作

っていくことが望ましいと考えられる。 

第二に、道州制の導入による県民生活への影響についての情報ニーズがある。アンケー

ト結果では、一般県民等が提供して欲しい情報として「県民生活への影響」が 56.6%と最

も高く、道州制の具体的なイメージ、メリット・デメリットが見えないという声も多くあ

げられていた。一方で、道州制に対して「県境を越えた行政施策の展開」を期待する声も

高い（全体では 40.2％、一般県民等では 50.9％）。県境を越えた広域連携は、道州制導入

に向けた先行的・試行的な取り組みとして、道州制導入の影響を県民に実感させることが

できるものと考えられる。広域連携、政策連合を推進することは、道州制の具体的イメー

ジを県民に伝える一つの方法として有効であると考えられる。 

第三に、道州制によってどのような権限・財源の移譲がなされるのか、という情報ニー

ズがある。アンケート結果では、道州制について提供して欲しい情報として「国・道州・

市町村の役割分担の内容」（全体で 58.7％）、「国から移譲される権限・財源の内容」（全

体で 49.0％）があげられている。両テーマとも未だ十分に議論が深まっていない分野で

はあるが、道州制議論の前提となる情報であり、可能な限り提供していくことが求められ

る。 

したがって、県民において道州制への関心を高めるためには、県民の関心に合わせて更

なる情報提供を行っていくことが必要であると考えられる。 

 

②県民・市町村の論議への参加の推進 

九州においては、県民や市町村の道州制論議への参加が不十分な状況にある。 

北海道や愛知県では、委員会における意見聴取や出前講座という形を通じて、道民や市

町村との意見交換をおこなう機会を設けている。九州地域戦略会議においては、道州制ビ

ジョンの策定に向けて、経済界・県により一体的な議論が行われているが、一方で国から

道州への権限移譲についての議論に偏っている面も見受けられる。九州の掲げる多面的な

発展を実現していくためには、さらに多様な意見を踏まえた議論を展開していくことが求

められよう。 
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道州制導入の最終的な受益者である県民の参加が十分でない場合、道州制が単なる行政

機構の再編というレベルでの変化に留まってしまう可能性がある。さらに、県民に一番近

い基礎自治体は、道州制下で担う役割が大きなものとなる。基礎自治体への権限・財源移

譲を進めるという認識は、道州制論議の中で広く周知されているものの、基礎自治体を担

う市町村における道州制議論は一部で先進的に進められているのみであり、これからの段

階である。 

したがって、県民・市町村の道州制論議への参加機会を設け、双方向の意見交換を促進

することは、多様な道州制論議を展開することにつながり、地域本位の道州制を描く上で

有益であると考えられる。 

 

③道州制における新たな地域政策の検討 

アンケート結果では、道州制に対して不安や懸念を感じることとして「道州内での地域

格差の拡大」（全体で 54.4％）、「州都移動による県都の活力の喪失」（全体で 46.7％）が

あげられており、道州制により生じる地域間の格差や変化について不安視する声が多い。 

一方で、九州における現在の道州制論議では、役割分担や権限移譲等についての議論が

中心に行われているが、例えば熊本県内で関心の高い地域格差の是正や州都問題に対して、

どのような政策展開が可能なのか、踏み込んだ議論はなされていない。 

またアンケート結果では、地方発の道州制論議を国へ積極的に提言することで、地方の

抱える課題解決を道州制の制度設計に反映させるべきという考えも多く示されている。 

このような道州制下での地域固有の課題解決に向けて、北海道や北東北三県、愛知県等

では、独自の調査研究による提言や、県民との意見交換を実施する動きが見られる。 

したがって、道州制導入に向けた備えとして、道州制における新たな地域政策を検討し、

地域の抱える課題・関心を道州制論議の流れの中に反映させていくことが求められる。 
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４．熊本県における今後の道州制論議の方向性 

 

道州制についての課題を踏まえ、ここでは、熊本県において、来年度以降取り組んでい

くべき道州制論議の方向性、展開方法について示す。 

 

（１）県民が情報収集・意見交換を行うための機会の提供 

①パンフレットの作成・活用による県民への情報提供 

まず、今回の事業で作成した道州制パンフレットを広く県民へ提供することで、道州制

への関心を高めることが考えられる。今回作成したような道州制について分かりやすくま

とめたパンフレットは、九州の各自治体においても利用ニーズは高いと考えられる。イン

ターネット等でオープンコンテンツとして公開して、他地域でも利用してもらうことで、

熊本県の取り組みを広く周知することができる。 

県民への情報提供では、生活に密着した分野でのより掘り下げた道州制イメージの提供

が求められている。ひとつの方法として、現在九州地域戦略会議で検討されている医療、

子育て、産業政策など具体的なテーマに踏み込んだ役割分担について、その結果を分かり

やすくパンフレットにまとめて、県民に対して提供するといった方法が考えられる。 

 

②タウンミーティング、出前講座等の開催 

道州制論議を県民レベルまで活性化するため、情報提供に加えて、県民等の意見を聴取

する双方向の意見交換の場を設けることが考えられる。 

展開方法としては、まず今回の事業で行ったような県民向けセミナーの継続開催が考え

られる。例えば、全国や九州での道州制に関する方針や提言が出された際に、道州制議論

の前線に立つキーパーソンを呼び講演を行うことで、道州制論議の最新情報を県民にフィ

ードバックするといった方法が考えられる。さらに、小規模なタウンミーティングを各地

で開催し、参加者との相互の意見交換の場を設けることで、道州制に対する県民の意見を

把握することも検討すべきである。開催については、例えば熊本市と 10 の地域振興局の

11 の区分で情報提供、意見交換を実施するといった方法が想定される。 

また、出前講座のような形式で、行政関連機関や市町村、各種団体等の各種会合へ県職

員が出向き、県の保有する道州制の最新情報を提供するといった方法も考えられる。 

 

③県境を越えた広域連携についての情報発信 

道州制の効果を県民が実感として感じられるようにするため、九州地方知事会で取り組

む政策連合について積極的に情報発信していくことも求められる。道州制の情報発信に合

わせて広域連携の進捗、効果等についても提供を行うことで、道州制の具体的イメージの

向上が期待できる。熊本県ホームページでは、道州制コーナーを設けて、情報発信してい

る。その中でも知事会の政策連合を始め、広域連携の取り組みについて紹介していくこと

は有効であると考えられる。 

現在行っている取り組みを更に進めると同時に、県民の生活に関わる分野での広域連携
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を提案していく必要もある。例えば、熊本県で毎年実施している政策評価や施策立案のた

め県民アンケートでは、政策分野に対する関心度・満足度を聞いている。それらの関心が

高い分野について、政策連合により解決できるものを抽出し、九州地方知事会での政策連

合の取り組みに結びつけていくという方法が考えられる。平成 19 年度における「関心高・

満足低」分野は、「低年齢教育」「地域医療」「小児救急医療」「若年雇用対策」「雇用創出」

「子育て支援」「交通安全・防犯」「観光振興」「公共交通ネットワーク」等がある。 

 

（２）基礎自治体のあり方に関する議論の促進 

①市町村との道州制意見交換会の開催 

基礎自治体の持つべき役割を明らかにしていくため、県下の市町村との意見交換会等を

実施することが有効であると考えられる。意見交換を通じて市町村の道州制に対する関心

を高めていくほか、市町村から見た道州の役割についても熊本県独自に集約し、九州地域

戦略会議の議論の場へと提供していくことで、道州制下での基礎自治体に関する論議をリ

ードすることができるものと考えられる。 

 

②市町村の道州制研究会、情報提供の支援 

市町村での道州制研究や情報提供を進展させるための市町村のサポートが考えられる。

市町村の実施しようとする道州制研究会や市町村主催の市民向け道州制セミナー、意見交

換会等の開催をサポートするため、県の保有する道州制に関する情報提供やキーマンの紹

介を行うといった方法が考えられる。それに際して、道州制に関する発表資料の収集や、

道州制論議を展開する県内外のキーパーソンや機関のリスト作成を行い、問い合わせのあ

った市町村に対して情報提供を行うといった方法も考えられる。 

 

（３）道州制における新たな地域政策の検討等 

熊本県独自の道州制における新たな地域政策の検討を行っていく必要がある。 

検討テーマとしては、第一に道州制の下での離島、山間部の地域運営、地域振興等があ

げられる。多極型発展の事例の一つとして、熊本県の地域課題の解決に絡めた道州制のビ

ジョンを示していくことが有効であると考えられる。第二に、州都についての検討である。

国内外の先進事例の調査や、九州における熊本の広域的行政機能としての可能性を探って

いくことが考えられる。第三に、基礎自治体についての検討である。市町村のニーズと担

うべき役割と権限について明らかにするほか、市町村合併の検証や合併後の地域経営と道

州制のあり方についても探っていくことが考えられる。 

検討を進めるにあたっては、有識者や市町村など外部からの参加も促し、幅広い視野か

らの意見を聞くことも考えられる。 

検討結果については、報告の形でまとめ、九州地域戦略会議をはじめとした九州の道州

制の議論に反映させていくことが望ましい。 

また、道州制セミナーの会場アンケートでは、望ましい情報提供の方法として、「新聞・

テレビ・ラジオでの情報提供」が 56.4％と最も高かったことから、メディアを活用して

検討の成果を広く県民に伝達していくことが望ましい。 
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熊本県における今後の道州制論議の方向性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①県民のニーズにあわせた更なる 

 情報提供 

 ・情報の量と機会の不足 

 ・県民生活への影響に関する情報 

  ニーズ 

 ・移譲される権限・財源に関する 

  情報ニーズ 

 

 

 

 

 

②県民・市町村の道州制論議への 

 参加の推進 

 ・九州においては県民・市町村の 

  論議への参加が不足 

 

 

 

 

 

③道州制における新たな地域政策 

 の検討 

 ・道州制により生じる地域間格差や 

  変化への不安 

 ・道州制下での地域政策についての 

  議論の不足 

 ・各地域で地域課題の解決に向けて 

  独自に取り組まれる道州制研究 

課題 

方向性と展開方法 

(1)県民が情報収集・意見交換を行うための機会提供

 

①パンフレットの作成・活用 

 ・道州制パンフレットの配布・公開 

 ・生活分野での道州制イメージをまとめた 

  パンフレットの作成 

 

②タウンミーティング、出前講座等の開催 

 ・道州制論議のキーパーソンの講演 

 ・意見交換できるタウンミーティングの開催 

 ・出前講座の実施 

 

③県境を越えた広域連携についての情報発信 

 ・広域連携による取り組みの県民への周知 

 ・九州地方知事会での政策連合の推進 

 

 

(2)基礎自治体のあり方に関する議論の促進 

 

①市町村との道州制意見交換会の開催 

 ・県下の市町村との意見交換会の開催 

 ・市町村から見た道州の役割の集約・提案 

 

②市町村の道州制研究会、情報提供の支援 

・市町村の行う研究会、セミナー等の開催サポート 

・道州制資料の収集や道州制キーパーソン・機関 

 リストの作成と市町村への提供 

 

 

(3)道州制における新たな地域政策の検討等 

 

・道州制における新たな地域政策の検討 

  -離島、山間部の地域運営・振興の検討 

  -州都の検討 

  -基礎自治体についての検討 

・外部からの参加の促進 

・検討成果の九州の道州制論議への還元 

・メディアの活用による県民への情報提供 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

≪資料編≫ 

 
 



 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

道州制に関する情報ソース 

 
 



 

 
 



 

■道州制に関する情報源（ＵＲＬ情報） 

 
名前 概要 URL 

１．全国 

第２８次地方制度調査会 審議経過や意見、答申（2006.2）など 
http://www.soumu.go.jp/c-gyo

usei/dousyusei/ 

道州制ビジョン懇談会 懇談会の開催状況や中間報告（2008.3）など 
http://www.cas.go.jp/jp/seisak

u/doushuu/ 

自由民主党 道州制調査会 道州制に関する第２次中間報告（2007.6） 
http://www.jimin.jp/jimin/seisa

ku/2007/seisaku-011.html 

全国知事会 道州制に関する基本的考え方（2007.1）  
http://www.nga.gr.jp/upload/p

df/2007_1_x04.pdf 

指定都市市長会 
道州制を見据えた新たな大都市制度の在り

方についての提言（2006.2） 

http://www.siteitosi.jp/st_syut

you/st_syutyou_honbun/h18_0

2_01_01.html 

日本経済団体連合会 
道州制の導入に向けた第１次提言（2007.3）、

第２次提言（2008.3） 

http://www.keidanren.or.jp/ind

exj.html 

経済同友会 
新しい地域主権型システム実現に向けた提

言（2005.11） 

http://www.doyukai.or.jp/polic

yproposals/articles/2005/051

104a.html 

日本商工会議所 政策提言活動 
「今後の地方分権改革及び行財政改革の在

り方（2007.2） 

http://www.jcci.or.jp/nissyo/ik

en/070215chihoubunken.pdf 

２．九州 

九州地域戦略会議 道州制検討委員会 
道州制に関する答申（2006.10）、第二次道州

制検討委員会の状況等 

http://www.pref.nagasaki.jp/ch

ijikai/kyusen/detail.html 

九州地方知事会 
九州が道州制に移行した場合の課題等につ

いて（2005.6） 

http://www.pref.nagasaki.jp/ch

ijikai/chiho/doshu2.html 

九州市長会 九州府構想（2006.10） - 

九州経済同友会 九州自治州構想（2005.6） 

http://www.kerc.or.jp/about/i

mage/k_doyukai_h17_teigenyou

yaku.pdf 

九州経済連合会 
地方からの道州制の推進に向けて～「九州モ

デル」の検討～（2005.5） 

http://www.kyukeiren.or.jp/kat

sudo/pdf/1712doushusei.pdf 

佐賀県 道州制 制度設計 TypeH/TypeM 
http://www.pref.saga.lg.jp/web

/_11561.html 

大分県 
地方分権改革･道州制･権限移譲ポータルサ

イト 

http://www.pref.oita.jp/11100/

bunken/index.html 

宮崎県 地方分権（道州制） 

http://www.pref.miyazaki.lg.jp/

contents/org/somu/gyokei/bu

nken/page00065-4.html 
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名前 概要 URL 

３．熊本県 

熊本県 道州制コーナー http://www.pref.kumamoto.jp/

熊本大学政策創造研究教育センター 
政令指定都市・道州制に関する研究（2005～

2007 年度） 

http://www.kumamoto-u.ac.jp/

syakairenkei/chiikirenkei/seisa

kusouzou/ 

熊本都市圏及び政令指定都市について

の研究会 
熊本都市圏ビジョン（2007.2） 

http://www.city.kumamoto.ku

mamoto.jp/Content/Web/Uplo

ad/file/Bun_16298_21vision.pdf

熊本学園大学 道州制研究会 

http://www2.kumagaku.ac.jp/t

eacher/tomoya/strategic/inde

x.htm 

 



 

 

 

 

 

 

 

名城所在地知事シンポジウム 

 
 



 

 
 



 

■名城所在地知事シンポジウムの記録 

●開催概要 

 

全国知事会議熊本県開催プレイベント 

名城所在地知事シンポジウム「これからの分権と自治を語る」 

 

 

● と    き 平成 19 年７月 11 日（水） 

  13 時～16 時 

● と こ ろ 熊本ホテルキャッスル ２階キャッスルホール 

● 主    催 熊本県 

● 後    援 熊本城築城 400 年記念事業実行委員会 

 

● プログラム 

  12：00 会場 

  13：00 開会 

    主催者あいさつ  熊本県知事 潮谷 義子 

  13：05 基調講演 

    演題「企業経営と道州制」 

    講師 松下正幸氏（松下電器産業（株）副会長） 

  14：05    《 休 憩 》 

  14：15 パネルディスカッション 

    「これからの分権と自治を語る」 

   パネリスト  ：神田 真秋 愛知県知事 

      嘉田由紀子 滋賀県知事 

      井戸 敏三 兵庫県知事 

      潮谷 義子 熊本県知事 

   ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ  田川 憲生 （株）熊本日日新聞社 

               常務取締役 

  16：00 閉会 
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●講演録 

１．開会 主催者あいさつ 

 
（司会） 

 全国知事会議プレイベント名城所在地知
事シンポジウム「これからの分権と自治を語

る」を開催いたします。本日はお足元の悪い

中、本シンポジウムにご参加頂きましてあり

がとうございます。私は、本日の司会進行を

務めさせていただきます、熊本県企画課の村

崎と申します。どうぞよろしくお願いいたし

ます。まず、開催にあたりまして、主催者を

代表いたしまして熊本県知事、潮谷義子がご

挨拶申し上げます。 
 

（潮谷知事） 
皆様、こんにちは。梅雨前線被害が県内ば

かりではなく、県外にも及んでいる状況でご

ざいます。そんな中にこのようにたくさんお

集まり頂きまして、ありがとうございます。

また被害に遭われました皆様方には、心から

お見舞い申し上げます。私どもは熊本県にお

きまして、明日 12日、次の日の 13日、この
両日、熊本県では初めてでございますけれど

も、全国知事会議を開催させていただきます。

住民から見た分権とは、いったいどんな姿に

なっていくのだろう、といったことについて、

この 2 日間の知事会議の中で論議を深めてま
いります。それに先立ちまして、本日、プレ

イベントといたしまして、この名城所在地知

事シンポジウムは、皆様のところにございま

す（資料に書いてある）テーマで、話を進め

させていただきます。 
まずはじめに、松下電器産業㈱副会長の松

下様に基調講演いただきます。その後に、名

城所在地の知事様方３人と私の４人でシンポ

ジウムを行いますが、お城のあるところの県

民の皆様は、自分のところのお城こそ名城、

という思いのなかで、「譲らない」、そんな思

いをお持ちの方がたくさんいらっしゃいます。

いったい何故、三人の知事さん方が選ばれた

のだろう、こんな疑問をお持ちの方もおいで

かと思います。我が県でなくて何で他の県だ

ろう、とお思いの方もいらっしゃるかもしれ

ません。 
実は、愛知県の神田知事は、ご承知のとお

り名古屋城でございますが、ここは私どもの

加藤清正公の生まれた故郷である、という観

点からでございます。さらに、滋賀県、嘉田

知事でございますけれども、彦根城は築城

400年ということで、熊本城と同じように 400
年の築城を今祝っていらっしゃる県でござい

ます。さらに、兵庫県、井戸知事でございま

すけれども、私どもにとりまして宮本武蔵、

この剣豪は兵庫県の姫路城とも関わりが深い、

ということで、このような観点から選ばせて

いただいたところでございます。 
また、熊本のシンボル、熊本城は難攻不落、

このような評価がございます。そこで私ども

は、この難攻不落の城を擁する県から、地方

分権推進改革を進めていくために、本当に不

退転の決意の中で、地域住民の側に立った分

権政策をしっかりとやっていこうというのろ

しを上げる、こういう熱い思いの中から、今

回「名城所在地知事シンポジウム」と名づけ

させて頂きました。「これからの分権と自治を

語る」このテーマで、熊本日日新聞社常務取

締役の田川様にコーディネートをいただきま

す。そして、できるだけ県民の皆様たちに、

県は何をしているのだろう、知事会は何をし

ているのだろう、と見えない形の中で評価さ

れていかれるのではなくて、開かれた知事会

であり、開かれたそれぞれの県政でありたい、

こういう願いの中で、このプレイベントは地

方分権社会の実現に向けての取り組み、その

議論を深めていく一端にさせていただきたい

と考えております。 
ただ、非常に残念でございますけれども、

日程の関係で、論議する時間が短こうござい

ます。その点につきましては、是非 12日、13
日、全国知事会議の模様を別会場において、

県民の皆様方にも是非耳を傾けていただき、

論議の推移を注視していただくという、その

ような配慮もしております。お時間の許され

る方々は、そちらにもお出でいただきたいと

思います。今日は最後まで皆様方のご参画の

中で、私たちも「わかりやすく」というキー

ワードの中で、頑張らせていただきたいと思

います。 
本日は、誠にありがとうございます。 
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２．基調講演 

 
（司会） 

では早速、基調講演の講師をご紹介させて

いただきます。本日は、「企業経営と道州制」

と題しまして、松下電器産業㈱代表取締役副

会長 松下正幸様にご講演いただきます。松

下様は、昭和 20年のお生まれで松下幸之助さ
んのお孫さんにあたられます。慶応義塾大学

卒業後、松下電器産業株式会社に入社され、

現在は代表取締役副会長の任にあたられてい

らっしゃいます。企業経営の傍ら、平成 16年
から 18年には、関西経済同友会の代表幹事を
務め、政府や地元大阪府等に対して、数々の

提言をなさってこられました。それでは松下

様、よろしくお願いいたします。 
 

（松下正幸氏） 
ただいまご紹介を頂きました松下でござい

ます。本日は名城所在地知事シンポジウムに

お招きいただきありがとうございます。基調

講演というたいそうなタイトルを頂いており

ますが、そんなものではございませんで、こ

の後の４人の知事さんがおいでになるパネル

ディスカッションの前座、ということで、気

楽にお聞きいただければ幸いでございます。

初めに、今回の大雨で被害をお受けになられ

た地域の皆様に、心よりお見舞い申し上げま

す。 
さて、本日のシンポジウムは、全国知事会

議の熊本県開催と熊本城築城 400年を記念し
て行われるものと聞いております。本日会場

にお越しの熊本県の皆様、築城 400年、誠に
おめでとうございます。それにしても 400年。
長い歴史でございます。また、全国知事会の

関係者の皆様もおめでとうございます。今、

国の方でも活発な地方分権の議論が行われる

ようになってまいりました。自治体の皆様も

負けぬよう、明日からの知事会でしっかりと

ご議論頂き、我が国の分権改革の機運を大い

に盛り上げていただきたいと思います。 
この後、皆様にご覧いただく DVD に出て

きますが、当社の創業者である松下幸之助は、

熊本城が大変気に入っていたようで、講演や

著書で、熊本城を訪れたときのことを語って

おります。天下の名城といわれるだけのこと

はあって、立派なものだ、大変美しい、と褒

め称えております。私どもの創業者は、加藤

清正という人物も大変好きだったようで、い

ろんなところで繰り返し加藤清正の話をして

おります。昭和 55年の松下政経塾の入塾式で
は、「わずか 27 歳で熊本城を作った加藤清正
のように、政治家を目指す皆さんもこれから

５年間政経塾の研修でしっかり経験を積めば、

必ずできるはず。」と説いています。また、別

のところでは、志を持つことの大切さを強調

するのに、「熊本城を見たことがありますか。

あれは加藤清正が建てたものです。なかなか

の名城ですよ、その縄張りを清正は全部自分

でやっている、全部自分で指図している。清

正は大学を出たわけでもないし、14、5 歳の
頃から戦争ばかりしている。それでも 27歳で
領主になり、あのような仕事ができたのは、

彼に志があったからだ。先日も若い人に熊本

城を見て来い、と指示した。」といった話をし

ております。加藤清正は建築学も何も習って

いません。習ったことといえば 14、5歳から
城攻めをやっていた、ということです。それ

で 10年の間に何十もの城を攻め、攻めやすい
城、攻めにくい城を自分で体験しました。そ

れを自分が城を建てるときに応用し、濠の深

さから石垣の高さまで、すべて自分で指示し

てそのとおりにやらせたのが熊本城です。若

くして清正にそれができたのは、10年以上も
実地で戦争をしてきたからです。自ら経験し、

経験を通じて城はどうあるべきなのかを体得

しておりました。そういった点が、自らの経

験を通して事業や経営のあり方を体得してい

った、私どもの創業者と相通ずるものがあっ

たのだと思います。ちょっと話が横道にそれ

てしまいましたが、折角熊本城の前で、話を

させていただく機会を頂戴しましたので、私

ども創業者の熊本城、加藤清正にまつわる話

をさせていただきました。 
それでは、本題に入らせていただきます。

グローバル化、人口減少社会を迎え、今わが

国は大きなターニングポイントにあります。

世界の先進国としてさらなる発展を持続でき

るか、衰退の道をたどるか、発展を続けるに

は企業のみならず、国としても、また地域と

してもさらなる生産性を向上させ、国際競争

力を高めていく必要があります。そのために

は、小泉改革で始まった官から民へ、中央か

ら地方への構造改革路線を、もっともっと拡
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大し、加速させていくことが不可欠です。地

域にとっては、なかなか進まない中央から地

方への分権改革が重要で、その決め手になる

のがこれからお話しする道州制だと思います。

はじめに 39 年前の講演を当時のビデオテー
プの映像からごらんいただきたいと思います。 

 
（DVD上映 松下幸之助氏の講演） 

「１．廃県置州論」 
さて、実は私、この８月に久しぶりに北海

道に参りました。北海道は最近非常に発展い

たしておりますので、感銘深く感じたのでは

ありますが、そのときにふと、私は感じまし

た。どういうことを感じたかと申しますと、

もしこの北海道が独立国家であったならば、

という感じです。もし独立国家ならば、この

発展はもっと偉大な発展になっておったので

はないか、という感じがしたんであります。

と、申しますのは、ご承知のように北欧三国、

スウェーデン、ノルウェー、デンマークとい

うような国はですね、北緯は北海道よりもま

だ北でございます。その北欧三国の今日の発

展というものは、相当優れたものがあること

は、皆さんもご承知のとおりであります。そ

ういう点から引き比べまして、北海道の今日

の発展というものは、発展はいたしておりま

すもののですね、その北欧三国と比べてはた

してどうか、ということを考えてみますと、

考えさせられるものがあろうかと思うのであ

ります。そういうことで、北海道がもし独立

国家であったならば、北海道の発展は、北欧

三国に勝るとも劣らないような発展をいたし

ているのではないかという感じを、ふといた

したのであります。なぜそういうことを私は

感じたかと申しますと、今日の北海道は、日

本の一府県といたしまして、一行政地区とい

たしまして、本土とともに相交流し、そして

発展いたしておりますから、今日の発展をし

たのだという見方もあります。もし独立して

おったならば、日本の本土のいろんな援助、

交流というものが必ずしも好ましい状態にい

ったとは考えられないから、その発展はむし

ろ遅れているのではないか、という見方もで

きます。しかしそういう見方ではなくて、い

ま申しましたように独立をしていたならば、

北欧三国のように発展をしている、そういう

ような可能性は多分にあるということを、私

はふと感じたのであります。 
これは北海道の皆さんも今日おいでになっ

ておられますから、はたしてどういうように

お考えになりますか。それはいろいろござい

ましょうが、私はそのときに、ふとそういう

ように感じたのです。と申しますのはですね、

もし独立をしておった国といたしますと、や

はり国家経営の立場から、日本に求めるもの

は日本に求める、あるいは世界各国に求める

ものは世界各国に求めるということを、自主

独立的な立場においてですね、そこに創意を

たくましくされて国家の経営にあたっておら

れるだろうと思うんです。そこにまた違った

創意工夫というものが生まれて、そして北欧

三国をも凌ぐような好もしい発展の国家にな

っているということが、言えないとは言えな

いと思うのであります。そういうことを考え

まして、我々は、考え方というものはいろい

ろあるのではないか、という感じがいたしま

した。それと同じように、もし東北六県下と

いうものがですね、これまた、今申しました

ような考え方でですね、これが陸続きであり

ますけれども、独立した国家といたしますと、

そこにその国家経営というものはですね、ま

た違った形において創意工夫というものが起

こって、偉大な発展ができているのではない

か、ということを考えられるのであります。

と、申しますのは、今日日本の発展というも

のは、世界の人々が驚くほど日本全体として

は発展をいたしております。これは間違いの

ない事実でございますが、しかし、そういう

発展をいたしております原因と申しますか、

大きな基本というものは、何によってそうな

っておるかと申しますと、いろいろ見方もご

ざいましょうが、ひとつの大きな見方という

ものは、それは日本民族と申しますか、日本

の国民そのものの優秀性によって、この発展

をもたらしたものだと思うのであります。そ

ういう日本民族の優秀性というものはですね、

北海道の人々にいたしましても、東北の方々

にいたしましても、相共通したものを持って

いるのであります。相共通した日本精神とい

うものが、長き伝統において培われてきてい

るということでございます。そうであります

から、今申しましたように、個々に独立国家

といたして運営が始まっておったといたしま

しても、同じように発展いたしておりますが、
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特に小さい国家において、そこに国家経営の

中心を打ち立てまして、やりますと、私はも

っと違った意味の創意工夫というものが出て

きて好もしい発展というものができていたの

ではないか、という感じがするのであります。 
ご承知のように今日、東京なり大阪もそう

でございますが、非常に膨張に膨張を重ねま

してほとんど限界を越すと申していいような、

人口の過密をきたしておる次第でございます。

そういうことから、今いろんな形においてス

ムーズな生産性のある国民活動、生産性のあ

る政治活動というものが行われておらないと

いう面が出てきておるという感じがいたしま

す。そういうことを考えてみますと、いま申

しましたように、東北地方なり北海道という

ものが個々の独立国家ならばですね、東京に

人が寄るというようなことはなくして、北海

道を中心として政治が運行されていく、経済

活動が運行されていく、そしてより高い発展

というものを北欧三国のように生み出してい

くことができた。東北もまたしかりであると

いう感じがいたすのであります。そういうこ

とから考えまして、今、北海道にいたしまし

ても、東北地方にいたしましても、独立国家

にすることは不可能でございます。不可能で

ございますが、今後の地区の開発、発展とい

うものは、独立国家のごとき考え方のもとに、

東北各県の経営というものを相互に考えてみ

る。北海道また然りでございます。そうしま

すと、私は今日、各地区が三割自治と申して

おりますようなことが、だんだんと変わって

まいりまして、あたかも独立国家のごとき創

意ある地域発展の活動が生みだすことができ

るのではないか、という感じがいたします。

そうでありますから、今後の日本の発展をス

ムーズにやっていくについては、東京を中心

としたり大阪を中心としたりするのではなく、

北海道は北海道として中心的な活動をしてい

く、東北は東北として打って一丸とした自主

性の活動をしていく、ということに思いをい

たしまして、社会活動、または自治運営とい

うものを考えなければならないのではないか、

という感じがいたします。 
そういうことからですね、最近一部の人々

によって唱えられております「廃県置州」と

いうような問題、これが非常に私は考えねば

ならないのではないか、と思うのであります。

今日、日本は中央集権の政治でございます。

これはこれでまた大きな意義があろうかと思

います。また、効果もそれはそれなりに大き

な利点もあろうかと思いますが、今後は果た

してそれでいいか、ということを考えてみま

すと、今日のような中央集権のような状態に

おいて、なお長きにわたってそういうことを

続けていきますと、どこかに大きな問題、あ

るいは今日のひずみがさらに大きなひずみに

なってくるのではないか、という感じがいた

します。そういうことで、廃県置州というよ

うなことが、好むと好まざるにかかわらずに

起こって参りまして、そして北海道、東北と

いうようなところに州政治と申しますか、今

日のような三割自治というようなものでなく

して、政治の基本は州を中心とするのだ、そ

ういうようなことにだんだん置き換えられて

いくのではないか。そうすれば、あえて独立

国家にいたさなくても、そこの州の政治は大

部分が州そのものの政治である。中央政府は

外交でありますとか、国の治安、国防という

ようなことを中央政府としてやる。実際の政

治そのものは州を単位として、その州なりの

バランスのとれた政治を行っていくというこ

とに、逐次仕組みが変えられていくというこ

とが、今後望ましい姿として考えられてくる

のではないか、という感じがいたします。 
 

（松下正幸氏） 
今お聞きいただいた話は、私どもの創業者

が 1968 年、40 年ほど前に北海道・東北６県
のロータリークラブ大会に招かれて講演した

ものの一部でございます。当時の年齢は 73歳。
残念ながら講演会の映像は残っておりません

でしたので、社内に残っている 60年代の映像
を選び出し、編集をしました。夫婦で九州旅

行をしたときの映像では、若かりし頃の細川

さんが水前寺公園を案内されている映像も映

っていたかと思います。もし北海道が独立国

家だったなら、北欧三国に勝るとも劣らない

発展をしていたのではないか。そういった素

朴な疑問から始まり、独立国家のように地域

が中心になって自主的に自らの創意を生かし

て活動すれば、もっともっと日本は発展でき

るのではないか、という持論を述べておりま

す。また、「廃県置州」という言葉を使って、

政治の基本は州を中心に行い、中央政府は外
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交や国防などに専念すべきといった今日の道

州制論の基本となる考え方を語っております。 
創業者が考え出し松下電器の発展の原動力

の一つになったものに、「事業部制」がござい

ます。自主責任経営、独立採算制の「事業部

制」は、任し任される経営であります。現場

のことはその現場を一番よく知る現場の人に

任せる、その方が現場のやる気や創意工夫が

最大限に発揮され、大きな成果を生み出せる

はず。現場を大切にした創業者らしい発想で

すが、同様の考え方が先ほどお聞きいただい

た講演にもございます。地域のことはその地

域の人々が一番よくわかっているはず。一番

困っていることは何なのか、自分達の地域の

特色、強みは何なのか、何を変え、何を守っ

ていかなければならないのか、その地域で暮

らし、その地域のことは毎日考えているその

地域の人々に、その地域のことを任せる。そ

うすれば、地域の創意工夫がいかんなく発揮

され、無駄を廃し、本当に必要なところにお

金が投じられて、地域の特色を生かした発展

ができるのではないか、と訴えかけておりま

す。 
もうひとつ注目すべきは、繰り返し使われ

る国家経営、という言葉です。この言葉には、

国も地域も企業も、経営という視点に立てば

同じことであり、国家を経営する、という経

営者の感覚を持つことが重要なのだという、

創業者の思いがあります。経営とは何か。自

らの使命や目標を明確にして、その目標を達

成すべく道筋を具体的に計画する。そして限

られた経営資源を、計画達成のために効率的

に配分する。その後は、経営の進捗を怠りな

くチェックし、環境変化等で差異が生じれば、

迅速、的確にしかるべき手を打つ。そういっ

た経営の基本的な枠組みは、企業でも国でも

自治体でも変わらないはず。創業者はそう考

えておりました。改革派の市長として評価の

高い横浜市の中田市長は、都市経営という言

葉を好んで使われます。市長に就任して最初

の演説で、「私はこれから横浜市を経営してい

く」、と宣言したら、市役所の職員は、きょと

んとしていたそうです。中田市長は、松下政

経塾の卒塾生です。政経塾で創業者から学ん

だ経営を実践していくことで、きょとんとし

ていた職員の目の色を変え、市民にも痛みを

伴う改革を受け入れてもらい、ついに横浜市

の市債の格付けは、日本国債と同等にまで改

善できたそうです。中田市長が横浜市で実践

してくれているように、国でも道州でも、経

営をおこなっていかねばなりません。私は、

ここに企業経営者が道州制を語る意義がある

と考えております。 
皆様方もご存知のように、道州制の議論は、

40年も前から行われてきました。関経連（関
西経済連合会）が初めて道州制の提言を行っ

たのは、37年も前のことです。創業者も同じ
ような時期に、PHP誌の誌上や、各地での講
演等で、盛んに自らの道州制論を語っており

ました。創業者の道州制論は、大きく２つに

分けられます。すなわち、1968 年から 69 年
にかけて展開された「廃県置州論」と 1970
年に出てきた「置州簡県論」の２つです。「廃

県置州論」は、県を廃止して州を置くという

もの。これに対して「置州簡県論」は、州を

置き、県は簡素化するというもの。あまり変

わりないじゃないか、という声が聞こえてき

そうですが、この２つは発想が全く異なって

おります。「廃県置州」は、明治以来続いてき

た都道府県制が、交通機関の発達や、通信・

放送の進歩・発達に伴って実情に合わなくな

ってきたため、現在の都道府県制を廃止して、

これをより広域なものに変え、全国をいくつ

かの州に分けるというものです。ただし、こ

の段階でも、単に行政規模の適正化を図るだ

けでなく、それぞれの州に国内政治の主体を

置くべきだ、ということははっきりと申して

おります。一方、「置州簡県」は、中央政府を

分割する、という考えから道州制を実施すべ

し、としております。つまり「廃県置州論」

が、都道府県を合併し、小を大にするという

考え方なのに対して、「置州簡県論」は、中央

政府を分割し、大を小にするという、全く逆

の発想から生まれたものなのです。そのうえ

で、県はごく簡素化した形で残すとしており

ます。これは、都道府県をなくすことに対す

る抵抗を和らげるとともに、州の出張所的な

ものとして、現在の県にも最小限のものは必

要だろうという現実的な考え方を加味したも

のだと思います。この点に関しては、市町村

合併を進めていけば、都道府県の役割は減る

はずですし、屋上屋を重ねずに、州と基礎自

治体からなる二層制の道州制を目指すべきだ、

と私自身は考えております。 
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これから皆様方にはもう１つ、創業者の講

演の DVD をご覧頂きたいと思います。1970
年に大阪で行われた全国自民党青年議員連盟

総会での講演ですが、質問に答える形で「置

州簡県論」を語っております。短い時間です

が、「中央政府を分割すべし」という考え方が

はっきりと出ておりますので、どうぞご覧く

ださい。 
 

（DVD上映 松下幸之助氏の講演） 
「２．置州簡県論」 
 道州制という問題は、なかなか難しい問題
で、おそらく私がいかに努力いたしましても、

早急に道州制という問題は解決できないと思

いますが、しかし何年か後、何十年か後には

やっぱりそういう時代がくるのではないか、

と思うんです。今からそういうことをお互い

が考えてもいいのではないか、と思います。

いろいろ道州制につきましても、現在の府県

制度ですね、これを広域化して、道州制とい

う名を冠してやっていくという一つの見方で

すね。そういう道州制とですね、私どもが考

えている道州制はですね、政府機関というも

のを８つなり９つ、あるいは 10に分割しよう
と。政治形態というものを縮小しようという

わけです。はじめ僕も広域行政で道州制とい

うことを言っておったのです。しかしですね、

単に広域行政だけでは私はいけないと。そう

でありますから、政治本体といいますか本質

というものを、本体を分割するんだ、と。日

本の政治経済というものを今１つの機関でや

っている、国家として。これを 10に分割する
とか、８つに分割する。そういうようなこと

にしまして、そして政治そのものは連邦政府

のようなものになる。そういうようにしたら

どうかということを、考えてみたらどうかと

思っているんですね。 
これはいろいろ難しい問題がありますから、

果たしてそういうことがいいのかどうか、分

かりませんが、私はなぜそういう発想をした

かというと、北欧三国ですね、日本よりも今、

高い文化をもっていますね。非常に緯度が北

海道より北にありまして、どっちかというと

寒い国でありますね。しかし、日本以上に栄

えてきているわけですね。なぜ栄えてきたか

ということを考えてみますと、あれがもし、

フランスであるとかドイツであるとか、そう

いう国の一県であったならば、私はあそこに

住む人が少なくなってきているのではないか、

と思うわけです。しかし、あれは一国独立し

ていますからね、外国へ行くことができない

から、いかに寒い国であっても、どうしても

自分の国を良くしないといけない。そういう

ところからですね、そこに工夫が生まれ、そ

して辺土でありますけれども世界的な文化国

家になったのだと思うんです。そういうとこ

から、私は北海道がですね、もし独立国家で

あったならば、もっと発展してやしないか、

という感じをこの間北海道に行ってふとした

のです。 
それでですね、これは日本もやはりそうい

うような政治を分割しないといかん、独立国

と同じようにしないといけない、と。そして

共通の問題だけは中央政府でやる。政治の本

体は道州制にしてですね。と、いうことを最

近また考え直しているんですよ。単に府県を

集めてそれで道州制ではなくして、前は「廃

県置州」ということをやっていたのですが、

最近は、つまり「置州簡県」ということを言

うようになってきた。州をこさえてですね、

そこに政治の本体をおく。首都もひとつでき

るわけですね。そして県は行政を非常に簡素

化する。そのまま置いておいて、そういうよ

うにして東京へ行かなくても、州の首都へ行

けばどんな仕事でもできる。そういうように

政治を分割するということに変えたらどうか、

というように思うのですよ。これは今私ども

が考えているのですが、しかし、その内容は

別といたしまして、「廃県置州」であるとか「置

州簡県」という問題は、一つの話題として取

り上げられるようになりましたですね。これ

は国民としても聞き流すことはできない。こ

れはやはり、これはこれとしてその是非の点

を検討する価値はあるだろうと思うのですね。

検討して、そしてやはりこれは具合が悪いな

あ、とやるにしても多少はいいと思うけれど

も、いろんな摩擦があってですね、そのため

にかえっていろんな弊害が起こってくるとい

うこともございましょうから、これは強行す

ることはできないと思いますけど、しかし、

お互い国民はそういう政治形態なり、また政

治の分割の状態なり、そういうことを研究す

るということは、もう今必要ではないかと思

いますね。そうすると、中央政府を今のまま

 77



 

でおいておくといたしましても、中央政府の

あり方というものは、改良されていくという

ようなことも考えますからね。そういうこと

で実は言ったのです。最近の置州論はですね、

経済界でも一応話題に取り上げまして、だい

ぶ研究されて参りました。また、政治家の方々

もそういうことをやはりお考えになっておら

れると思いますから、一朝一夕にはいきませ

んから、おそらく 20年や 30年はそんなこと
できないかも知れませんけどね。研究してい

くことは、やっぱり必要ではないか、という

感じがいたしております。 
 

（松下正幸氏） 
ただいまお聞きいただいた講演の最後に、

創業者は、おそらく 20年や 30年はそういっ
たことはできないかも知れないけれども、研

究していくことは必要、と申しておりました。

まさにその予言通り、講演から 37年経った今
も残念ながら道州制は実現できておりません。

しかしながら、安倍政権の誕生によって今道

州制に大きなフォローの風が吹き始めており

ます。本年４月に発足した政府の地方分権改

革推進委員会では、地方が主役の国づくりに

向けて、国と地方の役割分担を徹底して見直

し、２年以内に勧告がまとめられる予定です。

また自民党の道州制調査会中間報告では、今

後８～10年後をめどに都道府県制を廃止して、
道州制に完全移行することが語られておりま

す。経済界でも、日本経団連の御手洗会長が

道州制に大変ご熱心で、従来冷え込んでいた

首都圏での道州制の議論も、今大変活発なも

のに変わりつつあります。新設された道州制

推進委員長には、弊社の中村会長が就任し、

2015年の道州制導入を目指して、来年の秋ご
ろには第二次提言をとりまとめる予定と聞い

ております。40年も前から道州制を議論して
きた道州制の本家として、関西も九州も遅れ

をとるわけにはいきません。今日の期を機会

に、西日本の道州制の議論をさらに盛り上げ、

我々が率先して道州制の実現を国に迫り、加

速させようではありませんか。 
さて、これから企業経営と道州制というい

ただいたテーマに沿って、２つのお話をした

いと思います。具体的に申しますと、2000年
以降、当時の中村社長が中心となって取り組

んでまいりました当社の経営改革の話と、道

州制の話をしたいと考えております。一見し

たところ、この２つの話の間には、何の関係

もなさそうですが、思想的には相通じるもの

があります。 
初めに、当社の経営改革について、簡単に

おさらいをしたいと思います。昨年度の連結

決算で当社では５期連続の増収増益を果たし、

売上高９兆 1,000 億円程度、営業利益は、
4,600 億円程度となり、中期計画の目標であ
った営業利益率５％を無事達成いたしました。

世間との公約を果たすとともに、大競争時代

に生き残りをはかるために、最低限の土台を

築くことができ、ほっとしております。ここ

に至るまでの道のりは、決して楽なものでは

ありませんでした。2001年度には、創業以来
の大赤字をだし、希望退職者の募集も行いま

した。社内では「経営理念以外タブーなし」

を合言葉に、生き残りをかけて、次々とドラ

スティックな構造改革を断行してまいりまし

た。家電部門の流通改革に始まり、松下通信

工業や九州松下電器など上場会社４社を含め

た、有力５社の完全子会社化、兄弟会社とし

て扱われてきた松下電工の子会社化等、従来

社内ではタブー視され、誰も触れずにきた課

題にも、果敢に取り組みました。中村が 2000
年に社長に就任して最初に行ったのはピラミ

ッド型組織の破壊でした。当時、社長のとこ

ろに決裁書が来るまで、13個のハンコを押し
たものがあったそうです。そんなことをして

いては、スピード経営の時代に勝てるはずが

ありません。現場や顧客の生の声も途中で消

えて、経営トップに届かないなんてことにも

なりかねません。このままでは松下電器が生

命線である顧客や市場、現場から離れていっ

てしまう。そんな危機意識の元、中村社長は、

ピラミッド型組織を破壊し、ITを駆使したフ
ラットな組織に改めました。構造改革の第一

弾は、松下電器の伝統である家電流通の改革

でした。さまざまな部門に分散していたマー

ケティング部門を、構造改革によって集約し

た上で、前線にもうけたパナソニック・ナシ

ョナルというブランドごとのマーケティング

本部に集約いたしました。営業の前線強化で

す。ITを駆使したフラットな組織と、営業の
前線強化が定着し機能していく中で、「重くて

遅い松下」が、「軽くて速い松下」に変身して

いきました。量販店からも、松下の対応が一
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番早いと評価されるように変わってきました。

組織のあり方としては、「ドメイン制」という

事業部門制を導入し、ドメイン会社の社長に

大きな権限を委譲しました。この「ドメイン

制」の考え方は、道州制に相通じるものがあ

ります。弊社の経営の大きな特徴は、分権経

営にあります。幸之助は、自身の身体が弱か

ったこともあり、仕事を自分で抱え込まずに

どんどん人に任せました。そうやって生まれ

たのが先ほどご説明した「事業部制」です。

単品でそれでしか飯が食えない、という仕組

みにする。そうすることで集中力が発揮され、

その事業が極大化される。また次々と周辺商

品が創意工夫の発揮によって生み出され、そ

れが新たに事業部として分離独立していく。

こうやって弊社の事業を拡大していきました。

今時代は変わり、スピードが企業の死命を制

するようになりました。また、生き残りを賭

けて、収益体質強化のために行われる選択と

集中が経営の重要なキーワードとなりました。

単品事業に専念するのが基本の「事業部制」

の中で、選択と集中を進めていくのは限界が

あります。儲からない事業をやめ、儲かる事

業に集中するという選択と集中を効果的に進

めるには、事業を大ぐくり化し、一人のトッ

プの元に迅速な決断をおこなう必要がありま

す。その前提として、本社の決裁権がドメイ

ン会社のトップに大胆に権限委譲されていな

ければなりません。弊社では 2002年度に松下
通信工業等上場会社４社を含む有力子会社５

社の完全子会社化を行い、翌年、それらの会

社の事業も含めて、グループのすべての事業

をくくりなおし、大ぐくり化しました。大ぐ

くり化したドメイン会社のトップに大きな権

限を委譲すると同時に、経営管理の仕組みも

変え、管理体系の見直しや、新しい評価基準

を設けました。今、「ドメイン制」の下で、弊

社ではドメイン会社による選択と集中が日常

的に行われ、そのことが収益力の向上に結び

ついてきております。本社については、2001
年度に改革を実施し、全社の戦略機能や評価、

監査機能に徹するスリム化した戦略本社、全

社への集中サービスを担当するプロフェッシ

ョナル・サービス・グループに機能分離し、

サービス・グループは本社から切り離しまし

た。本社は、全社戦略とドメイン会社の評価、

監査に徹し、それ以外はエンパワーメントを

合言葉に、ドメイン会社に権限委譲いたしま

した。「ドメイン制」による経営改革が成功し

た最大の鍵は、なんといっても「ドメイン制」

を実のあるものにするために、大胆な本社権

限の委譲をおこなった中村の決断にあったと

思います。評価基準を明確にし、ドメイン会

社が伸び伸びと自らの判断で経営できるよう

になりました。この点を強調しておきたいと

思います。 
さて、これまで「ドメイン制」を中心とし

た弊社の経営改革の歩みを振り返ってまいり

ました。「ドメイン制」による経営改革で、今

松下電器は、復活しつつあるわけですが、な

ぜこんな話をさせていただいたかと申します

と、冒頭申し上げましたように、「ドメイン制」

と道州制は、大変共通点が多いと思うからで

あります。弊社の再生に「ドメイン制」が必

要だったように、今国の再生、地域の再生に

道州制が求められている、これからそのわけ

をお話したいと思います。分かりやすいとこ

ろからお話をさせて頂きます。道州制では、

全国の都道府県をいくつかのブロックに大ぐ

くり化されます。弊社が「ドメイン制」です

べての事業部を大ぐくり化したのと同じであ

ります。大ぐくり化することによって、従来

の事業部制の枠組みでは取り組みが限定され

た事業の、選択と集中が実行されやすくなり、

効率化が進みました。同時に従来の都道府県

の枠組みでは進みにくい選択と集中が、大ぐ

くり化された道州の中でなら行われやすくな

り、道州内の効率化が進めやすくなるはずで

す。小さな範囲での取捨選択よりも、大きな

範囲の中での取捨選択の方がやりやすいのは、

当然のことであります。ただし、道州内で選

択と集中によって効率化が推進されるために

は、道州に対して国からの大胆な権限委譲が

行われなければなりません。弊社の改革で言

えば、「ドメイン制」の実行にあたって、経営

の仕組みを変え、ドメイン会社のトップに本

社から大きな権限委譲を行なったという話を

いたしましたが、この権限委譲の徹底こそが、

道州制成功の鍵であります。自由度の高い大

ぐくり化された道州内で、自らの判断で決め

られるからこそ、その地域の実情を踏まえ、

本当に必要なものには投資をし、不要なもの

は止めるということができます。それを繰り

返しおこなっていく中で、当社のドメイン会
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社が生き生きと再生されてきたように、地域

も必ずいきいきとよみがえってくるはずです。

ドメイン会社のトップには大きな権限が委譲

され、いちいち本社にお伺いを立てる必要は

なくなりました。意思決定の流れが、本社－

分社－事業部の三層構造から、ドメイン会社

－事業部の二層構造に変わりました。道州制

の導入にあたりましても、同様な考え方が重

要だと思います。すなわち、国－都道府県－

市町村という三層構造を改め、道州－市町村

の二層構造の道州制を実現するべきと考えて

おります。創業者は、都道府県に配慮して、「置

州簡県」という言葉で簡素化された県を州の

出張としてはどうかと申しておりましたが、

先ほども申し上げましたとおり、私は、市町

村合併で基礎自治体が強化される中で、屋上

屋を重ねるようなことはすべきではないと考

えております。そして強化された市町村が、

今都道府県の持っていた役割の多くを担って

いくということを進めればいいのではないか、

と思います。道州制は断固として、州と基礎

自治体からなる二層制でいくべきだと考えて

おります。ここで大切なことは、道州制は、

単なる府県合併ではないということです。道

州は従来の府県の権限を大きく越え、原則と

して道州内のことはすべて自ら決定できる地

方政府ともいうべきものです。二層制の道州

制の導入によって、府県が住民から遠くなる

のではなく、政府が住民に近づく、という形

にすることが重要であり、そのためには何度

も申し上げますが、道州への国の権限の大胆

な委譲が不可欠であります。創業者の道州制

論で申し上げたように、小を大にするのでは

なく、大を小に分けるという観点から道州制

は実施されるべきです。中村がおこなった構

造改革の第一弾である家電流通改革のポイン

トは、顧客との接点である営業部門の構造改

革と、前線シフト強化でした。同様の視点が、

地域における経営改革である道州制において

も求められます。二層制の道州制においては、

住民に身近な行政は、基礎自治体である市町

村が総合的に担うことが基本になります。従

来都道府県が持っていた権限、税財源は市町

村に大幅に委譲し、市町村の体質強化を図ら

なければなりません。そのためには、まず当

社が行ったように、基礎自治体自らが構造改

革を断行して無駄を削ぎ落とすとともに、区

役所や出張所等、住民対応にあたる最前線に

シフト強化して住民サービスの質を落とさな

いようにすることが重要であります。公的サ

ービスやその負担に関して、個人、家族、地

域で解決できないことを基礎自治体が担い、

次いで広域自治体、さらに国が担うべき、と

いう近接性・補完性の原理に照らしてみても、

基礎自治体の強化、前線シフトが重要である

ことはいうまでもありません。道州制で分権

化をすすめた後、国は何を行うべきか。当社

ではドメイン会社に権限委譲するとともに、

本社は少数精鋭の戦略本社へと改革を進めま

した。国も同様に、道州にできることはすべ

て道州に任せ、自らは国家の安全保障や外交

など、国でなければ行えない問題に専念すべ

きです。国でなければ行えない国家戦略とは

何かを明らかにし、それ以外は原則として道

州にまかせる。そして、それぞれの仕事、役

割に応じて、税財源を配分する。こうやって

地方に大胆に権限委譲すべきであります。国

は、国家戦略に集中する小さな政府であるべ

きだ、と私は考えております。ドメイン会社

は器であります。器だけを変えても魂をこめ

なければ、大きな成果は生まれませんし、「ド

メイン制」に魂を注いだのは、ドメイン会社

に大胆に権限委譲した中村の決断でした。地

域も同じことだと思います。府県合併を進め、

形だけの道州制を取り入れてみたところで、

何も本質的には変わりません。道州制という

器に魂を込めるのは、首相の決断による国の

権限の道州への大胆な委譲です。小を大にす

る形だけの道州制ではなく、真の地方分権を

実現するためには、大を小に分ける大胆な権

限委譲が不可欠です。国民に明確なメッセー

ジを伝えるためにも、安倍首相には是非道州

制の導入を憲法に明記して、推進して頂きた

いとお願いをいたしております。 
「ドメイン制」の話は、松下電器の社内の

改革でもありますので、少しおわかりいただ

きにくかったかもしれません。これまでの話

を整理する意味で、お手元の資料を説明させ

ていただきたいと思います。「ドメイン制と道

州制」というタイトルの配布資料をご覧いた

だきたいと思います。「ドメイン制」は企業経

営、道州制は地域経営であります。経営とい

う視点に立ちますと両者には相通じるものが

あります。ともに分権改革が重要になります
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が、「ドメイン制」による改革を進めてきた当

社の経験から、分権改革をすすめるためのキ

ーワードを整理してみますと、ご覧のように

なります。最初のキーワードは「大ぐくり化」

ということであります。人口減少時代を迎え、

市場も成熟する中、大ぐくり化によって選択

と集中を進め、不採算部門や無駄を無くし、

生産性を高めることが企業でも地域でも極め

て重要であります。第二に、大ぐくり化され

た経営体において、選択と集中が迅速に進め

られるためには、そこに徹底した「権限委譲」

がなされていなければならない、ということ

であります。私は、この権限委譲の徹底こそ

が、分権改革を成功に導く最大の鍵だと考え

ております。三つ目の「現場で迅速に意思決

定」という点は、権限委譲が徹底されていれ

ば、自ずとそうなるはずであります。決定権

を移すことで、現場の実状に合った最も有効

な意思決定が迅速になされるはずです。4 つ
目の「前線強化」は、組織が大ぐくり化され

るからこそ、なおさら住民や顧客との接点に

なる最前線が重要であり、そこを怠ってはい

けないということであります。5 つ目は分権
化したのちの中央、すなわち国や本社はスリ

ム化を徹底し、本来行うべき戦略機能に徹し

ようというものであります。最後の 6つ目は、
真の分権改革を実現するには、大きな権限委

譲をトップが決断し、その考え方や仕組みを

明示することが極めて重要になるということ

であります。今、当社のドメイン会社は、本

社から大きな権限を与えられ、社内調整に無

駄なエネルギーを浪費することもなく、まっ

すぐに顧客・市場と向き合い、生き生きと活

動しております。人は任されることで喜びを

感じ、自らの創意工夫によって課題解決に挑

むものです。地域も本格的な道州制を導入し、

大きな権限、税財源を与え、道州内のことは

自己決定できるようにすれば、生き生きと生

まれ変わるはずです。以上で、道州制に関す

る話を終わらせていただきます。 
最後に、せっかく熊本の皆さま方の前でお

話させていただく機会を頂戴いたしましたの

で、松下電器の熊本における事業展開を少し

紹介させていただきたいと思います。現在の

熊本工場は、九州松下電器が母体となって誕

生したパナソニック・コミュニケーションズ

社の主力工場であります。1980年に、当時の

玉名郡菊水町に磁気ヘッド工場として操業開

始いたしました。順調に事業を拡大し、80年
代半ばにコンピューター用磁気ヘッドで、世

界シェア６割を占めるまでになりましたが、

次世代ヘッドへの転換に乗り遅れたことから、

1980 年代後半から販売が急減し、90 年半ば
には、ピークの５分の１以下にまで落ち込ん

でしまいました。そして 1999年には、磁気ヘ
ッド事業はついに終息いたしました。熊本工

場が磁気ヘッド事業の栄光を忘れられずに、

そこにこだわって抜け出せなかったならば、

熊本工場はとっくに消えていたことと思いま

す。ところがどっこいでして、「肥後もっこす」

は、そう簡単にはあきらめません。磁気ヘッ

ド事業で培った持ち前の超微細加工技術、薄

膜形成技術をフル活用し、1994年から光ディ
スクドライブ事業へ進出しました。立ち上げ

こそ苦労したものの、順調に事業拡大し、2000
年代に入ってからは、記録型・薄型化の潮流

に乗り、世界最薄の新製品を次々と発売、ノ

ートパソコン用の光ディスクドライブでは、

世界ナンバーワンのシェアを獲得するまでに

なりました。熊本から生まれた松下の光ディ

スクドライブ事業は、現在熊本をマザー工場

として、世界で 1,000 億円を超える大きな規
模で事業展開しております。10年ちょっと前
にはどん底に追い込まれた熊本工場が、なぜ

危機を乗り越え、光ディスクドライブ事業の

マザー工場として蘇ることができたのか、私

はそこに、地域がこれから生き残っていくヒ

ントも隠されているのではないかと思います。 
もちろん、土台に「肥後もっこす」の反骨

精神があったことを忘れてはならないと思い

ます。熊本工場が復活し、今日も大きな事業

を世界で作り上げた理由を、私なりに考えて

みました。まず第一に、世界を視野に入れて

事業展開を進めてきたこと。現在光ディスク

ドライブ事業の９割が日本の PC メーカーの
海外工場や外資系の PC メーカー向けのもの
です。第二に、世界最薄というオンリーワン、

ナンバーワンを追求してきたこと。現在工場

では、従来の 9.5mm型よりも大幅に薄い 7ｍ
ｍ型の光ディスクドライブを開発し、出荷を

開始いたしました。1984年に幸之助創業者が
一度だけ熊本工場を訪れたことがあります。

当時すでに 90 歳の高齢ではございましたが、
車椅子を押してもらいながら、工場を見学し、
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 幹部の方々に人差し指を一本立てて盛んに指

示していたそうです。おそらく、「一番になら

なあかんで」と訴えていたのではないでしょ

うか。熊本工場は、創業者の期待に応えてく

れて、磁気ヘッドでも現在の薄型光ディスク

ドライブでも、見事にナンバーワン商品を開

発し、世界ナンバーワンの地位を築いてくれ

ました。第三に、光ディスクドライブの心臓

部にあたる光ピックアップという読み取り装

置を内製化し、付加価値の工場内への取り込

みを図ったことがあげられます。第四に、工

場のビジョン。「半歩先行く商品で、常に業界

ナンバーワン」に端的に示されているスピー

ド重視の経営思想。そして最後は、同工場の

ミッションに表現されている「お客様第一」

の徹底です。工場では、自らの使命を、「お客

様の夢を形にするキーデバイスの創出」と明

示しております。今申し上げました５つの事

柄、すなわち「世界を視野にいれた展開」「オ

ンリーワン、ナンバーワンの追求」「付加価値

の取り込み」「スピード重視の経営」「お客様

第一の徹底」。これらは、企業経営のみならず、

これからの自治体経営、地域経営においても、

考えていかなければならない重要なテーマで

ございます。熊本工場自身も現在少しでも気

を緩めれば、再びどん底に突き落とされかね

ない熾烈なグローバル競争の中にあります。

「肥後もっこす」の心意気をベースに、これ

からも５つのテーマにこだわり、改革を常態

化させてぜひとも危機を乗り越えて欲しいと

思います。皆様方もそうやって必死に頑張っ

ている工場が身近にあることを、覚えておい

ていただき、これからそれぞれの地域、自治

体で改革を進めていただきたいと思います。

なお、今私の話の中で、盛んに「肥後もっこ

す」ということを申し上げましたけれども、

知事さんも女性でございます。男のことばか

り言っていてはお叱りを頂きます。来る途中、

県庁の方にお伺いして、男の人は「肥後もっ

こす」というけれども、女性はなんというの

ですか、というと、「肥後の猛婦」というのだ

そうです。実際のところは「肥後の猛婦」が

全てコントロールしていて、「肥後もっこす」

は表だけのものだというようなことではない

かと思っております。以上で本日の私の講演

を終わらせていただきます。長時間のご清聴

ありがとうございました。 

（司会） 
松下様、ありがとうございました。自社の

経営改革と国としての道州制を比較したわか

りやすいご講演をありがとうございました。

また、あわせまして熊本の名将、加藤清正を

松下政経塾でご紹介いただいているとのこと、

お礼申し上げます。それでは皆さま、もう一

度改めまして大きな拍手をお送りください。 
 

 

３．パネルディスカッション 

 
（司会） 

本日は名城がある県の知事にお集まりいた

だいております。まずお名前とお城をご紹介

いたします。知事の詳しい経歴につきまして

は時間の関係で割愛させていただきますが、

皆様にお配りしておりますプログラムの中に

ご紹介がございますので、そちらの方をご覧

ください。 
それでは皆様の向って左側から、神田真秋

愛知県知事でございます。お城は、金のしゃ

ちほこで有名な名古屋城がございます。嘉田

由紀子滋賀県知事でございます。熊本城と同

じく今年築城 400年を迎える彦根城がござい
ます。井戸敏三兵庫県知事でございます。白

鷺城の名前でも有名な世界遺産、姫路城がご

ざいます。潮谷義子熊本県知事でございます。

こちらは烏城の名で知られております、熊本

城がございます。築城 400年を記念いたしま
して、現在本丸御殿の復元中でございます。

今回、コーディネーターは、熊本日日新聞常

務取締役の田川憲生様にお願いしております。 
各県知事が県民の皆様の前で、直接議論す

ることは滅多に無い機会でございます。地方

分権改革のまさに当事者同士のお話が伺える

と思いますので、ご期待ください。それでは

これより、マイクをコーディネーターの田川

様にお渡しいたします。田川様よろしくお願

いいたします。 
 

（田川氏） 
本日はこれほどたくさんの皆様にご出席い

ただきまして、本当にありがとうございます。

全国知事会議は明日から２日間の日程で、熊
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本市を会場に開かれます。天下分け目の戦い

と言われる参議院選挙が明日公示されます。 
一方では、今まさに地方分権改革の第２ス

テージにある中で、全国知事会議が熊本で初

めて開催されるのは、大変意義のあることだ

と思います。ただ今、松下氏の基調講演をい

ただきましたけれども、講演の要旨を私なり

にまとめてみますと、グローバル化或いは人

口減少時代においては、地域のことは地域で、

暮らしている人々に任せることで、無駄を廃

止して、特色を生かした発展が可能と指摘し、

地方分権、道州制の導入の必要性を強調され

ておりました。さて、このシンポジウムは、

熊本城築城４００年にちなみまして、名城所

在地知事シンポジウムと題しまして、名城を

有する愛知県、滋賀県、兵庫県、熊本県の４

人の知事にご出席をいただきました。「これか

らの分権と自治を語る」という非常に大事な

テーマでありまして、地方分権社会とはいっ

たいどういう社会なのか、そういう社会を実

現させるために、我々はどうすればよいのか、

というこの２点について進めていきたいと思

います。１つ目は、地方分権が進まない中で、

真の地方社会とはどんな社会なのか。２つ目

は、そういう真の地方分権改革推進を実現す

るための課題、或いは問題点につきましてお

伺いをします。そのうちのひとつは、第１期

の地方分権改革、その後の三位一体改革など、

これまで進められてきました地方分権推進改

革について、各知事の評価とそれについての

理由をお話いただきます。その上で、分権社

会の課題や問題点をお話いただきます。最後

に、地方分権改革を進める中で論議されてお

ります道州制について、県や市町村、私たち

住民はどう考えるべきなのか、大いに議論を

していただこうと思っております。特に、現

在の分権の現状、課題、道州制についての論

議、ここについてはできるだけ知事同士で議

論を大いに戦わせていただければと思ってお

ります。それでは、まず、各知事に自己紹介

と、お国自慢からお話いただきたい。まず初

めに、愛知県の神田知事からお願い致します。 
 

（神田知事） 
みなさんこんにちは。愛知県の神田でござ

います。今日はこうして熊本にお邪魔をして、

４県知事揃っていろいろここでディスカッシ

ョンできる機会を与えていただきましたこと、

とてもうれしく思っております。潮谷知事を

初め、関係者の皆さま方に御礼申し上げます。

ありがとうございました。今お話がありまし

たとおり、熊本城、加藤清正公の力がまさに

名城として残っている訳でございますが、ご

存知のとおり、この清正公は愛知県名古屋市

の中村というところで生まれております。名

古屋市の中村区、中村区といいますと新幹線

の名古屋駅があるところ、あれが中村区なん

です。ですから名古屋駅の程近いところで生

まれ、秀吉公との関わり、私達地元にとりま

しては本当に身近な存在でありますし、我々

の誇りであります。したがって、今日こうし

て熊本にお邪魔できたのは、なにか親戚に会

いに来たような気がいたしております。ここ

に名古屋城のパネルが出ておりますけれども、

なんと言っても名古屋城は金のしゃちほこで

すね。名古屋人というのは金が好きなのかも

わかりませんけれども。この金のしゃちほこ

を先だって博覧会を開催した時に、天守閣か

ら下に下ろしましてね、できるだけ多くの方

に直接触れていただこう、と。それから博覧

会の会場にも持ち込んでおります。皆様方に

楽しんでいただきました。熊本城は築城 400
年ということをお聞きしましたけれども、私

ども名古屋城の方は、2010年が築城開始 400
年なんです。ですから、少し弟分になります。

したがって今熊本城と同じように本丸御殿の

再建を目指して、準備を進めております。実

は名古屋城は、先の大戦で空襲にあって燃え

てしまいました。国宝でございましたけれど

も、残念ながら完全に燃えきってしまいまし

た。しかしありがたいことに、御殿の中の、

障壁画は一部避難しておりましたので、残っ

ております。千点以上ございます。これは千

点以上重要文化財なんですね。それから図面

等きちんと残っておりますので、その本丸御

殿もかなり当時の状況を再現できるのではな

いか、と期待をしているところでございます。

もちろんこれは完成するまで時間がかかりま

すが、私どもはすばらしい歴史の再現を皆様

方に楽しんでいただこうと、名古屋市さんと

共に取り組んでいるところでございます。さ

て、名古屋或いは愛知県には、どのようなイ

メージをお持ちでしょうか。おそらくモノづ

くり、トヨタをはじめ車の製造基地というご
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認識、きっとお持ちでしょうね。私が大変御

縁を感じましたのは、今日飛行機でこちらへ

発つ朝起きて、新聞を見ましたらね、各紙ど

の新聞も大きく、熊本でトヨタ系のアイシン

精機、部品メーカーですけれども、来月、エ

ンジン部品を生産する新会社を設立、トヨタ

九州量産に対応、という大きな記事が載って

いました。おかげさまで自動車産業は大変元

気でございまして、こうして各地で工場を新

設する、そしてまたそこにご縁ができる。と

ても私どももありがたいことだと思っている

ところでございます。モノづくりの県でござ

いまして、ひたすらモノを作って参りました。

車だけでなく、いろんなものを歴史的にも作

って参りました。従って私ども愛知県の風土

と申しましょうか、特色はやはり、コツコツ、

コツコツ、モノを作る堅実で地道な県民性で

はないかと思っているところでございます。

これからもモノづくりを中心に、社会に貢献

したい、そして更に地域が豊かに発展したい、

そういう気持ちで今一生懸命取り組んでいる

ところでございます。今日は地方分権或いは

道州制など、ここでいろいろお話したいと思

っておりますが、まず自己紹介ということで、

地元のことをお話しました。みなさんよろし

くお願い致します。 
 

（田川氏） 
どうもありがとうございました。それでは

滋賀県の嘉田知事、お願いいたします。 
 

（嘉田知事） 
はい。滋賀県から参りました嘉田由紀子で

ございます。知事になってようやく１年とい

うことで、まだ新米でございますので、本日

は新米知事としてお呼びいただきまして、あ

りがとうございます。先ほど神田知事様から、

加藤清正が愛知県中村で生まれたと仰いまし

たが、そして育ったのが秀吉の長浜でござい

ます。近江衆という、いわば秀吉の家来とい

うか、育てた仲間が日本中に散ったわけでご

ざいまして、この私、彦根城を背中に背負っ

ておりますけれども、400 年前のちょうど加
藤清正がお城をつくったその時に、この彦根

城は井伊家が作ったんですけれども、その前

の、いわば近代のお城を作る伝統が近江にご

ざいます。それが長浜城であり、また天守閣

を持った最初のお城が安土ということで、愛

知から近江へ、そして九州熊本へと、何か新

たな親戚をつないでいただいたような気がし

ております。それから大変プライベートなこ

となんですけれども、実質親戚がおりまして、

私の長男の嫁が熊本から来てもらっておりま

す。ありがとうございます。３人の元気な孫

を育ててもらっております。そんな関係でプ

ライベートにも大変縁を持たせていただいて

おりますけれども、また研究と致しましても、

私は環境研究をしておりまして、水俣の歴史、

また川辺川、有明海、本当に熊本は多くの学

びを、そしてお友達をつくらせていただきま

した。そんな中から、１年前知事に就任いた

しまして、今私どもが考えておりますのは、

まさにこの地方分権、いかにそれぞれの現場

が元気に地域自治を作り出すか、ということ

でございます。実はちょうどこの彦根城が、

なんというんでしょうか、明治維新の時に、

井伊直弼をご存知でしょうか、江戸から明治

に変わった時に、彦根の街は当時の明治政府

から排斥されました。それは井伊直弼のいわ

ば個性によって、あるいは歴史的な条件によ

ってなんですけれども。ですから、滋賀県は、

本来ならばこのお城のある彦根が県庁所在地

であったのですけれども、明治中央政府に睨

まれたので、彦根が県庁所在地にならず、大

津になり、それがある意味で滋賀県の独立性

をあまりきちんと作ってこれなかったという、

一種の怨念がございます。そんなところから、

今日の分権改革の話は、まさに明治初期以降

の中央集権レジームに対して、まさに次の新

しい時代を創る、というようなところで、こ

の彦根のお城のことを考え、そして江戸から

明治を考える、その次の大きな転換点が今だ

と思っておりますので、そのあたりから発言

をさせていただきたいと思います。どうかよ

ろしくお願い致します。 
 

（田川氏） 
ありがとうございました。続きまして兵庫

県の井戸知事、お願いいたします。 
 

（井戸知事） 
どうも初めまして、兵庫県の井戸でござい

ます。加藤清正とのつながりをどう結びつけ

ようかと思って、お話を聞きながら考えたん
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ですけれども、どうもなかなかいいつながり

が出てきません。従いまして、次善の策とし

て、最初ご紹介いただきましたように宮本武

蔵との関連を申し上げた方がいい、というこ

とのようであります。姫路城は、世界文化遺

産に 1993年に指定されました。姫路の駅から
見ますと、向こうの方にちっぽけな天守閣が

見えるぐらいなんですが、実際はべらぼうに

大きいんです。高さが、姫山が 40ｍあるんで
すが、そこに天守閣が立ってまして、92ｍ程
ありますから、50mくらいの大天守と、それ
から３つの小天守、それから周りに西の丸御

殿だとか、三の丸御殿だとかありますから、

非常に大きな敷地に雄大な姿を抱えている、

というお城でございます。宮本武蔵が若い頃、

池田輝政に見出されて、お城の中で妖怪退治

をした。その妖怪退治をしたことにちなんで

刑部神社というのが天守の中にございます。

これが因縁めいた関係でございますけれども、

今嘉田知事が彦根の話をされましたが、姫路

も井伊直弼の後の大老に任ぜられたのが、酒

井忠績という姫路藩主だったんですね。これ

が幕末の明治に切り替わる時の最後の大老で、

従いまして明治政府から睨まれました。佐幕

の親分なんですがね、廃藩置県の時にも、県

は普通だったら姫路県となるはずなのに、す

ぐに飾磨（しかま）県という県に変わってし

まいます。その飾磨県は５年後に兵庫県に吸

収されて、そして、兵庫の後ろ盾の一部に播

磨の国がなってしまった。それは神戸港とい

う世界に開かれた窓としての港を擁立する地

域バックを作ろうということで、明治政府が

大きな県をつくろうとしたんですね。だから、

兵庫県は５つの国からなると言われています。

摂津、丹波、但馬、播磨、淡路。淡路は徳島

からぶんどったような形になっていますが、

この５つの国から出来上がっておりますので、

ある意味で、私が道州制反対といいますと、

兵庫県はすでに道州制できているみたいなも

のだから、反対と言っているんじゃないか、

とすぐ誤解されるんでありますが、まあこの

辺は後々お話させていただきたいと思います。

松下さんが、松下電器の関係を、熊本で大活

躍されているとの話をされましたが、熊本県

に富士フイルムが、テレビの薄型ディスプレ

イのパネル用のフィルム生産をはじめられま

したけれども、それの原材料になりますプラ

スチックの原料は、ダイセルというところが

つくっておりまして、このダイセルが兵庫の

中で工場を拡張する、数百億投資をして拡張

する。これは熊本さんのおかげでございまし

て、そういう意味でも恩恵に浴しているとい

う事例を紹介しながら、感謝を申し上げたい

と思います。それともうひとつだけ、５年前

にお菓子の博覧会が熊本で開かれたと思いま

すが、来年の４月 18日から５月 11日まで２
４日間、姫路にてお菓子の博覧会をやらせて

いただきます。元々、兵庫県にはお菓子の神

様、田道間守というお菓子の神様を祭った神

社が日本海側の豊岡市内にございます。中嶋

神社という神社なんですね。100 年お菓子の
博覧会を続けてきまして、ようやく神様のお

膝元で開催されるということになりましたし、

和菓子だけではなくて、ご承知のように神戸

は洋菓子のメッカですし、発祥の地ですから、

洋菓子、和菓子、それと中華菓子もあります

ので、本当に総合的なお菓子の博覧会を開催

させていただくことになります。前売り券は

発売中です。大人 2000円のところが 1500円
で発売中でございます。是非お買い求めて、

熊本からおいでいただきたいと思います。た

だ残念なことに、神戸空港が去年開港したん

でありますが、熊本便の利用率が低くてです

ね、今休止になっておりますので、もうひと

つの空港、伊丹空港に是非おいでください。

どうぞよろしくお願い申し上げまして、ご紹

介と代えさせていただきます。 
 

（田川氏） 
ありがとうございます。それぞれ知事だけ

にお国自慢をしゃべらせると、時間が止まら

ないですね。予定した時間をかなりオーバー

してしまっています。それでは熊本県の潮谷

知事、よろしくお願いします。 
 

（潮谷知事） 
実は私は大変しゃべりにくい立場にござい

ます。お国自慢しようにも、この会場の中に

は、地元の方がたくさんいらっしゃると思い

ますので、なかなかしゃべりにくうございま

す。それからもうひとつ、田川コーディネー

ターの方から、お三方にできるだけ譲るよう

に、ということも言われております。しかし、

熊本県のお国自慢は、なんと申しても加藤清
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正公（せいしょこさん）だと思います。 
先ほど松下さんの基調講演の中にありまし

たけれども、清正公さんというのは、実に本

当に体験・経験を活かした人であった、志の

人であった、といったお話がございました。

そしてまた、司馬遼太郎は、清正はなお、こ

の城の隅々までに生きている、と「翔ぶが如

く」の中で表現しております。 
まさに西南戦争以後、今日の中央集権体制

の行政機構ができ上がってきて 120年を数え
ているわけなんですけれども、西南戦争はも

のすごく大きな事件でした。その西南戦争の

中で、薩軍の西郷隆盛は、「決して官軍に負け

たんじゃない。自分たちが負けたのは難攻不

落、この熊本城に立てこもった官軍、これに

負けた。」と言っています。いわば加藤清正公

のこの城に負けたと言っております。これが、

中央集権体制の流れを決定づけたこの熊本で、

その体制を揺るがす“のろし”をあげようと、

このシンポジウムを開催している理由です。 
私ども今日に至るまで、この加藤清正公は

いろんなところで評価されていると思います。

その背景のひとつの中には、治山、治水或い

は町づくり、土木に至るまで、今日の基礎基

盤を加藤清正公が作ったということでござい

ます。司馬遼太郎の言葉を借りますならば、

「まさに今日に至るまで、清正公さんは、本

当に熊本県の生き方、これを見ている」と申

し上げていいのではないか、と私は思ってお

ります。そしてさらに、この治山といいまし

ょうか、利水含めて、いろんな河川関係工事

がやってきた背景が、今日の農業生産ナンバ

ーワンと言われるような産出をする、そうい

う熊本の基礎を作っていただいたと私は思っ

ております。また、そういった意味で加藤清

正公は、ことをなすときに現状を把握し、将

来を見据えた現場人でいらした、と思います。

分権社会ということを考えて参りますと、現

場を熟知するという姿勢なしには、分権社会

を成し遂げて行くことはできない、という風

に思っておりますので、この清正公が残され

た偉業に学び、また今日ご講演いただきまし

た松下様のお話の中に学んでいく、というこ

とが非常に大事ではないか。ナンバーワン、

そしてオンリーワン、そして視点はグローバ

ル、しかしその足がかりの中には熊本という

この地点をしっかりと見ていく。加藤清正公

は、常に熊本の地から、秀吉に対して、或い

は家康に対して、そのような視点をずっとめ

ぐらしていった。ただ、残念ながら 50歳とい
う若さで亡くなっていかれたわけですけれど

も、その精神というのは、細川忠利公によっ

て評価され、今でも学ぶところの素材はいっ

ぱいある、と思っているところでございます。 
また、清正公と共に、是非皆さんにもう一

度思い起こしていただきたいということがご

ざいます。それは日本文化の最たるものであ

ります、い草・畳、熊本ではこれが本当に多

くの農家の皆さん達の支えの中で生きている、

ということにエールを送っていただきたいと

いう思いがございます。また同時に、21世紀、
人権の世紀、と言われるにふさわしいこの時

機に、日赤の発祥地が、この熊本の地である

ということを想起していただき、ボランティ

ア精神をこの熊本県の中でしっかりと根付か

せていっていただきたいと思います。 
それから、古墳が日本一多いと言われるよ

うな熊本県でございますが、５世紀末に江田

船山古墳から銀象嵌銘大刀が発見されており

ます。今は国立博物館の中にございますけれ

ども、この中には、日本の言葉の始まりであ

ろうと言われている 75 文字が刻み込まれて
いるという歴史的な価値を、今日この席で皆

さんと一緒に再確認させていただきたいと思

います。また熊本県におきましては、江戸時

代の石橋の数、というのは非常に多かったん

ですけれども、中でも通潤橋は農家の皆さん

達に対して、白糸台地へ水を豊かにつないで

いくという大きな役目がございました。そし

て、先ほど松下様のお話を借りますならば、

世界ナンバーワンのシェアを誇る製品を持つ

松下電器熊本工場を初めとして、集積が進む

半導体関連産業や自動車産業、さらに環境に

優しいソーラー産業、そしてこうした産業構

造を背景にして、熊本県では産学官連携の中

で、今様々な食品加工や中小企業の皆様達に

対しての掘り起こしを進めていることを紹介

させていただき、というお国自慢とさせてい

ただきまして、次の分権につなげていきたい

と思います。以上です。 
 

（田川氏） 
どうもありがとうございました。それでは

いよいよ本題に入っていきたいと思います。
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これまでの地方分権の取組みというのは、先

ほどの松下さんの話にもありましたので、や

や省略していきますけれども、いずれにしろ、

明治以来中央集権下によってこの国は作られ

てきました。しかし、少子高齢化とか国際化

とか、或いは住民ニーズの多様化。或いは東

京一極集中の加速とか、いろんな問題が出て

くる一方で、本当に個性豊かな地域社会をど

う作るか。こういう状況を考えますと、本当

にこれまで 120年続いてきた一極集中型とい
うか中央集権型の統治システムというのは、

このままではなかなかいかないよ、という現

実が我々の前に来ていると思います。分権が

実現しない故に、困ったり、憤っておられる

と思います。そういうところを具体的に紹介

していただきながら、では分権が完全に完成

した社会というのは、どういう社会をイメー

ジされているのか、ということでお話いただ

きます。それでは、まず井戸知事の方からお

願いします。 
 

（井戸知事） 
困った事例というのは、余り意識したこと

が無いんですけれども、例えば農地転用です

ね。農地転用の許可、大臣権限と知事権限と

あり、４ha を超えるものは大臣権限、２ha
を超えてから４ha以下は、知事が国と協議を
してやる、２ha以下だと知事権限、と分配さ
れている訳ですけれども、別に４ha以下で協
議をするくらいなら、もう知事に任せてくれ

たっていいのではないか、と言う風に私自身

は思って、いつも特区申請をしているんです

ね。或いは、病院の病床数、これは厚生省が

完全に医療計画を定めるときに算式まで決め

て、ベッド数を規制しているんですね。これ

は地域の実情とかでは全然ないんですね。つ

まり、人口がいくらだとこういう入院の発生

率だという、全国一律の計算式で機械的に計

算をして、その医療圏ではこれだけ、という

のを上限にする、というような杓子定規の基

準を当てはめて作らざるを得ない、という状

況にあります。この辺等も、東京でモノを見

ているから、一律基準というのをつくって運

用せざるを得なくなる、ということになるの

ではないかな。医師確保のために我々は苦労

していますけれども、例えば国立大学とか、

私立の大学でも、臨時定数を認めて欲しいと

いうことを、要請しても国の権限で、臨時定

数もなかなか認めてくれない。特区申請で、

我々２年前に申請したんですが、全国一律で

対応します、ということになったんですけれ

ども、10万人あたりの医師数が 200人を下回
るところは、一部緩和しましょう、となった。

兵庫県は、阪神から神戸のように非常に大都

市部分と、それから但馬、丹波のような過疎

地と両方抱えておりますので、足してみると

207 人になりまして、たった７人で駄目とい
うことになってしまったり。どうしてもそう

いう平均発想ということにならざるを得ない

ということが、やはり中央集権体制の端的な

表れになっているのではないか、このように

思います。私は、お城に因むわけではありま

せんが、江戸時代のように当該藩の経営は、

すべて殿様が責任を持って、自己決定、自己

責任していた訳でありますね。そういう分権

の究極の姿というのは、地域の問題は地域自

らが判断して、自らの責任で決定して、自ら

進めていける。そういう体制が一番分権の究

極の姿だろうと思います。しかし、税源が偏

在していますから、単純にそれだけでは今の

近代社会はうまくいかないと思いますが、基

本的な考え方としては、自己決定･自己責任を

基本に、地域の課題は地域で解決できる、そ

ういう姿が作り出されるかどうか、にかかっ

ているのではないかと思います。 
 

（田川氏） 
ありがとうございました。続きましては嘉

田知事、お願い致します。次いで潮谷知事、

その後神田知事という順に参ります。 
 

（嘉田知事） 
困った点というのはたくさんございます。

私は先ほどお国自慢のところで、一番大事な

ことを忘れておりました。私たちは琵琶湖を

お預かりしております。近畿 1400万人の皆さ
んに命の水を提供しております琵琶湖ですけ

れども、熊本の皆さんが関西空港に下りた途

端、その水は琵琶湖から供給されております。

井戸知事さんのところも琵琶湖から、という

ことで神戸にも水を送らせていただいており

ます。別に恩を売るわけではありません。し

っかり下流負担金をいただいておりますけれ

ども、この琵琶湖、或いは様々な国土政策の
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うえで、１つ事例を申し上げます。日本には

いくつですか、補助金約 2000種類でしょうか。
フランスは８つだそうです。この間東京大学

の神野先生とお会いしましたら、2000の補助
金と８つの補助金、補助金１つずつに皆細か

いマニュアル、ルールがございます。自治体

の関係者の方でしたらお分かりだと思うんで

すけれども、いくつもの中で分かりやすい事

例をお話しいたしますけれども、土地改良と

いうのがございます。圃場整備ですね、小さ

かった田んぼ、畑をあわせて水利の仕組みに

作り直していくことでございますけれども、

元々滋賀県或いは琵琶湖の周辺は、田んぼと

水路は１本の水路で、入る水と出る水が一緒

でした。これを用排一致というんですけれど

も、そうすると例えば、排水路と用水路、そ

れぞれに生き物がいたりします。それが昭和

40年代の琵琶湖総合開発の中で、国の基準が
決められました。用排分離、用水路と排水路

を分離します。確かに合理的なんです、一見。

例えば、田んぼにバルブで水を入れることが

できる、１回使ったら後は使い捨てというこ

とで、その使い捨ての水をそのまま琵琶湖に

流す。昭和 40年代の農地改良をしていた人た
ちは、こんなことしていたら琵琶湖が汚れて

しょうがないと、一回で使い捨てではなくて、

循環型で上から下まで使えるようにしたい、

と提案したけれども、これは受け入れられま

せんでした、当時の農水省に。マニュアルと

違う、つまり画一的な基準と違う。それから

併せて、田んぼとか或いは水路にはいろんな

生き物がいました。その生き物が実は、コイ

やフナ等は田んぼに入って産卵をするわけで

す。ですから、１つの水路でつながっている

と、実は琵琶湖から水路から田んぼというこ

とで、生き物も暮らせたんですけれども、そ

れも用排分離、しかも排水路が１ｍ、２ｍ低

くなるから、魚が産卵で田んぼに上がれない

というようなことが起きて、こういう一つの

事例のように思えるかもしれませんが、実は、

今日大雨、治水政策ございますけれども、私

も琵琶湖に入る 120本の河川のことがいつも
いつも心配で、本当にこの度の熊本の災害も

大変だったと思いますけれども、この治水政

策においても、それぞれの地域の事情で、ダ

ムにするのか、堤防にするのか、或いは水門

などのソフトにするのか、事情に応じて方針

を決めたいと思うんですが、なかなかできま

せん。国の補助基準がございます。それで潮

谷知事も川辺川のことで、御苦労いただいて

ますけれども、私も琵琶湖・淀川水系のこと

で同じような苦労をしております。つまり、

その水系が一貫して例えば熊本にあるなら、

熊本県知事にお任せしたらいいじゃないか、

ということが、なかなかできないんです。こ

こが中央集権体制、特に河川政策は明治 29年
に河川法というのができます。その明治レジ

ームは、今でもしっかりと中央集権体制で残

っておりますので、このあたり地域の事情に

応じた県土整備、或いは農地改良などは大事

だろう、ということを不都合な事例としてご

紹介させていただきました。そして実は、今

滋賀県は用排分離で分かれてしまったものを、

改めて排水路をせき上げしてですね、そこか

ら魚が田んぼに入れるように、次の整備をし

ているんです。これ二重投資なんです。最初

から分かっていたので、もう少し最初から生

き物に配慮した、琵琶湖に配慮した農地改良

をできたらよかったんですけれども、それが

40年経って改めてやり直す、これは二重投資
です。コストも大変余分にかかる、そして生

態系も破壊してしまったというようなことで、

こういうことはいっぱいあるのではないかと

思っております。 
 

（田川氏） 
ありがとうございます。理想とする分権社

会はどういう社会か、一言だけ。 
 
（嘉田知事） 

それはもう地域のことは地域で自己決定で

きるということですね。ただ、その地域とい

うのは、例えば福祉だったら、本当に市町村

くらいの小さいところでしょうし、川だった

ら川の水系という地域でしょうし、琵琶湖の

ようなものでしたら、やはり県というのが一

体として一番現場に近いところでの合理的な

枠組みというところで、地域のことは地域で

決められる、というのがまず出発点だろうと

思います。さきほど松下社長さんがおっしゃ

いました。まさに現場で迅速に意思決定し、

現場に即した形での様々なメニューを自らの

工夫で作り出す、そういうところが大変大事

だろうと思っております。 
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（田川氏） 
ありがとうございました。それでは潮谷知

事、お願いします。 
 

（潮谷知事） 
従来、国中心であったわけですが、どうし

ても国から出されてくる施策、そういったも

のは平均像でしかないわけです。分権という

ことで考えてまいりますと、そこには地方は

地方としての実態像をしっかり見つめて、自

己選択、自己決定、そしてそこの中には自己

責任を持つというのが、これが分権の姿だと

思います。 
そして私は熊本県政の理念として、ユニバ

ーサルデザインを置いておりますけれども、

これは、いつでも、どこでも、誰にとっても

平等な行政サービスは受けられる社会を追求

をしていくことであります。現実社会の中に

それを実現していくということは、非常に難

しさがありますけれども、私たちはプロセス

を省みながら、その目的に向かって歩いてい

くということが、とても大事だと思っていま

す。 
では、どんな不都合が生じているか。実は

熊本県の不知火町で非常に大きな災害が起き

たことをご承知であろうかと思います。海岸

保全事業という事業がありまして、実はこの

海岸保全事業は、国土交通省の河川局、港湾

局、それから農林水産省の農村振興局、水産

庁も関わりを持っているんです。一つの事業

にたくさんの省庁が関わりを持っています。

そして、そこで海岸保全のために、波が来な

いようにガードしていく訳ですけれども、そ

の農政側の安全基準と、国土交通省の安全基

準が 70cm くらいズレているんですね。ちょ
っとビックリいたしました。同じところを修

復していくのに。これは、後々私どもの方か

ら提言させていただきまして、そのズレをな

らしていきましたけれども、そのような省庁

の縦割りの考え方の中で、現場の中に矛盾が

出てきているということがあります。 
それから保育政策、ここの中でも、たくさ

んの待機児童を抱えているところの施策と、

それから熊本県のように過疎地が多くてむし

ろ定員割れを起こしている地方とでは、保育

政策のあり方も非常に異なりが出てくるはず

なんですけれども、それが国から一律に出さ

れているために、尺にあわない。そんな中で、

平成 14年だったと思いますが、国の方から子
育て支援ということで、モデル事業が創設さ

れるということになりました。このモデル事

業は、人口 30万人以上というのが要件でした。
しかし、熊本県の中で人口 30万人以上という
のは、熊本市だけなんです。熊本市がその事

業をしません、と言えば県内ではするところ

がないんですね。子育てというのは、人口要

件の中で判断されるものではなくて、親側の

あり方、あるいは企業側の施策のあり方、こ

ういったところとものすごく関連があるわけ

です。ですから私どもは、この問題につきま

して、そういう人口割でやっていくというこ

とはおかしい、子育ては過疎地だってあるん

だ、と申し上げて、市町村もこの事業の対象

になったわけです。 
それからもう一つ、私どもは法律の中で非

常に矛盾を抱えているというものは、枚挙に

暇がないくらい経験をしました。例えば健軍

にございます総合住宅の福祉サービスの機能

です。多様な機能を持つということで、整備

をさせていただいたんですが、国土交通省と

厚生労働省の双方から基準に合わないという

ことで、地元の皆さんたちから、いろんな福

祉の需要・ニーズに応えられる施設整備を住

宅課にして欲しいという要望があったにも関

わらず、できませんでした。それなのに国は、

具体的に私どもが実際に作った姿を見て、平

成 17年度に地域住宅交付金制度ができ、住宅
と福祉の一体的な整備、これができるように

なったわけです。ですから、非常にそういっ

た点では、やりにくさ、矛盾といったものが、

たくさんあると実感しております。以上です。 
 

（田川氏） 
ありがとうございました。それでは最後に

神田知事、お願いします。 
 

（神田知事） 
分権の目的、それから分権後にどんな社会

になるのか、これは先ほど松下副会長さんの

お話にかなり出ておりました。不自由な点、

自由にならない点、実は現場では山ほどあり

ます。山ほどありまして、それをできるだけ

地方で、住民と対話しながら、自己決定して

やっていきたいというのが我々の気持ちです。
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今日は行政の方もたくさん来ておられるとい

うことですので、お分かりのことなんですが、

地方分権が進むというのは、何も薔薇色の社

会ができるわけではありません。それだけ国

から地方に、或いは県から市町村に様々な仕

事が行くわけでありますので、本当に大変だ

と思いますね。全部それを行政が全部抱えて

いては、パンクです。結局、地方分権が進ん

だ姿というのは、住民の皆様方と協力して、

いかに物事を判断し、決定し、事を処理して

いくかということでありますので、住民の皆

様方にとっても自己責任が増えると思います。

しかし、行政の立場から見れば、例えば市町

村は、県から言われたからという逃げは効き

ません。また、県の立場からいけば、これは

国が決めたことだからという逃げも効かない

わけでありますので、まさに自己決定、自己

責任ということなんですね。そういう社会が

いい、あるべき姿だと我々は思っております

ので、是非ともこれはご理解いただいて、皆

様方にも応援していただきたいと、そんな風

に思っております。実は私、この分権を進め

る中で、こんなことを思ったことがあるんで

す。ちょっとこれは話が外れるかもしれませ

んが、実は私、前に弁護士をやっておりまし

てね、弁護士の頃というのは、民事であれ行

政であれ、或いは刑事事件であれ、何か法に

違反したりトラブルを起こして、後始末をす

るというのが仕事の中心でした。裁判所へ申

し出て、或いは調停やってというようなこと。

その後、行政へ入りまして、後始末ではなく

ていろいろ先に先に手を打てるということに、

行政や政治の生きがいを感じたんです。とこ

ろが市長を 10年くらいやり、知事も 9年目で
すけれども、約 20 年首長やっていますとね、
結果的に行政も後始末ばかりやっているんで

す。何か問題が起きた、トラブルが起きた、

社会問題が起きた、その後始末ばかりやって

いる。国もそうですし、県もそうですし、市

町村もそうなんです。もう少しやっぱり、考

えるところ、実施するところ、役割分担をし

っかりしないといけませんね。そういうこと

を考えながら、地方分権として県の役割は何

だろうか、市町村の役割は何だろうか、住民

の皆様方の役割は何だろうか。私は地方分権

というのは、そこに本質があるのではないだ

ろうかと思っております。なかなかこれは抵

抗が強くて難しいです。明日の知事会議もま

さにそれが議論になるわけでございますけれ

ども、これからの二期改革というのは、本当

に正念場ですし、必死です。皆様方のお力を

お借りしたいと存じます。以上です。 
 

（田川氏） 
どうもありがとうございました。望むべき

真の地方分権社会というのは、４人の知事さ

んのお話をだいたいまとめますと、薔薇色の

社会ではないけれども、今とはかなり違った

我々住民の責任も生まれると同時に、住民の

意思も非常に入ってくる、そういう社会だと

いうことだと思います。これまで地方分権の

改革については、いろんな取組みが実はなさ

れてきております。それはいろんな評価があ

りますが、最近の具体的な取り組みとしまし

ては、政府が 2000年の地方分権推進法という
法律を施行しまして、これが第一期改革とい

うことで言われておりまして、機関委任事務

の廃止、あるいは国の通達による関与の大幅

な緩和などが実施されました。そしてその後、

小泉内閣では「三位一体改革」が行われまし

た。つまり地方財政秩序の再構築をやるとい

うことで、所得税から個人住民税への 3 兆円
を税源移譲がありましたけれども、その一方

で、5 兆 1 千億円に上る国庫補助負担金が廃
止或いは縮小されました。それでは先ほどお

話いただいた真の地方分権社会に対比して、

この 10数年行われてきました分権改革は、敢
えて 100点満点とすれば何点か、ということ
をフリップに書いていただきたいと思います。

それでは、点数の低い方の知事から発言を求

めていきたいと思います。よろしくお願いい

たします。 
 

（各知事がフリップに点数を記入） 
（田川氏） 

まあ点数をつけると言っても、第一期改革

とその後の三位一体改革と、中身も随分と違

うとは思いますし、それぞれ４知事の判断が

難しいかと思いますが、そこはえいやっ、と

思い切ってやっていきたいと思います。それ

ではフリップを一斉にお願いします。 
潮谷知事が 40点ですね、それから井戸知事

60点、嘉田知事 50点、神田知事 50点。なか
なか厳しい点数がついております。それでは
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（田川氏） 点数の一番低かった潮谷知事からお願いいた

します。評価の理由もお願い致します。 じゃあレディファーストで。 
  

（嘉田知事） （潮谷知事） 
自分からレディファーストと申し上げてお

りますが。50点という理由は、今の潮谷知事
の理由と大変似通っておりまして、補助金の

仕組みがたくさんある、その仕組みの線は残

しながら、率だけ下げた、というようなとこ

ろから、また交付税もバックしてこないとい

うことで、ここ 1 年私は、本当に財政運営に
苦慮しております。来年度の予算は果たして

組めるのかどうか、わからないくらい厳しい

状態です。滋賀県の場合、全体の予算が約

5,000 億なんですけれども、そのうち 500 億
がここ数年の間に、税収は少し上がっている

んですけれども、ともかく全体の補助額の削

減というところで、失ってしまっております。

皆さん、私はもったいないで新幹線の駅を止

めた、と。まあ九州の方はご存知かどうか分

からないですけれども。なぜかというと、駅

はあった方がいいに決まっているんです。で

もそこに出すお金がない。240 億円です。そ
れが大変切実な象徴的な問題です。ですから、

新幹線駅は、県民がつくって欲しくないと言

っているのは、本当に懐具合が悪いという県

の中をきちんと住民の方は考えてくださって

いる。そして、必要性の低い駅よりも、福祉

や教育、本当に目の前に迫っているところに

使って欲しいという、なけなしの自由裁量の

お金をそちらに使って欲しいというのが県民

の皆さんの願いなんです。そんなところから、

分権改革のこの課題、そして舞台ができたと

いうところでは一定評価ができますが、道半

ばというところで 50 点をつけさせていただ
きました。 

発言順番を考えればもう少し甘くすれば良

かったと思いましたけれども、私は地方とい

う立場の中で、これまでの第一期目の状況を

見てみますと、ひとつは、国庫補助負担金、

これは先ほどからの話がありましたように、

国庫補助というのは紐がずっとついているわ

けなんです。国は国庫補助負担金の改革を進

めてまいりましたけれども、その中で自由度、

或は裁量権がある、自己決定ができるもので

考えて行きますと、熊本県の場合は、わずか

に 31億円、これぐらいしかなかったんですね。
それからもう１つは、税源ということで考え

ました時に、税源移譲の中でも平成 19年度で
言いますと、190 億円程度に留まっているわ
けです。それから地方交付税、よく皆さんた

ちの中でこの事業をやると、後々地方交付税

で還ってくる、というようなことを言われる

んですけれども、今の国のやり方の中では、

交付税は総枠で抑制されています。結果的に

私どもは、339 億円という大幅な削減がいま
だに復元されていないんです。 
私は、平成 15年 12月までに、熊本県の本
当に空に等しいような金庫を 300億積み増し
ていったんです。そして県下の皆様のおかげ

を持ちまして、税収も伸びてきたんですけれ

ども、今言いましたように、結果論的に言え

ば、これがチャラになっていってしまうとい

うような非常に厳しい状態にあります。しか

しその一方、確かに地方と国の間で話し合う

協議の場が持たれたと、いうことを考えれば

評価もできる。ということでありますので、

本当に道半ば、熊本県にとって財政的にダメ

ージが大きかった。そういう思いをしている

ところです。以上です。 
 

（田川氏） 
 ありがとうございました。続きましては同

じく 50点の神田知事、お願いいたします。 （田川氏） 
 ありがとうございました。それではついで

50点がお二人いらっしゃいますね。どちらか
らでも結構でございますが。 

（神田知事） 
評価は今、お二人の知事さんがおっしゃっ

たことと共通しております。地方分権改革を

戦ったものとして自己反省すれば、もっと点

は低かったと思います。やはり何よりもうか

つだったのは、5.1兆円の交付税が、ドーンと

 
（嘉田知事） 

レディファーストで？ 
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交付税ショック、ここまで減らされたことを

私どもで食い止めることができなかったこと、

これは悔いておりますし、反省しております。

ではなぜ 50 点をつけたのかということです
けれども、市町村長さんもですね、今日も行

政の方がたくさん来ていらっしゃると思いま

すが、補助金は減った、税源は少ない、交付

税はどんどん減らされた、何のために三位一

体改革をやったんだろうか、という大変な徒

労感、つらい気持ちでいっぱいだろうと思い

ます。それはその通りなんですが、今本当に

道半ばなんですね。例えば国の方にしてみる

と、4．7兆円の補助金がぶん取られたわけで
す。ある省庁のある職場などは、業務がギュ

ッと圧縮されてですね、それこそ職場そのも

のが風前の灯火、というところは中にはあり

ます。つまり、国の方も大きな痛手を受け、

徒労感がいっぱいなんです。戦いの半ばとい

うのは、まさにそういう状況にあるわけで、

今まだがっぷり四つなんですね。これからき

ちんと第二期改革で物事を進めていかなけれ

ば、本当にこれが 30点に 10点になってしま
う。まだ今私はイーブンだと思っております

ので、これから 60点にも 70点にもなる可能
性は十分秘めている。そういうことで、期待

の意味を込めて 50 点ということでございま
して、まあ率直に言うと、本当はもうちょっ

と低いのかなと思っております。 
 

（田川氏） 
どうもありがとうございます。それでは井

戸知事、お願いします。 
 

（井戸知事） 
なんか 60 点付けると肩身が狭い感じの議
論展開ですが。まあ、平均すると 50点ですか
らね。実をいうと私も 50点かなあ、といって
たら、潮谷知事が 40点とおっしゃるから、じ
ゃあ 60点つけるか、と 60点をつけました。 
私は、評価すべき点は２つあると思ってい

ます。一つ目は、分権一括法で、従来都道府

県は７割が機関委任事務という国の下請け事

務をやっていたんですね。それが自治事務と

いうことに変わりまして、下請け機関を脱し

ました。国と一応対等の関係に位置付けられ

た。これは非常に大きな成果だと思います。

形式的じゃないかと言われますが、形式が大

事なんですね。国と地方の関係というのは、

やはり権限と権限の対応関係がなくてはいけ

ませんから、形式も非常に大事です。ただ、

問題があります。それは後ほど触れます。も

う１つのいい点は、問題点はまた後ほど言い

ますが、３兆円の税源移譲を勝ち取ったとい

うことです。３兆円というのは大きいですよ。

今、住民税の納税通知書見て、住民税がこん

なに上がったの、とビックリされていますが、

その分所得税が下がってますんで、本来的に

はチャラなんです。ただ、定率減税分が跳ね

返っていますので、その分だけは負担が増え

ていますので、トータルで捕らえるといけな

いんですけれども。ともあれ、シャウプ税制

勧告があって、国と地方の財源が区別されて、

この３兆円も国から地方へ、しかも赤字国債

を 30 兆円も発行しているような国がですね、
税源を３兆円譲ったんですね。これは１つの

大きな成果だと思うんです。ただ、問題があ

ります。第１の機関委任事務を止めて自治事

務になったんですけれども、国は法律で縛っ

てくるんです。つまり、各省庁が通達で縛っ

ていたような事柄を、法律の中に書いてくる、

或いは法律上の権限を法律の中においておく。

つまり政令とか省令で書いている。法令でも

って規制を義務付けてきます。ですからフリ

ーハンドを与えていない、というのが問題で

す。ですからフリーハンドを与えられるよう

な、国の地方に関する権限についての協議機

関をきちんと作る必要があると思っています。

もう一つは、先ほど神田知事がちょっと触れ

られましたが、三位一体改革です。これはち

ょっとだまされたな、という感じがない訳で

はないのですが、税源移譲は３兆円貰ったん

ですけれども、補助金は４．７兆円ほど補助

金を減らしたんです。ですから、その差額と

なる補助金分１．７兆円くらい交付税を減ら

すんだったら、理解できるのですが、５．１

兆円も減らしてしまったのです。つまり３．

４兆円くらい上乗せして減らしてしまったん

です。したがって各都道府県、各市町村、み

んなひどい目に、財政上喘いでいます。その

上に兵庫県は、阪神・淡路大震災の復旧・復

興の経費が必要でした。いろいろ皆さんにお

世話になりましたが、そのために借金を１兆

3,000億円ばかりしましたが、平成 18年度末
で県債残高が 8,500 億円くらい残っています。

 92



 

これを 15年くらいで償還しようとすると、毎
年 700億円くらい償還財源がいるんですね。
誰もこれは面倒をみてくれません。700 億円
も毎年どうやって捻出するか、というのが

我々の一番の悩みであります。そういうダブ

ルプレーで兵庫県はきつい状況にあります。

ですから第二期改革で非常に大事なことは何

かというと、国の関与とか、国が法律をつく

って規制を制度的にしてくるのをどう跳ね返

すか、という問題。これも地方分権改革推進

委員会で議論していただこうとしています。

それともう一つは、少なくとも国と地方の税

源配分を 1対 1にしたい。国がやっている仕
事と地方がやっている仕事を地方が 6 で国が
４なんですが、ところが税源配分は逆で、国

が６で地方が４なんです。2 つの差を、国か
らの補助金と交付税で国から地方にお金を回

すことで埋めているんですね。少なくとも、

これを１対１にしたい。そうするとそれだけ

自由度が増えるのではないか、と主張してお

ります。そういう意味で、課題としては関与

や権限を、国の権限の留保されている部分を、

開放させるということと、税財政の自由度を

高めるために、税財政配分を 1対 1にするこ
とをめざして具体的な対応が必要になってく

るのではないかと思っています。それを実現

させることが第二期分権改革の目的だと思っ

ています。 
 

（田川氏） 
どうもありがとうございました。百点満点

にすると結構低い点だったので、まあそれぞ

れ各知事から背景を聞きますと、なるほどと

いう形でお分かりいただけたかな、という気

がいたします。ある意味で地方の悲鳴にも似

たようなご発言もありました。皆さんのお話

を総合しますと、地方分権はまだ道半ばとい

うご発言がかなりあったかと思います。徒労

感というお話もありました。地方分権という

のが非常に声高に叫ばれながら、財源或は税

源移譲がなぜ進まないのか、それから国の関

与や義務付けがなぜ多いのか、お話いただけ

ればと思います。神田知事どうぞ。 
 

（神田知事） 
第 1 次分権改革、とりわけ三位一体改革の
時に、猛烈な、猛烈な省庁の抵抗を我々目の

当たりにしました。明治以来のシステムと制

度、これを動かすということは、いかに難し

いのか、ということを考えました。こうした

抵抗に、こちらも「戦う知事会」ということ

で結束をし、従来の知事会とは性格を変え、

本当に文字通り「戦う知事会」として活動を

してきたわけでありますが、なかなか長いそ

のシステム、また体質を変えるまでには至ら

なかったわけでありますが、しかし先ほど、

こちらの知事さん方のお話のとおり、大分見

えてまいりました。それからどこがポイント

かも分かった気がいたします。これからも容

易ではないと思いますけれども、やはり我々

は今まで失敗を重ね、あるいは学び、学習し

たことはたくさんございますので、もう少し

効果的に、あるいはより効率的に二期改革を

進めていかなければいけないのかな、とそん

な風に思います。 
 

（田川氏） 
ありがとうございました。今の神田知事に

続きましてどなたか。では、井戸知事。 
 

（井戸知事） 
私はですね、これからの 21世紀における国、
日本国というのはどう考えていくのか、とい

う議論が少なすぎる、と言う風に思っていま

す。20世紀というのはどういう時代だったか、
特に戦後社会は、物が不足する社会だったで

す。物が不足する社会だからサプライサイダ

ー、サプライサイドの価値が重要だった。つ

まり、大量生産していかなければならなかっ

たんです。すると効率というのが社会原理に

なんですね。効率よく大量生産していくため

には、画一性とか標準とか、ヘッドクォータ

ー、一つの方がいい、というような選択が取

られた。ところが、21世紀になったら成熟社
会というような、ものが充実している社会、

質が問われる社会になってきていますから、

社会原理は、効率でなく選択なんですね。自

分で選べる、自分にふさわしいものを求める。

だからデマンドサイドの価値が優先する社会

なんですね。そうすると個性とか、多種多様

性を重視するのが分権型社会ですね。つまり

判断がたくさんあっていいわけなんです。１

つでなくて、いっぱいあっていい。松下さん

の言われたドメイン制も、きっとそういうこ
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とにつながると思いますが、そういう 21世紀
型の日本の社会のあり方を、どう作っていっ

たらいいのか、というのはあまり議論されな

くて、なんとなく国と地方との権限争いみた

いな次元で捉えられてしまっているんじゃな

いか。住民の皆さんから見て何がどう変わる

んだろうというふうに、なかなか理解できな

い。私が言いたいのは、我々が我々に相応し

いことを決めていけるようにしようじゃない

か、その事がかえって世界中がグローバル化

した社会の中で、生き残れる道なんだ、とい

うことを皆が認識しあうことが非常に大切な

んではないかなと考えます。あとは作戦とし

て、戦略として、神田知事がいわれたように、

国と地方との間で戦っていこうという基本的

な姿勢、理解が必要なんではないかな、と私

は思います。 
 

（田川氏） 
ありがとうございます。では、潮谷知事。 
 

（潮谷知事） 
地方分権が進まなかった理由として神田知

事が言われましたように、各省庁の抵抗がも

のすごく強かったということ、それともう一

つは、今何が行われているのか、という県民

の皆様たちの認識を高めることを行政がやら

なかったというようなことがあるような気が

します。国民に直接関わりない、単に行政内

でやりとりをやっている、こんな認識で留ま

っていた。それから六団体の中にも、なかな

か議論を交し合っていくというような場面が

非常に少なかったんではないか。熊本県の場

合は議会と一緒になりながら、六団体と連携

して声を上げていき、国会に選出されている

議員の方々、ここに地方の声を寄せていくと

いうことを、熊本県は議会と一緒になりなが

らやっていたわけですけれども、それでも県

民の皆様には、今何が行われているか、とい

うことが見えてなかったという気がいたしま

す。 
そして二期目を迎え、私たちにとって、こ

の市民社会が成熟をしていくということが、

ものすごく大事になってきていると思います。

基礎自治体、つまり市町村の行政が、今私た

ちの生活とどのように結んでいっているか、

そういう目を一人ひとりが持っていく、この

ことが 21 世紀の成熟した社会にもつながっ
ていくと思います。そういったプロセスが一

期目の中では非常に弱かったんではないか、

と思っておりますので、２期目に関しまして

は、国と地方の役割分担、そして県民の皆様

達にやっている中身が見える、こういったこ

とが非常に大事なんじゃないかと思います。

名古屋で今相撲が始まっていますが、神田知

事がそれにふさわしく、今はがっぷり四つだ

と、こう表現されました。私はそれを聞いて、

私たちもがっぷり四つの中で、地方がうっち

ゃっていくくらいの気持ちで頑張っていきた

いな、と思っています。以上です。 
 

（田川氏） 
ありがとうございます。では嘉田知事。 
 

（嘉田知事） 
はい、皆様のまとめといいますか、同じこ

とを考えておりました。１つはですね、私１

年前に知事になった時に、それまでの住民と

しての自分と知事としての自分の間に、すご

いギャップがあったんです。その１つが分権

改革の問題でした。本当に住民が知らされて

なかったんです、住民として。ですから、何

で財政難なんだ、なんでこんななってるんだ、

ということを住民として知らなかったがゆえ

に、昨年からずっと県と国、いわば雲の上で

喧嘩しているのではなくて、自分たちの行政

サービスはこの分権改革の中でどう変わるの

か、先ほどの農業の土地改良の話もあります

し、治水のダムの話もありますし、あるいは

先ほどの皆さんが言っていらしたような福祉

の現場の話、本当に保育園一つつくるのも独

自の地域の事情が反映できないんですよと、

これは何故なのかいうと、厚生省からこうい

う通達があるということで、１つずつ自分た

ちの行政サービスの仕組みを丁寧に住民の皆

さんに説明する、その中で、より分権化され

て現場に近いところで意思決定できて、お金

の采配ができたなら、こんなにいいことなの

だ、ということを具体で示していくことが大

事だろう。そのとき大事なのはマスコミさん

を味方にするということだろうと思います。

ですから、住民の皆さんに知っていただき、

マスコミの皆さんに理解していただく、その

いわば解説者に知事あるいは首長はなるべき
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だ。本日こういう会合をなさった、まさに潮

谷知事の裁量だろうと、改めて今日のこのよ

うな会合に対して感謝する次第です。滋賀で

も同じようにやらなければな、と思わせてい

ただいております。もう一つは、大変中央官

僚の抵抗が大きく、これは明治レジーム、ま

さに明治中央集権以降、隅々まで張り巡らさ

れて、それは単にルールではなくて、心の中

まで染み付いているんです。心の中まで親方

日の丸、上から命令されたことをやってたら

楽なんだ、と。ここを内発的に、自分たちが

決めて、自分達でやることが、結局自分たち

の幸せに繋がるという、まさに住民自治、そ

ういうところからくみ上げていく、その精神

の復権というのでしょうか、そこも大変大事

だと思っています。 
 

（田川氏） 
どうもありがとうございました。いろんな

各知事からのお話を伺いましたけれども、分

権社会を確立するための課題、問題点という

のが浮き彫りになってきたかと思います。現

状を改革するために、じゃあ何をしたらいい

のか、ということだと思います。思いきって

日本の統治システムを大きく変える、という

ことで分権を推進するのだ、というような声

もたくさん聞かれます。自民党のマニフェス

トには、道州制の導入が明記されております。

一方では国や経済界では道州制を導入すべき

だ、という論調が多くなっております。地方

分権と道州制という絡みから、各知事からも

切実な声として出てきましたが、地方分権を

推進するものでなければならない、というこ

となのですが、仮に道州制となりますと、我々

国民一人一人に大きく影響する、国民生活あ

るいは国民的な文化、いろんな形で大きな影

響を及ぼしてくると思います。そういう意味

で、道州制について私たちは非常に注目して

いかなければならないんですけれども、我々

は道州制論議の中でどんな点に注目していけ

ばいいのか、ということではないかと思いま

す。国民生活への影響を絡めながら、あるい

は分権自治という観点から、道州制について

の話をいただきたいと思います。つまり道州

制は地方分権、地方自治の切り札になりうる

のか、今はその時期なのか、ということです。

それではまず、神田知事からお願いします。

だいたいお一人３分程度でお話をお願いしま

す。 
 

（神田知事） 
私は、道州制を推進する立場なんですが、

まず誤解の無いようにお断りをしますけれど

も、複数の都道府県が合併してちょっと面積

が大きくなるというような道州制は考えてお

りません。やはり制度として、国と地方の質

的な変化がなければ意味がないと思っており

ます。それが前提です。それから、どのよう

な道州制の姿を目的にするか、ということで

すが、先ほど松下さん、いい例をお話になり

ましたね。もう会社の中で取り組んでおられ

ること、そのものだと思います。小から大じ

ゃなくて、大から小だというお話がありまし

た。それを聞いておりまして私思い出しまし

たのは、国鉄ですね、あれを民営化するとき

に、一つとしての民営会社ではなくて、ブロ

ックごとに分割しました。もう 20年経ちます。
サービスが良くなった、利益を上げている、

いろんな意味で劇的に変わりました。あれも

イメージとして皆様方に入りやすいのではな

いでしょうか。それから、道州制を考える場

合にもう一つ重要なことは、護送船団方式か

らの脱却ということに、私は尽きるのではな

いかと思いますね。金融機関が再編・統合さ

れたわけでありますけれども、国際的な金融

の自由化に立ち遅れて、もうどうにもならな

いところまで行ったのが、今息を吹き返した。

これから人口が減ります。50年後には、今か
ら 4,000 万人減ると言われているんです。そ
の 4,000 万人で活力をどう維持するのか。グ
ローバル化が進んでですね、世界はどんどん

競争激化しています。こういうときに基礎的

な自治体や都道府県が今のままでいいのか。

もう少し大括り、先ほど松下さんがおっしゃ

ったように、大括りの中で力も活力も持って、

これから社会、世界の中で大きく羽ばたくき

っかけにしなければならないと思っておりま

す。時間を守りますので、この程度でとりあ

えず。 
 

（田川氏） 
ありがとうございます。では嘉田知事、お

ねがいします。 
 

 95



 

（井戸知事） （嘉田知事） 
私は 47都道府県知事の中で唯一、道州制反
対と掲げている一人ですから、反対論を打た

ないといけないのですが、今年 1 月に知事会
において道州制に関する基本的考え方をまと

めました。その基本的条件を全てクリアされ

るならば、私も道州制という踏み切りに、あ

くまで反対する気はないのですが、この基本

的条件をクリアはなかなかできないだろう。

中央省庁は権限をそんな簡単に手放すだろう

か、という疑問があります。三位一体改革で

一番参りましたのは、中央省庁の自分の持っ

ている権限への執着心がいかに強いか。同じ

ように国会議員さんの権能縮小にもつながる

んですね。法律、立法権も縮小される訳です

よ。国会議員だって、そういうふうに思って

いる人はほとんどいないですね。自分の権限

がなくなっちゃう、なんて人はほとんどいな

い。ということは、権限を無くそうと思って

いない訳です。道州制を、どういう次元で考

えているか、というと行政改革、つまり、近

畿で言えば２府４県を１つにすれば、総務部

も１つで済むので、職員もだいぶ減らせるだ

ろう、という行政改革的発想。あるいは、合

併の発想が基本にあるからではないかな、と

私は基本的に反対なんですね。自民党が道州

制について中間とりまとめを行いました。道

州制の議論というのは、先ほどの松下幸之助

さんの議論展開でありますように、国のあり

方なり、国の形の問題なんですね。国の形、

あり方を変えようという話でなければいけな

いんですが、国のあり方については何も書い

てないんです。道州制下における地方の体制

についてはいっぱい書いてあるんですが、国

がどう変わるかイメージゼロなんですよ。権

限を、国の権限は通貨だとか国防だとか外交

に限定しますとだけ書いてある。じゃあどう

なるんですか、厚生労働省をやめるんですね、

とか、国土交通省やめるんですね、こういう

法律は直すんですね、国会もこれだけ縮小す

るんですね、という道州のイメージと、パラ

レルに国のイメージが出てこなければいけな

い。それではじめて、ようやく道州制の議論

が遡上に上がるんです。がっぷり四つに取れ

るんです。今は全然、自分だけ１人、道州だ

け土俵にあげておいて、傍で見物している。

そして、お前の相撲の取り方が悪い、悪い、

はい、私は道州制、基本的にまだ時期早尚

だと思っております。その理由は、まさに現

場に近いところで、21世紀型の地方自治を作
り上げていくための分権、そして権限移譲が

なされていない。それが第一期改革の教訓で

ございますので、分権、現場移譲がしっかり

なされるということが見えてきて、先ほど松

下さんの例で行きますと、ドメインが権限を

移譲され、ドメインが意思決定できるという、

それぞれの暮らしに一番近いところのユニッ

トの自立性が見えてきて、その後、それぞれ

のユニットをどう括ったらいいのか、という

議論になるのがスムーズだろう、と。最初に

道州制ありきというのは時期早尚だと思いま

す。その背景には、遠いルール、遠いところ

で誰かが決めて誰かが運営するということで、

この 100 年、あるいは戦後 60 年やってきた
んですが、その制度疲労が今の大きな問題に

なっているわけですから、これを近いルール

にする、そういう形での自治の仕組みをしっ

かりまず作る。その上で、次の括りを考える、

ということが大切だと思っています。その時

に関西でいきますと、例えば、関西州２府４

県でオランダを上回るほどの規模ですね。そ

うすると関西でオランダを上回る、それは単

なる自治体なのか、国の法律と権限を残した

ままで単なる自治体なのか、やはり多極分散

構造の国の形を作るならば、もし道州制にす

るならば、それはまさに政府としてフェデラ

ルな連邦制のような形を作ることも、あるい

はそれ以外無いのではないか、というふうな

ことを考えております。そういった意味では

神田知事の考えに近いのですけれども。とに

かくまだまだそこに行くには時期早尚。そし

て何よりも住民の皆さん、そしてマスコミの

皆さんにもこの議論を知っていただく。自分

たちの暮らしの中の、或はサービスがどう税

金の中で作り上げられているのか、という具

体のところを知っていただく。まさにコミュ

ニケーション、対話のところが、これからし

ばらくのところは大事だろうと思います。 
 

（田川氏） 
ありがとうございました。じゃあ次は井戸

知事、お願いします。 
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と言っている。そういう印象でしかない。そ

れで本当の国の形、国のあり方を変えられる

んでしょうか、ということを申し上げたい。

細かい話はたくさんあるんですよ。それから

地方自治の本旨ということから考えた時に、

道州というレベルは、地方自治体と言えるん

だろうか、というふうにも考えますしね。そ

れからもう１つは、国の出先機関を道州に吸

収したとき、中央省庁の権限がそのままに道

州に監督、指揮が及ぶならば、47コントロー
ルするよりも、９～10コントロールする方が、
よっぽどコントロールしやすいですよね。そ

うすれば、さらに中央集権を進めることにつ

ながります。しかし、このような疑問点や課

題に対して自民党の中間とりまとめは何にも

答えられない。あるいは答えていない。加え

て、道州制というのを踏み絵にして、踏んだ

途端に、国の事務をどんどんあげますよと言

っておきながら、あげない、と手のひらを返

すのが、今までの国のやり方なんですね。だ

から、道州制を導入するならば、権限と財源

の移譲を一体的にやらなければならない。道

州制を導入するというと、国の分割法案、道

州制法案を一体的に審議して制度化しないと

いけないのですが、今はそんな発想ないです

よね。どうもきれいに書いてある。道州のこ

とだけ。国の側については、何も傷がつかな

い。地方支分部局ような、まあ手を焼いてい

るようなところの分だけ、地方で取ってくだ

さい、というような発想では、道州制という

のは本格的議論にならないのではないか。ち

なみに、兵庫県はデンマークぐらいの規模な

んですね。松下幸之助さんの言に従えば、独

立国になったらもっと発展するということに

なるかもしれません。これは蛇足でした。お

手元に、私の主張を整理した資料を入れてお

りますので、どうぞあとでお読みください。

疑問点を並べて書かせて頂いております。 
 

（田川氏） 
どうもありがとうございます。では潮谷知

事。 
 

（潮谷知事） 
九州知事会は、道州制を大きな課題に掲げ

て、これに向って経済界共々にやっていこう

と、こういう姿勢の中にあります。私も道州

制は、きちっと考えていかなければならない

というふうに思っております。ひとつは、道

州制につきましては前提条件ももちろんあり

ますけれども、道州制担当大臣が国において

設置をされたということ、その中で３年以内

に道州制にかかるビジョンを出すと、こうい

うことを言っているわけです。私はむしろ、

これまでの国の姿勢のあり方を考えてまいり

ますと、積極的に私ども知事会の方から道州

制のあるべき姿、これに向って提言をしてい

くということをやっていく必要があるのでは

ないか。気が付いてみれば、国にとって都合

の良いような形での道州制が出来上がってき

たら、大変なことになる。それからまた一方

で言われますように、道州制というのは、決

して行財政改革の手段であってはならないと

いうことは当然です。そして、さらに 120年
にわたる統治システムを、私達は道州制によ

って変えていこうとしているわけですから、

課題は何か、という課題整理と役割分担、こ

れはきちっとやっていかなければならない。

まさに松下さんのお話を伺うと、スピード感

を持って迅速にこの問題に対して考えていく

ということが大切です。 
それから、先ほど松下さんが言われました

ように、成功の鍵はドメイン、大から小にと

いう発想は、基礎自治体がしっかりしなけれ

ば、これは駄目なんですね。道州制というの

は、まさに基礎自治体と国という二層式の中

で整理されていくわけですので、基礎自治体

の市町村が本当に権限あるいは財源、そして

地方の中にあるニーズ、これを吸い上げてい

く、というような視点を持ちうることが、私

は大変大事になってくると思っております。

行政システムの再構築という一大改革、その

認識に立って、私は道州制はやってかなけれ

ばならない、と思います。ただ、これはアン

ケート調査、経済広報センターが意識調査を

やっております。九州・沖縄、ここは他県に

比べて道州制の意識が高い、というふうに位

置付けられておりますけれど、県民の皆様達

からすると、道州制というのは、どこかとど

こかが一緒になって、というような区分けみ

たいな感覚をお持ちの方が非常にございます。

やはり道州制とは、県民の皆様を巻き込んで、

私どもは国に対してのしっかりとした提言を

出していくという、そういう県民に判断して
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いただける情報を出していくことが、非常に

大事ではないか。実は今日のシンポジウムも、

そうしたことで、知事たち自身が道州制に関

しては多様な意見の中にある、というような

ことを感じ取っていただくことも大事ではな

いかと思いまして、私は今日のシンポジウム

の中に、是非道州制をというお願いをしたと

ころでございました。 
 

（田川氏） 
どうもありがとうございました。 
 

（神田知事） 
先ほどお話しました通り、道州制というの

は、究極は、地方が生き生きと自己決定でき

るための目標に向かなければいけないと思っ

ております。それは、こちらにいる知事は、

賛成・反対とは言いながらも、共通の問題で

す。私は、今日松下電器産業さんがいらっし

ゃるから、この例がいいかどうかちょっと分

からないんですけれども、昔コンピュータは

こんなに大きかったですね、一部屋取るくら

い。技術革新や様々な要因で、グッと小さく

なって、私どもが一人一台パソコンというよ

うな時代になりました。更にあのノートパソ

コンを小さくできるかと言えば、キーボード

が必要ですので、指の大きさが限られている

以上は、あれ以上小さくなりませんね。なら

ないのが携帯と結びつきましたね。つまり、

どこかで新しい発想と新しい技術が結びつか

ないと、次の飛躍はないと思っているんです

が、地方分権も省庁の抵抗が大変強い。なか

なか権限移譲は遅々として進まない。しかし

それは頑張ってやっていかなければなりませ

んけれども、アプローチの仕方を変えよう、

新しい発想でやろう、というのは、私は道州

制の議論であり、また憲法改正議論であると

思うんです。これも同時進行でどんどんやっ

て、実現に向けて進めていくことが、地方分

権にも必ずつながる、相乗効果があると、そ

のような認識でございます。以上です。 
 

（田川氏） 
どうもありがとうございました。お話を聞

きまして、最終的には道州制というのは、井

戸知事もあるべき姿だと捉えられております

けれども、問題は進め方といいますか、そこ

が非常に大事なところではないかと思います。

つまり、この 5年 10年で進めるのか、あるい
は地方分権を進めながら 20 年後くらいに実
現すべきなのか、その点について、ほとんど

時間が残っておりませんけれども、お話をい

ただければありがたいのですが。 
 

（神田知事） 
先ほど松下幸之助さんが 40 年前にああい

うお話をされております。40 年経って現在、
さらにこれから将来をどう展望するか、であ

りますけれども、私は、もっと社会の動きは

早いと思っております。ヨーロッパに EU が
できました。27くらいの国が参加しておりま
す。そのうち半分くらいが通貨を統一しまし

た。どんどん社会が変わっている中で、あの

ヨーロッパは州にどんどん権限を下ろしてい

っています。その典型はイタリアなんかそう

ですね。ですから私は、やっぱり大きな潮流、

トレンドは、そちらの方に動いていると思い

ますので、10 年 20 年というようなことを考
えると、また 50年くらい先になっちゃうんじ
ゃないでしょうか。だからもっと近い将来を

にらみながら議論することが必要だと思いま

すね。 
 

（田川氏） 
ありがとうございます。続いてどなたでも

結構です。 
 

（嘉田知事） 
私は逆に、遠い将来だと思っております。

たぶん井戸知事の次に反対の意思だと思って

いますが、つまり、地方分権型でない道州制

は、国民にとって幸せはないと思っているも

のですから、まず国の形、全体をイメージし

ながら地方分権型をきっちりと作り上げてい

く。そのために今の流れを見ますと、特に中

央省庁などの流れを見ますと、そう簡単では

ない、と。そして簡単ではなくても経済界は

どんどん動いてしまっているので、どう言う

んでしょうか、ここ 5年 10年で動かなければ
いけないと思いながらも、もっときっちりと

国民の中に或はそれぞれの行政サービス、受

益と負担の形も含めて、どう国と行政を作っ

ていくのかという意識が成熟するのを待つと

いう意味でも、あまり急ぐべきではないと思
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っております。 
 

（田川氏） 
ありがとうございました。それでは井戸知

事お願いします。 
 

（井戸知事） 
今やるべきことは何なのかというと、やっ

ぱり第二期改革ををきちっとやっていくこと

ですね。国と地方の事務配分原則をきちっと

打ち立てて、再配分していかないといけない。

道州制ではなくとも、現行の都道府県、市町

村制度でも十分受け皿と成りうるわけですか

ら、国が握っている権限をどのような方法で、

地方に移譲させるのか、というそういう視点

で、もっと議論を詰めていく必要がある、追

い込んでいく必要がある、このように思いま

す。それと、先ほどもちょっと触れましたが、

国の関与とか権限をどう見直すか、というこ

とと、規制をどうさせないようにしていくか。

例えば、国の権限制限法みたいなものを、逆

に提言していかないといけないんじゃないか

と思います。それから、今、我々が苦しめら

れているのは、やはり財源です。税財政能力

を高めさせてもらわないと困る、ということ

ですね。関西では実を言いますと、広域行政

について現実的な対応をしようと、県同士の

広域連合を目指してつくっていこうではない

か。そのために、例えば３空港は一元管理す

るとか、港湾も大阪湾の港湾を一元管理する

とか、或いは広域観光だとか、試験研究機関

だとか、防災とか。東南海・南海地震も、30
年くらいのうちにおこるということが考えら

れていますから。こういう広域的な共同事業

を処理する機関をつくりあげて、道州制でな

きゃ本当にいけないの、という問いかけを

我々はまずしていこうと、もうすでに具体的

な検討に入っているということを紹介させて

いただきたいと思います。 
 

（田川氏） 
ありがとうございます。では潮谷知事、お

願いします。 
 

（潮谷知事） 
一つは、分権型社会を実現していくという

ことは、不退転の決意でやっていかなければ

ならないと思いますし、道州制は、その分権

型社会を実現するということとの織り成しの

中であるということ、これはもう間違いのな

い事実だと思います。ただ第一期の分権改革

を見ておりますと、皆さまご承知の通り、地

方に対して非常に厳しいものがありました。

決して私たちが目指す、分権社会の県民ニー

ズを吸い上げて、豊かに県政を実現していく

ということとは、程遠いところの中にあった、

ということは事実です。しかし国の分権社会

という動きの中で、この道州制に対してのス

ピードは、先ほど申しましたように、非常に

早い。そしてその一方の中で、県民の意識と

基礎自治体の意識は、やや鈍い。これが、私

たちが第一期目の中で経験したことでありま

すので、それを期間として見たときに、３年

以内とか５年以内とか、あるいは遠いとか早

いとか、どこにかかってくるか。まさに私は、

市民社会の一人ひとりが、分権社会をどのよ

うに実現すれば、自分たちにとって住みやす

い社会になっていくのか、その姿勢とこの道

州制導入の期間というのは、関係しているの

ではないか、と思っております。是非、この

シンポジウムをひとつのきっかけとして、道

州制に対して、私ども行政も情報の資料を提

供して参りますので、国の中で行われている

論議ということではなくて、私たちの生活の

中に分権という社会の姿があり、道州制があ

るというこういう感覚の中でお捉えいただき

まして、是非そのスピードが、国から出され

たときに「あっ、しまった」というような形

にならないような、主権に基づく形での実現

を願っていきたいと思います。以上です。 
 

（田川氏） 
ありがとうございました。時間がなくなっ

てきましたが、もう１点聞きたいと思います。

仮に道州制が導入されますと、九州は沖縄を

除いて、１つの州になります。120 年間、廃
藩置県でそれぞれの県が置かれて、そこには

住民の生活、暮らし、産業がすべてそれを基

礎にしてこれまで成り立ってきました。そこ

に文化もあり、いわゆる共同体意識というの

がありますけれども、果たして道州制になっ

たときに、それがどう変化していくか、とい

のが私個人としても、非常に不安です。道州

制が導入された時に、共同体意識はどうなる
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かという点について、知事からご発言をいた

だければありがたいですが。では、神田知事

どうぞ。 
 

（神田知事） 
道州という大きなエリアで物事が進められ

ることによって、地域との密着性やかかわり

が薄くなるのを心配するのは、私も一緒です。

道州は、基本的に基礎自治体にしっかりと権

限などをゆだねるということが前提です。こ

れなくして、道州制が一人歩きできるはずが

ありません。従って都道府県から市町村への

財源や権限の移譲はしっかりやることが前提

です。しかしそれにしても、県レベルで３つ

４つが一つになる、これはとてもじゃないけ

れども、という意見は当然あると思います。

私はですね、道州内分権ということもやっぱ

り考えていく必要があるだろうと思っており

ます。道州の中での組織運営の中でも、道州

内分権をきちんと受け皿として考えないと、

住民サービスその他諸々の行政運営に支障を

来たすのではないかと思います。では、どう

いう単位がいいんだろうか。基本は経済とか

文化とか、歴史的なものの一体性が必要であ

りますので、今日の議論ではありませんけれ

ども、昔の国ですね、これがやはり歴史的に

も文化的にも、それからその後の生活圏とし

ても、いまだにまだ生きていると思います。

こういったものを１つのメルクマールにして、

道州内分権をやったらどうだろう、と。これ

は詳しく言うと、時間がかかりますけれども、

おぼろげながらそんなことを考えています。 
 

（田川氏） 
ありがとうございます。では、嘉田知事お

願いします。 
 

（嘉田知事） 
先ほど兵庫は五つの国からなっている、滋

賀県は近江という国１つでございました。こ

れは律令の時代から 1400年近くです。しかも
琵琶湖に入る水の９割以上が近江一帯でござ

います。つまり水系としても、また文化とし

ても近江八景、近江牛、近江商人、まさに肥

後もっこすのような形でですね、文化の中心、

あるいはイメージそのものが 1000 年以上あ
ったのですから、これは簡単に消えるもので

もないし、消すべきではない、ということか

ら、もし道州のことを考えるならば、政治な

り文化のシステムとのいわば役割分担のよう

なことも含めた形で、今の県、あるいは律令

の時代からの国の文化の仕組み、それが皆さ

んの自信・誇りに繋がるわけです。それは絶

対に消すことはできないと思っております。

そんなところから、繰り返しになりますが、

道州制を今の都道府県を外す形での道州制と

いうのは時期早尚であるし、議論としても未

成熟だと、再度申し上げたいと思います。 
 

（田川氏） 
ありがとうございました。では、井戸知事

お願いします。 
 

（井戸知事） 
先ほどの松下幸之助さんの弁に沿えば、「大

を小にする」という基本方針がなくてはいけ

ない。21世紀はどういう時代かと言うと、先
ほども言いましたように、日本は、物が充足

している社会だとすると、人々の志だとか生

活姿勢が実現されるような仕組みを、日本の

国の中で作っていかなければならない。国を

道州に分けようという発想で道州が議論され

るならば、それはそれで、ひとつの選択だと

思いますが、現状は都道府県を道州にしてい

こうという発想ですからね。これは逆転して

いるんではないかと思います。先ほども触れ

ましたように、国のあり方だとか国のイメー

ジというのが、なにも出てきていない。これ

は最大の問題点です。それと神田知事もおっ

しゃいましたように、道州内で、例えば近畿

を考えますと、大阪、京都、滋賀、兵庫、全

然違いますよね。これだけ違っているところ

をどこかで一元的に支配しようとするのは無

理ですね。そうなると、となると府県ごとに

駐在所がいる。すると駐在所はどのような位

置づけになるのでしょうか。ですから、松下

さんがおっしゃる、置州簡県とかいう発想で

ないと、きっとうまくいかないだろうと思い

ますね。それと、もう１つ言わせていただき

ますと、高校野球はどうするのかな。予選が

始まったと思いますけれども、来年は高校野

球も 90 周年になりますね。90 周年で打ち止
めでなくて、やっぱり 100年以上保たなけれ
ばいけないのではないか。これはちょっと冗
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談ではありますが。それともう１つ大事な点

は、政令市です。先ほどの松下さんの話では

横浜市の中田市長を誉めてましたが、横浜市

は市ですか、360 万人ですよ。１つの大きい
青葉区なんて人口 30 万人ですよ。30 万人の
区長を中田市長は任命している。私たちの経

験からすると阪神・淡路大震災のような危機

のとき、住民から選挙で選ばれていない区長

から命令されたとして住民は従うでしょうか。

我々は言うことを聞けますか、ということを

考えたときにも、もう政令市というのは基礎

自治体とは、とても言えない。政令市は要は

第二府県ですよね。市町村合併を進め全ての

市町村を第二府県にして、それを基礎自治体

だと考えて、それで府県はいらないとおっし

ゃるなら、これはひとつの国の形の選択かも

知れませんけれども。そういうのを求められ

ているともいえないのではないか。そういう

意味で基礎自治体というのは何なのか、とい

う議論もあわせて十分に詰めていかなければ

ならないし、現に非常に小さな、兵庫県には

もう１万以下の自治体はないんですけれども、

非常に小さな市町村と 360万の横浜市みたい
なものを基礎自治体と一緒に扱うことができ

るだろうか。この議論もきちっと進めた上で

ないと、道州制というのは、なかなか本格的

な議論にはなりにくいのではないでしょうか、

というのが私の疑問です。知事会としては、

いろんな基準を定めました。このハードルを

乗り越えていただくような議論を展開して欲

しいな、とこのように思っております。ハー

ドルを乗り越えられますかね。 
 

（田川氏） 
ありがとうございました。それでは潮谷知

事、最後にお願いします。 
 

（潮谷知事） 
井戸知事がおっしゃっていることは、もっ

ともなことだと思うんです。ただ、スピード

感というところでは、違うのかなという感じ

がするんです。やはり私たちは、道州制の役

割、国との役割、基礎自治体との役割といっ

た部分は、本当につめていかなければなりま

せんし、あるいは市町村との関係の中で、井

戸知事も触れられたんですけれども、小規模

町村、こういったところが道州制と言う風に

なったときに、どんな役割が求められていく

のか、役割を担いきれるのか、といったよう

な論議、さらには伝統文化を含んで、住民自

治をどのように担保していくのか、といった

課題は、道州制を考えていくときに浮かんで

くると思います。ですから、井戸知事はこう

いう課題認識をお持ちになりながら、なかな

かすぐは実現できないんではないか、という

むしろ否定的なご意見ですが、やはり課題を

整理することによって、私たちはスピード感

を持って、道州制に向かっていくべきではな

いかと思います。今九州の中の知事会は、お

互い同士の政策連合をやっておりまして、産

廃の問題、あるいは水産高校の練習生の問題、

あるいは森づくり税の問題の学びなど、まず

個別的に政策連合でやれるところからやって

いこうということで、九州モデルという形で

取組みを進めているところです。私は今、皆

さんの意見を聞いていて、道州制に関わる懸

念材料は、皆さん共通している。しかし、こ

れを長期でやっていくのか、短期でやってい

くのか、そういった違いがあるのかな、と感

じたところでした。以上です。 
 

（田川氏） 
ありがとうございました。実は道州制につ

いては、政府の地方制度調査会で論議されて

きました。数年前に熊本で地方制度調査会の

ヒアリングがあり、潮谷知事、それから私も

出席しました。そこで私が申しましたのは、

道州制をなぜ地方制度調査会が行うのかとい

うことでした。この国の制度を大きく変える

のに、地方制度調査会という調査会自体のあ

り方、国の姿勢がおかしいのではないか、と

申し上げた訳です。井戸知事がおっしゃいま

したけれども、21世紀に日本はどうあるべき
なのかということについて、今参議院選挙を

前にして、いろんなところで各党首話してい

ますけれども、全く見えてきません。それが

非常に寂しい感じだとも思います。時間にな

りました。本当に各知事からは真剣な議論、

それから思い切った話もいただきました。お

かげ様で本当に有意義なシンポジウムになっ

たと思います。もっともっと議論を進めたい

ところでございますが、ここでまとめさせて

いただきたいと思います。明治以来 120年続
いてきました中央集権のシステムに多くの弊
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害が出てきておりました。その一方で、地方

は財政も逼迫する中で、必死な努力を展開し

ています。真の分権社会を構築することは、

この国を、そして地方を元気にすることだと

思います。とはいえ、今大きくクローズアッ

プされてきました道州制の問題は、大変大き

な問題で、課題もまだいっぱいある、という

ことが、先ほど４名の知事のご発言の中でも

我々に示していただいたと思います。先日、

九州電力の松尾会長とお話ししましたときに、

「今、道州制論議で触れていない部分があり

ますね」、とおっしゃいました。つまり、「制

度論とか、どことどこを結びつけて１つのブ

ロックにするか、という話ばっかりで、いわ

ゆる道州制を導入しようというという原点が

まったく忘れられているのが気がかりだよ」

と言われたのでした。それは先ほど言われま

した 21 世紀の日本の国のあり方がどうなる
か、というところが抜けているということと、

ぴったり一致するのかなと思います。ややも

しますと、国の都合で権限移譲や行財政改革、

そして財政再建の手段として、道州制が使わ

れ兼ねないという恐れもあると思います。要

は主権者であります我々国民にとって、どう

いう制度が本当にいいのかという１点に尽き

ます。本日ご出席の皆様には、道州制に、あ

るいは地方分権改革について、本当に長時間

でございましたけれども、真剣に聞いていた

だきまして本当にありがとうございます。ま

だまだ本当にいろいろな課題があると思いま

すけれども、この地方分権改革を私たち一人

一人の問題として捉えながら、今後の全国知

事会の働きに期待をして、このシンポジウム

を終りたいと思います。どうも本日は長時間

に渡り、ありがとうございました。 
                              

（終了） 



 

●会場アンケート（調査票） 

 

 
 名名城城所所在在地地知知事事シシンンポポジジウウムム  会会場場アアンンケケーートト  

本日は、熊本城築城 400年記念名城所在地知事シンポジウム「これからの分権と自治を語る」にご来
場いただき、誠にありがとうございました。今後のシンポジウム開催や政策展開の参考にしたいと考え

ておりますので、アンケートにご協力お願いいたします。 
 
１．シンポジウムの開催について、何を通じてお知りになりましたか？（あてはまるものすべてに○） 

１．友人・知人から聞いて      ２．会社や仕事の関係で聞いて   ３．県の広報紙を見て 

４．ちらし・ポスターを見て     ５．新聞や雑誌で         ６．テレビやラジオのニュースで

７．県のホームページで ８．県のホームページ以外のインターネットで 

９．その他（                             ） 

 

２．シンポジウムでの発言や議論の中で、特に印象に残ったことをお聞かせください。 

 

 

３．シンポジウムでの発言や議論を聞いて、地方分権についてどのような感想をお持ちになりましたか。 

（あてはまるものすべてに○） 

１．地方分権に対する理解が深まった         ２．地方分権に対する関心が高まった 

３．地方分権を身近なこととして感じられた      ４．地方分権の具体的なイメージを把握できた 

５．その他（                                    ） 

 

４．シンポジウムでの発言や議論を聞いて、道州制についてどのような感想をお持ちになりましたか。 

（あてはまるものすべてに○） 

１．道州制に対する理解が深まった          ２．道州制に対する関心が高まった 

３．道州制を身近なこととして感じられた       ４．道州制の具体的なイメージを把握できた 

５．その他（                                    ） 

 

５．今後、地方分権・道州制に対する県民の皆さまの理解や議論を深めていくために、どのような方法で

情報提供をおこなっていくべきだと考えますか。（よいと思うものすべてに○） 

１．有識者を招いたシンポジウム         ２．行政職員による出前講座 

３．ちらし・パンフレット・広報紙による情報提供 ４．新聞・テレビ・ラジオでの情報提供 

５．インターネットでの情報提供 ６．その他（                    ）

 

●最後に、あなたご自身のことについて教えてください。 

お住まい １．熊本県内   ２．熊本県外  性別 １．男    ２．女 

年齢 １．20歳未満  ２．20代  ３．30代  ４．40代  ５．50代  ６．60代  ７．70代以上 

ご職業 

１．会社員    ２．自営業    ３．自由業    ４．公務員     ５．団体職員 

６．パートタイマー・アルバイト   ７．学生     ８．無職   

９．その他（                          ） 

＊ ＊ ＊ ご協力ありがとうございました。お席においてお帰りください。 ＊ ＊ ＊ 
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●会場アンケート（単純集計結果） 

（１）回答者の属性 
・ お住まいでは、94.9％が熊本県内在住であり、回答者のほとんどが熊本県民である。 
・ 年齢では、50代以上で４分の３を、60代以上で半数を占めており、回答者の年齢層は高
い。 

・ ご職業では、無職が 34.9％と最も多く、続いて公務員が 22.8％と続いている。 
 

 

【お住まい】                【性別】 

無回答

2.3%熊本県外

2.8%

熊本県内

94.9%

N＝215

男

58.1%
女

35.8%

無回答

6.0%

N＝215

 
【年齢】                  【ご職業】 

無回答

1.4%

70代以上

22.8%

60代

26.0%
50代

25.1%

40代

10.7%

30代

7.4%

20代

6.5%

N＝215

無回答

0.9%

会社員

10.2%
公務員

22.8%

自営業

6.0%

団体職員

7.9%

学生

3.7%

自由業

1.9%

その他

11.2%
無職

34.9%

N＝215

パートタイマー・

アルバイト

0.5％
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（２）シンポジウムの開催について知ったきっかけ 
・ シンポジウムの開催について知ったきっかけでは、「県の広報誌を見て」が 29.8％と最も
多く、次いで「会社や仕事の関係で聞いて」が 20.9％、「新聞や雑誌で」が 20.5％と続く。 

・ 一方で、「県のホームページで」が 5.6％と、インターネットによる情報提供は、シンポジ
ウムの広報にはあまりつながっていない。 
 

29.8

20.9

20.5

17.7

17.2

5.6

1.9

0.9

5.1

2.3

0 10 20 30 40

県の広報誌を見て

会社や仕事の関係で聞いて

新聞や雑誌で

友人・知人から聞いて

ちらし・ポスターを見て

県のホームページで

テレビやラジオのニュースで

県のホームページ以外のインターネットで

その他

無回答

（％）

N＝215

 
 

 

（３）地方分権についての感想 
・ シンポジウムでの発言・議論を聞いた上での、地方分権に対する感想では、「地方分権に

対する関心が高まった」が 45.1％と最も多い。次いで「地方分権に対する理解が深まった」
が 39.1％となっている。 

・ 一方で、「地方分権を身近なこととして感じられた」が 22.3％、「地方分権の具体的なイメ
ージを把握できた」が 19.1％と、他の項目に比べて少なく、今後、地方分権を住民に身近
なものとして伝えていくことが求められる。 
 

 
39.1

45.1

22.3

19.1

7.0

6.5

0 10 20 30 40 50

地方分権に対する理解が深まった

地方分権に対する関心が高まった

地方分権を身近なこととして感じられた

地方分権の具体的なイメージを把握できた

その他

無回答

（％）

N＝215
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（４）道州制についての感想 
・ シンポジウムでの発言・議論を聞いた上での、道州制に対する感想では、「道州制に対す

る関心が高まった」が 51.2％と最も多い。シンポジウムが、約半数の人に対して道州制へ
の関心を喚起することにつながっている。次いで「道州制に対する理解が深まった」が

34.9％と続いている。 
・ 一方で、「地方分権を身近なこととして感じられた」が 17.2％、「地方分権の具体的なイメ
ージを把握できた」が 14.0％と、地方分権と同様に他の項目に比べて少なく、今後、道州
制を住民に身近なものとして伝えていくことが求められる。 

 

34.9

51.2

17.2

14.0

9.3

5.6

0 10 20 30 40 50 60

道州制に対する理解が深まった

道州制に対する関心が高まった

道州制を身近なこととして感じられた

道州制の具体的なイメージを把握できた

その他

無回答

（％）

N＝215

 
 
 

（５）地方分権・道州制についての情報提供の方法 
・ 地方分権・道州制について理解を深めるための情報提供の方法としては、「新聞・テレビ・

ラジオでの情報提供」が 58.1％と最も多い。次いで「有識者を招いたシンポジウム」が 51.6％
と、今回のようなシンポジウムによる情報提供への支持も多い。 

・ 一方で、「インターネットでの情報提供」は 17.7％と、他の項目に比べて低い。 
 

58.1

51.6

32.6

32.6

17.7

5.1

3.7

0 10 20 30 40 50 60 70

新聞・テレビ・ラジオでの情報提供

有識者を招いたシンポジウム

行政職員による出前講座

ちらし・パンフレット・広報誌による情報提供

インターネットでの情報提供

その他

無回答

（％）

N＝215

 
 



 

 

 

 

 

 

道州制セミナー 

 



 

 



 

■道州制セミナーの記録 

●開催概要 

 
○開催日時 

  2008 年 1 月 25 日（金）13:30～ 

 

○場所 

  熊本市産業文化会館 7 階大ホール 

 

○プログラム 

13:30 開 会             

13:40 【基調講演】 

演 題：「地方分権と道州制」 

講 師：林宜嗣 

       関西学院大学経済学部教授 

             九州地域戦略会議第２次道州制検討委員会顧問 

15:10  ～休憩～ 

15:20 【講 演】 

演 題：「九州における道州制議論の動向」 

講 師：高木直人 

            （財）九州経済調査協会 調査研究部長 

15:50 【講 演】 

演 題：「熊本から見た道州制」 

講 師：大久保太郎 

              熊本経済同友会副代表幹事・国際部会長 

       フンドーダイ㈱社長 

16:20 【意見交換】 

16:40 閉 会 
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●講演録 

１．開会  

 
（司会） 

皆様、こんにちは。大変長らくお待たせい

たしました。ただいまから、「道州制セミナー」

を開催いたします。本日はセミナーにご参加

いただきましてありがとうございます。本日

のセミナーの司会進行を務めさせていただき

ます、熊本県企画課の早田と申します。どう

ぞよろしくお願いいたします。それでは、開

催にあたりまして、熊本県副知事、安田宏正

が御挨拶を申し上げます。 
 
（副知事） 

みなさんこんにちは。ご紹介をいただきま

した、熊本県副知事の安田でございます。本

来でございますと、潮谷知事がまいりまして、

ご挨拶を申し上げるところでありますが、用

務の都合で出席できませんでしたので、私の

方で知事の挨拶を代読させていただきます。 
本日は「道州制セミナー」を企画しました

ところ、寒気厳しい中に、多数の皆様に御参

加いただき、誠にありがとうございます。道

州制につきましては、近年話が活発となって

きていますが、議論の動向や制度的な中身に

ついてはあまり知られていないのではないで

しょうか。そもそも道州制は、日本のあり方

そのものを大きく変える改革として議論され

ており、現在の都道府県の形が確立した明治

21年から、120年後の現在に至るまで、何度
か議論が行われております。特に近年では、

一昨年の平成 18年 2月に、政府の地方制度調
査会から「道州制に関する答申」が発表され

て以来、政府においては道州制担当大臣が任

命され、昨年 1 月には「道州制ビジョン懇談
会」も設置され、道州制の道筋をつけるため

のビジョンの作成が進められており、国での

検討も本格化しています。また地方でも、昨

年 1 月には、全国知事会において「道州制に
関する基本的な考え方」をとりまとめたとこ

ろであり、九州でも、知事会と経済界で構成

する「九州地域戦略会議」のもとに「道州制

検討委員会」を設置して検討が行われるなど、

道州制を巡る議論が新たな時代に入ったと考

えております。道州制については賛否両論あ

りますが、人口減少、少子高齢化の進展、環

境問題など県域を越えた広域的な課題の増加

や、市町村合併による広域自治体の役割の見

直しなどを背景として、国の仕事は外交、防

衛、司法など本来果たすべき役割に重点化、

住民に身近な仕事は地方に移譲することで、

自立的で活力ある地域を築いていく真の地方

分権の姿として必要ではないかと考えており

ます。併せてグローバル化が進む中で、九州

が一つとなって東アジアの拠点として繁栄し、

魅力と活力のある九州を創造するものとして

期待も高いのではないでしょうか。もちろん、

そのためには国からの抜本的な権限移譲、財

源移譲が行われることが必要不可欠であり、

今後の議論の過程では、この視点を見逃すこ

とがないようにしなければならないと考えて

おります。幸いにも本県では、昨年 6 月に県
議会に「道州制問題等調査特別委員会」が設

置され、地方分権改革や道州制について、県

内の状況や先進事例について調査・検討が行

われており、県議会の皆様と一体となって、

この課題に取り組んでいるところです。本日

のセミナーにおきましては、第 28次地方制度
調査会委員として、国における道州制議論に

参画された、関西学院大学経済学部の林教授

に基調講演をお願いしておりますので、道州

制議論の動向などについて、全国的な幅広い

視野から、分かりやすいお話をいただけるも

のと思います。また九州経済調査協会の高木

様からは、九州における議論の状況、そして

熊本経済同友会副幹事の大久保様には、地元

の経済界の立場・視点から、それぞれ道州制

についてお話していただくこととしておりま

す。道州制は住民に身近な行政サービスを、

できるだけ身近な地方公共団体において、自

主的かつ総合的に行うことを目的として議論

されているものであり、そのためには県民の

皆様の議論への参加が必要不可欠です。今後

とも県としてはあらゆる機会を通じて、情報

提供を行って参りたいと考えております。最

後になりましたが、このセミナーが皆様方に

とりまして、道州制についてさらに理解を深

めていただき、より身近なものとしてお考え

いただく契機となることを祈念いたしまして、

開会の挨拶とさせていただきます。 
平成 20年 1月 25日、熊本県知事潮谷義子
代読。 
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本日は、どうもありがとうございます。ご

苦労さまでございます。 
 
（司会） 

続きまして、熊本県議会議長、村上寅美が

ご挨拶申し上げます。 
 
（議長） 

皆さんこんにちは。ご紹介いただきました

県議会の村上でございます。本日は大変お忙

しい中にお集まりいただきまして、ありがと

うございました。知事執行部とともに、この

道州制問題に取り組んでおります議会を代表

いたしまして、一言ご挨拶申し上げます。 
道州制につきましては、経済界をはじめと

して、従来から様々な提言がなされておりま

すが、最近では、政治の舞台において、道州

制が本格的かつ急ピッチで議論されるように

なってまいりました。その背景といたしまし

ては、地方分権が叫ばれている中で、中央集

権型行政システムの見直しの必要性が問われ

ていること、また、市町村合併の進展に伴い、

都道府県の役割、存在の見直しの必要性が求

められていること、更に国地方が抱える壮大

な長期債務解消のために、道州制を導入する

ことにより、国地方を通じた効率的な行政シ

ステムを実現する必要性が唱えられているこ

と、などが挙げられております。政府は平成

19年 1月に、道州制等担当大臣のもとに「道
州制ビジョン懇談会」を設置し、3 年後を目
途に、道州制ビジョンを明確にすることとし

ております。福田内閣総理大臣も昨年 10月の
所信表明演説において、地方分権の総仕上げ

である道州制の実現に向けて、検討を加速す

ると述べられております。しかし、このよう

な動きにもかかわらず、道州制に対する県民

の意識が高まっているとは言えない状況にあ

ります。現行の都道府県制度にどのような問

題があるのか、道州制が住民生活にどのよう

な影響を与えるのかなど、道州制の必要性や、

メリット・デメリットについての県民的議論

がなされるには至っていないと思われます。

更に、この道州制には、州都問題がございま

す。現在、福岡経済界を中心に議論が先行し

ているようでありますが、この州都問題につ

いては、都市機能が一極集中することが危機

管理の点から問題となり、アメリカ、オース

トラリア等諸外国でも実例があるように、経

済と行政の中心を離れた都市に置くことも必

要であります。熊本は地理的にも九州の中心

にあり、おいしい水などの自然にも恵まれ、

州都として相応しいと考えられます。熊本の

将来を見据えた時に、経済波及効果において

も壮大なものがあり、経済の中心は福岡、行

政の中心は熊本、という棲み分けも一つの方

策ではないかと議会は考えております。その

ために、県議会といたしましては、昨年 6月、
初めて九州において「道州制問題等調査特別

委員会」を設置いたしました。昨日まで当委

員会におきましては、現在道州制特区であり

ます、北海道に視察に行っておりました。こ

れからは、道州制に対する県民挙げての議論

が必要不可欠となって参ります。今後とも県

執行部と連携して、あらゆる機会を通じて、

情報提供を行い、県民の皆様の関心を高めて

参りたいと考えておりますのでどうぞ宜しく

お願いいたします。本日のセミナーを契機に

いたしまして、道州制について更に理解を深

めていただき、道州制をより身近なものとし

てお考えいただきますよう、お願い申し上げ

て御挨拶といたします。 
平成 20年 1月 25日、熊本県議会議長村上
寅美。 
よろしくお願いいたします。 

 
 

２．地方分権と道州制 

 
（司会） 

それでは早速、基調講演に入りたいと存じ

ます。基調講演の前に講師の御紹介をさせて

いただきます。林先生どうぞ、前の方にお進

みください。本日は「地方分権と道州制」と

題しまして、関西学院大学経済学部教授、林

宜嗣様に御講演をいただきます。林先生は、

昭和 26年のお生まれで、関西学院大学ご卒業
後、同大学で教べんを執られ、この間、平成

13 年度から 16 年度までは同大学の経済学部
長をお務めでございます。先生はこれまで、

地方制度の検討を行うために政府に設置され

ております地方制度調査会、こちらの第 27、
28次の委員を務められ、現在は第 29次委員、
それから政府税制調査会委員もお務めでござ
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いまして、地方制度の分野に置かれましても

第一人者であられます。それでは、林先生、

よろしくお願いいたします。 
 

（林先生） 
ご紹介いただきました、関西学院大学の林

でございます。今日は、「地方分権と道州制」

というテーマで、副題をつけさせていただい

ておりまして、「地域再生の課題と戦略」とい

う話を申し上げたいと思っています。副知事

さんや議長さんからもお話がありましたよう

に、道州制がいろんな形で議論されておりま

す。しかしながら、少し足踏みをしているの

ではないか、というのが私の率直な感想でご

ざいます。それはどういうことかと言います

と、やっぱり制度論から入ってしまうところ

がある訳ですね。道州制のメリット、デメリ

ットは何なのかというところを、もっと深掘

りしなければならないんですけれども、実は、

制度論から入っているものですから、行き詰

まってしまっている。それに輪をかけて、地

方分権の流れが、これも少し足踏み状態。こ

の一つの大きな原因は、地域間格差が拡がっ

ている、そうした問題に直面する中で、やは

りこれは何とか国が支援しなければいけない

ということが、今いろんなところで言われて

いるんですね。でもその支援の仕方がどうも

中央集権的ではないのか、結局元に戻ってし

まったのではないのか、といったような気が

するわけです。そして地方からも、とにかく

何とか支援してほしい、交付税を増やしてほ

しい、公共事業も今まで通りやってほしいと

いう話になってしまっていて、地方分権とい

うのはなかなか難しいな、という率直な感想

を持っております。ただ、地方分権の議論に

しましても、道州制の議論にしましても、国

がやれるところというのは、恐らくこの程度

ではないかと思うわけです。とりわけ、道州

制に関しては、地方にそれぞれ特色があるも

のを、地方の多様性を活かしながら、地域の

活性化、地域づくりをやっていく、そういう

環境整備をしましょうという話でありますか

ら、恐らく道州制のあり方というのは北海道

から九州までは随分違うんだろうと思うんで

すね。それを国がですね、こういう制度でな

ければならないと言うのはなかなか難しい訳

でして、あまりそれを言いすぎるとですね、

上からの道州制の押し付けになってしまいま

す。私自身は、道州制の議論というのは、地

域づくりの緊急の議論だと思っております。

従いまして、今の国の道州制ビジョン懇談会

は、私の印象では足踏み状態です。道州制の

議論のボールは、すでに地方に投げられてき

ているんだろうという気がしています。この

受け止めたボールを、中央に投げ返して制度

化しなければならないわけですから、地方が

地域づくりをどのように行っていくのかとい

うことを具体的に掘り下げて考える中で、も

し仮に道州制を実現するとするならば、どの

ような道州制でなければならないかというこ

とを、地方から具体的な提案として中央に出

していかなければならない、このように私は

思っております。そういう意味で、地方が今

ボールを受け取って、そしてそのボールを地

方の中でキャッチボールをしながらですね、

考えている、そういう時期だと思います。と

ころがですね、知事さん方にもアンケートな

んかしたりすることがある訳ですけれども、

まだ道州制の具体的な姿が見えないので、な

かなか意見を申し上げるわけにはいかない、

ということをおっしゃる方も中にはいらっし

ゃる訳ですね。でも、そうじゃないでしょう、

むしろこの地域をどのようにするのか、今課

題は何なのか、それを解決するためにはどの

ような姿でなければならないのか、どのよう

な制度が必要なのかということを議論してい

ただいて、そして必要なものが、行き着く先

が道州制だったら道州制でも良いし、そうで

なければそれはそれで構わない。もし仮に道

州制にするんだったらこのような姿が、わが

県にとっては、わが地域にとっては必要なん

だということを考えてください。これが私が

今地方に申し上げたいことなんです。ですか

ら、地方制度調査会で、第 28次に道州制の姿
を描きました。しかし、国がやることはそこ

までだと私は思います。ですから、区域割り

の話とか或いは地域にとってどのような権限

が最優先に欲しいといったようなことを議論

することが、この時期に必要なことではない

かと思います。そういう意味で、九州が非常

に期待されているというのは、北海道は別に

して、一つにまとまって何か先を見ていると

いう印象が、私関西の人間ですけれども、東

京にいても関西にいても、九州が何か本気で
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やろうとしている、というようなことを実感

するわけですね。そして九州モデルを作って

もらいたい。九州が一つになって、九州のた

めに知恵を出して、そしてこのような姿を描

くとするならば、それを九州が具体化して、

そして中央に持って行く。中央としてはです

ね、国の制度としては、場合によっては特例

はここまで認めてもよいのではないか、ある

いは最大公約数的に、国はこのような制度を

全国に適用するということの議論をする必要

がある訳ですね。そういう意味では九州のよ

うな取り組みを、いろんな地域が行ってくだ

さるということが今非常に重要で、そのこと

が国民的な道州制の議論になっていくんだろ

う、このように思っております。今日はその

あたり、とりわけ地域の再生とか、地域づく

り、そういった視点から道州制、中央集権の

話を進めていこうと考えております。 
今日は、資料を配っていただいておりまし

て、かなり膨大な資料を作成しておりますが、

これに沿ってお話申し上げたいと思います。

今地域格差が広がっているということで、こ

れが政治的にも大きな論点になろうとしてい

ます。しかしながら非常に重要なことは、格

差というのは、いろんな局面で生じていると

いうことでございます。どの局面でこの格差

問題を解消するかによって、とるべき政策手

段は変わってまいります。3頁目のところに、
地域格差の諸局面と経済・財政の負のスパイ

ラル、このように図を書かせていただいてお

りますけれども、格差の根っこの部分はあく

までも地域力の格差であります。この地域力

の格差というのは、民間の企業活動とか、あ

るいは消費生活だとか、いわゆる民間活力の

差、これもありますし、行政水準だとか、あ

るいは税率が低くてもやっていけるところと

か、そういう行政レベルでの地域力の差とい

うものが、総合的に判断されて地域力の格差

になってまいります。このことが、人口移動

だとかあるいは産業立地を誘発し、そしてそ

の結果として経済力の格差が生まれてまいり

ます。現在、地方税制というのは、基本的に

は経済力をバックにして税金が徴収されてお

りますから、この経済力の格差が地方税収の

格差に跳ね返ります。これは当然のことです。

そしてそれを放置しておきますと、財政力の

格差になり、そのことが行政水準の差になっ

たり、あるいは税率の差になったりする、と

いうことになっていくわけです。これまでは

どのような形でこの負のスパイラルを遮断し

ていたかと言いますと、経済力格差のところ

に公共投資を使いましょう、つまり地方に重

点的に公共投資予算を配分することによって、

その経済の格差を、これも事後的になんです

けれども、埋めていきましょう、ということ

でした。それでもまだまだ埋まりません。そ

こで出てくる財政力の格差は、地方交付税と

いう形で埋めていきましょう、こういうこと

になっていたわけです。これもあくまで事後

的な格差是正策でございます。今までは、結

果の平等をはかるということが、重要な再分

配の政策でございました。それが公共投資で

あり地方交付税であったわけです。 
ところが、次から数頁にわたって示してお

りますけれども、4 頁目は、これ行政投資な
んですね。行政投資、これには土地も入って

います。行政投資が地方に対してどれだけの

金額おりてきたかといいますと、実は 1998
年がピークで、22 兆 7350 億円。それが現在
は 15兆円まで、約 7兆円の行政投資の削減に
なっております。これは非常に大きな金額で

す。そして今度は交付税なんですが、これは 5
頁を御覧いただきたいんですが、地方交付税

を計算する時に、これだけの経費が必要だと

いう標準的な行政のために必要な経費ですが、

基準財政需要額の都道府県分、6 頁が市町村
分、これもですね、やはり 1999 年あるいは
2000年をピークに、かなり大きく縮減されて
おります。これはやはり国の財政再建なんで

すね。国の財政再建をまず最優先にする。国

が倒れてしまったら、地方も倒れるんじゃな

いですかという考え方が、国の中にはありま

す。今の仕組みはそのとおりなんですね。地

方が国からの財源にかなり依存していること

の中で、国の財政が駄目になったら地方も駄

目になるでしょう。でもそれは、今のシステ

ムを前提にした議論でございます。今の財政

再建というのは、国の財政のサステナビリテ

ィ、サステナブルな国の財政にしようという

ことです。でもそのことによって、地域のサ

ステナビリティが弱まってしまう可能性があ

るということ、あるいは国民生活のサステナ

ビリティが弱まってしまうという可能性があ

ることも考えなければならない。ところが今
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までは、国民は国の民である、地方は国の部

品である、という考え方の中で、まず国の財

政再建をはからなければならないという中で、

まず公共事業が削られ、そして地方交付税が

縮減されてまいりました。その結果、今まで

は、先ほどのグラフでいきますと、負のスパ

イラルが途中で事後的であれ、遮断されてい

た部分があるわけです。ところが、その遮断

されていた公共事業、あるいは地方交付税が

縮減されることによって、負のスパイラルが

現実に起こってくるような、そういう状況に

なってしまったということなんですね。これ

では地方はたまったもんじゃないということ

になって、格差是正をなんとかして欲しいと

いう話になるわけです。しかしながら、そこ

で格差是正を図るために出てきたのが、例え

ばふるさと納税であったり、あるいは法人二

税の見直しであったり、あるいは地方シンク

タンクに対してコンペで補助金出しましょう、

あるいは頑張る地方自治体に対して交付税を

出しましょう、というやり方。これは、結局、

今までやってきたやり方とほとんどそんなに

変わっておりません。重要なのは、この地域

の活力、あるいは地域力、こういう格差の根

っこにある格差をどのようにして解消してい

くのかということが重要なんですね。ですか

ら私は、緊急避難的に法人二税の見直しだと

か、ふるさと納税、あるいは地域の支援、そ

ういうものが必要だろうけれども、これを恒

久的な政策だとは思ってはおりません。つま

り、一方で、地域の活性化は根本からどのよ

うにすれば実現できるのか、ということを考

えなければ、この緊急避難措置が恒久的な措

置に替わってしまって、これは良くないと思

います。ですからこのあたりを本気で考えな

ければならない。その環境作りをするのが、

道州制であり、地方分権ではないかと思って

いる訳です。このことを考えるために、私、

先ほど、道州制の議論というのは、地域の研

究なんだというふうに申し上げましたけれど

も、そのあたりを少し考えて行かなければな

らないと思います。つまり、地域の実像を把

握しなければならない。そして地域の実像を

把握した上で、10年先、20年先にこの地域は
いったいどのような姿になっているのかとい

うことを、きちっと見通さなければならない。

ですから私は、トレンドというものが重要な

意味を持っていると思います。そのトレンド

をきちっと把握しなければならない。では、

トレンドをどのようにして上向きにしていく

のかということを考える。これが地域づくり

であり、その地域づくりを実現するための環

境整備が、地方分権であり、道州制であると、

このように位置づける必要があると思います。 
9 頁目を御覧いただきたいと思いますが、

これはよく言われている財政依存型地方経済

の図です。国の財政にもの凄く左右されるよ

うな地方の経済になってしまっているわけで

す。これをグラフで表したものが、9 頁の図
なんですけれども、縦軸に受益－負担、これ

を域内総生産で割り算したもの、この受益と

いうのは、その地域、例えば熊本県でいえば、

熊本県に降りる財政、国から地方を含めた財

政の支出です。そして、これに対して熊本県

からあがった税負担、これは国税も地方税も

全部入っています。ですから、受益超過のと

ころもあれば負担超過のところもありますが、

この受益から負担を引いたものが県内総生産

のどれぐらいの割合になっているかが縦軸に

書かれています。横軸は移出から移入を引い

たものです。熊本県から熊本県以外のところ

にモノを売って、そして外貨が入ってくる、

それが移出ですね。今度は逆に熊本県が他の

地域からモノを買う、そしてお金を払う、こ

れが移入ですね。当然移出の方が大きい方が、

その地域の経済にとってはプラスになるわけ

です。そこでこれを計算します。そうすると、

横軸の移出－移入を域内総生産で割ったとこ

ろの数値が高いところほど、つまり外貨が外

へ出て行っているんですね。そういう地域ほ

ど受益－負担の割合が高くなっている。つま

り、民間の経済活動でマイナスになっている

部分を財政の活動でプラスにすることでなん

とか今維持している、というのが実態です。

ですから、この点を取りますと、明らかに右

下がりになるわけです。この右下がりになっ

ているという実態を考えなければならない。

つまり、どういうことかと言いますと、これ

から財政が悪くなるのは確実です。高齢化社

会というのは高負担社会。そうしますと、必

然的に介護、年金、医療こういうものの経費

が大きくなるのは当たり前です。その中で、

財政の今までのような地域の活性化、地域を

支えるための財政支出というのが、やはりこ
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れは弱くならざるをえない。そういう状況の

中で、受益－負担、場合によっては負担が増

えます、あるいは受益が減ります、そうする

とこの比率は下がります。下がるときにです

ね、この 2 番目、②で、もし経済の活性化が
実現しないなら、というのは右に行かないま

まに、ストンと垂直にこの比率だけが落ちる

ようになりますと、これは経済の縮小に繋が

って参ります。そのことが失業者を増やし、

そして益々経済が悪くなるという悪循環に陥

るわけです。ですから、この点が右下がりに

なっているように、今、上の方の左側にある

地域は、右下の地域になるように、受益が小

さくなっても、移出でカバーできるような経

済構造を作り上げていかなければならない。

これはもう事実なんです。ですから、如何に

して移出を増やすか、あるいは、場合によっ

ては、今までは県外あるいは域外から移入し

ていたものを県内で調達できないかというこ

とを考えていく必要がある。つまり、民間経

済を大きくしていくということだと思います。

今の地域の課題は、やはり、地域力を強くす

るためのベースの経済の活性化をどのように

実現していくか、というところにこれからの

重要な課題があるのではと思います。 
10 頁は、若干年度が古いんですけれども、

地方の債務残高を県別に見たものです。県別

の債務残高の規模だけ見ても、意味がないわ

けです。これからの時代は債務を税で返して

いかなければならない。その税の背景にある

のは経済力です。ですから経済の力に対して、

債務がどれだけの比率になっているかという

ことを見なければならない。今まではそうい

う見方をしなかったわけです。国の場合はで

すね、国の長期政府債務残高の対 GDP比率で
みたりするわけですが、地方の場合はあまり

それをやらなかった。だけどこれからは、地

方の債務も、巨額でも、分母になる、それを

支えるだけの経済力があれば、それほど問題

にはならないかもしれない。ということは、

域内総生産に対して負債がどれだけあるかと

いうことを計算しなければいけない訳です。

そうすると地方では、非常に厳しい状況にあ

るところがたくさんあります。こういうよう

なことを考えた時でも、もちろん債務残高を

減らしていくという動きも非常に重要なこと

です。しかしながら、仕事をしなければ債務

残高は減ります。でもやっぱり仕事はしなけ

ればならない、行政サービス水準は落とせな

い。そうなると、それを受け止めるための税

収、そのバックになっている経済力をいかに

して確保していくかがこれからの課題になり

ます。 
一昨年スウェーデンにまいりました。ご案

内のとおり、スウェーデンという国は、国民

負担率が 7 割を超えるような国でございます。
これは大変なんですね。所得を稼いでもです

ね、マクロで見た所得の 7 割以上が税負担あ
るいは保険料負担なんですね。手元に残る比

率は非常に少ない。でもそれだけ福祉が充実

している。でも国民負担率が高いからスウェ

ーデンは経済が弱いかというと、そんなこと

決してありません。私はこれを見たときに、

これだけ国民負担率が高くなると、国力ある

いは活力がなくなるでしょうというように申

し上げたわけですけれども、いや実はスウェ

ーデンには、福祉の背景には産業が、つまり

産業は福祉の糧であるという考え方があるん

だと言うんですね。かつてはスウェーデンも

「スウェーデン病」といったような、何から

何まで国が面倒見てくれるというような社会

でしたから、そういう意味で活力がなくなり

ました。でもそのために反省が起こりまして、

やはり福祉を作り出すために産業の活性化は

重要だ、というようなことでかなり産業に力

を入れている。それでもって、高い国民負担

率でも安心して働ける。そして自分で介護す

るよりは、むしろプロの専門家に介護をお願

いした方がいいではないか、むしろ自分はも

っと得意なところで働いた方が良い、という

選択をしているのがスウェーデンです。です

から福祉を行うためには、やはり産業、そう

いう糧がいるという考え方ですね。これを私

は日本も今後学んでいかなければならないし、

実践していかなければならないという気がい

たします。 
今地方を取り巻く課題、ものすごく大きい

ものがあります。短期的な足元の問題、中期

的な問題、長期的な問題、その中で 11頁にい
くつか課題あるいは情勢の大きな変化を列挙

しておりますけれども、一つはですね、人口

減少です。これは日本全体の問題であります

けれども、とりわけこれを地方に落とします

と、一極集中だとか大都市集中だとか、そう
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いうものの中で出生率が低くなっている以上

に人口が減少する。地方ほど出生率は高いん

ですね。東京とか大阪とか大都市に行きます

と、出生率は低いです。今日本では、なんと

かもっと子供を産めるようにしようじゃない

か、何とか出生率を上げようじゃないか、と

いうようなことをやっている訳ですけれども、

しかしながら、九州で生まれた子どもたちが、

成人すると東京に行く。そして結婚をし、子

どもを産むときには子どもは少ない。だから、

早く出生率上げましょうといいながら、東京

一極集中は日本全体の出生率を下げる方向に

行っている。ところが、地域に行くともっと

ひどい状況になっています。これを示してい

るのが 13 頁です。13 頁には、都道府県別の
人口の将来予測を載せております。社会保

障・人口問題研究所というところが推計をし

ておるわけですけれども、これは実は昨年、

2007年 5月の最新版です。この前に推計され
たものよりも、地方の人口減少がさらに大き

くなっています。例えば熊本県で見た場合、

2005 年から 2030 年までの 25 年間で、人口
は 14.12％減少する。これはもちろん、合計
特殊出生率が 2.08％、これを下回ると人口は
自然減になりますが、それ以上に人口が流出

しているという結果として、これだけの人口

減になるだろうという予測なんですね。ただ

問題はですね、ここ数年のトレンドを引き延

ばした形で予測をしているということです。

しかしながら裏を返せば、今のままで行くと

熊本は 14％減少するということです。2割以
上減少するところ、例えば青森とかですね、

というところがあるわけです。東京を見てい

ただきたいんですが、東京が 2.6%増になって
いる。日本全体で、東京と沖縄が 25年後には
増加するだろうという予測なんです。前回の

推計では、東京もマイナスになっておりまし

た。しかしながら、新しい推計では、東京は

プラスになっている。ところが、それ以外の

ところでは、もっとマイナスが大きくなって

いる、という結果が出ているんですね。これ

は都道府県レベルですから、20％あるいは
25％減少してしまうと、25年先には人口が 4
分の 3 になる、5 分の 4 になる。これは大変
なことです。そしてこれを市町村レベルに落

としていくと、人口ゼロになる自治体が出て

くる可能性は十分考えられます。今、限界集

落ということが、大きな問題になっておりま

すけれども、本当にもう自治体単位で人がい

なくなるという社会が来るかもしれない。こ

れを放っておいてもいいんだろうかというこ

とです。もちろん出生率を高めるという政策

も必要ですけれども、一方で地域の活性化を

はからなければ、先ほどの負のスパイラルが

起こっている中で、人口を食い止めなければ

ならない。働き口が無いから、若い人たちが

大都市東京に出て行く、そうするとある地域

に企業立地したいと思っている企業があった

としても、人材がいないから事業所を作らな

い。そのために益々働き口がなくなって、若

い人が出て行く。そしてそれはふるさと納税

でカバーしますということになる。これはお

かしいですね。ふるさと納税というのは、地

方から大都市に人が移動するということを前

提として、そして東京であがった税を、ある

いは大都市で上がった税を地方に戻しましょ

うという税ですから、そういう意味では地方

から大都市、東京への人口移動を前提とした

税制であるということです。これは緊急避難

的には効果があるかもしれませんが、やっぱ

り根本的に地方の経済をどうするのかという

ことを考えなければならないと思います。 
フランスに行くと人口ゼロの自治体がある

んですね、ところがフランスでは人口 200人
とか 300人とかでも、ものすごく頑張ってい
る。「最も美しい村協会」というのがありまし

て、そこへ登録するとそれなりに有名になっ

て、そしてその協会から助成金がもらえて、

いろんな条件があるんですけれど、そういう

ところに登録してインターネットなどで御覧

になるといいと思いますけれども、本当に美

しい人口数百人の村がですね、人口減少せず

にずっと維持しているんですね、そういう村

もあります。その村には、その村の地元の方

だけではなくて、その村の周りの若い人たち

が、その村を支えにくる、そういう形で維持

している村もあれば、人口がゼロになっても

構わないと思っている村もあります。それは

その村の判断なんですね。そういう形で、フ

ランスには人口ゼロの自治体があるんです。

人口ゼロでどうやって仕事やるんだというこ

とですけれども、広域行政をやっている。そ

ういう意味では、日本もそういう社会になる

んだろう、でもそこで覚悟が必要です。やっ
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ぱり自己責任でやるのか、国が今までのよう

に支えていくのか、その辺りをですね、国民

が本気で考えなければならない。私はやはり、

自分たちで支えるための権限と財源、そして

人材、情報。こういうものが必要だろうとい

う気がしております。人口が減少するのもひ

とつの大きな環境変化です。それ以外にもグ

ローバル化。今の日本の地域経済に大きな影

響を与えているのは、やはりグローバル化だ

と思います。グローバル化というのは、日本

だけではなくて、ヨーロッパでもアメリカで

も同じようにグローバル化の流れの中で地域

の経済が衰退しているところはたくさんあり

ます。グローバル化というのは、あくまでも

世界分業なんですね。今までのように、工場

を呼んでくればいいというような産業政策で

は駄目なわけなんです。土地が安い、人も豊

富、でもそれだけでは全然材料にはなりませ

ん。土地が安いところは世界にはもっとあり

ます。人件費が安いところはもっとあります。

そうなると、それ以外のところで地域の強み

を発揮しなければいけないというのがグロー

バル化なんですね。だから従来型の産業政策

だけでは、地域の活性化というのはもう無理

なんです。ですからそういう意味で、グロー

バル化というのをどうとらえるか。産業の空

洞化。今までは現地生産していたものが中国

に工場が移った。そのためにそのまわりで工

場をあてにしていた様々な産業が衰退してい

っている。そういうところがたくさんありま

す。この典型が夕張なんです。石炭が駄目に

なった、次はメロンだ。メロンが駄目になっ

たから観光だという話になってきたわけです

が、やはり外貨を稼げるような政策をグロー

バル化社会の中でやらなければならない。グ

ローバル化というのは、先ほども話しました

けれども、グローバル化もメリットもありま

す。それはどういうことかと言うと、国境を

越えてマーケットが大きく広がるということ

です。農産物に対しても、日本の安心で非常

においしい高級食材を海外に売る需要はどん

どん出てきている。それが規制緩和の中でも

っと拡大すれば、今までと違う農業政策がで

きるはずだという具合に思うわけです。そう

いう意味では、規制緩和を一方ではからなけ

ればならない。そのためにも地方分権が必要

ということになります。しかし、今までの農

業政策、あるいは林業もそうですね、従来の

ように材木が、内材が外材に比べて高い、そ

の高い内材をもっと活用する手はないだろう

か、あるいは森林を木材を生産する場である

という位置づけをするのではなくて、むしろ

CO2 を吸収するとか、環境を売るんだという

形で、その森林を活かしていくというような

ことも考えていかなければならない。そうい

う中でグローバル化をもっとプラスに捕らえ

ていくということができる時代にもなってい

るということ、私たちは認識しなければいけ

ないという気がいたします。ソフト化・サー

ビス化、これもですね、これまでの製造中心

の産業と違って、いわゆる集積のメリット、

人だとか企業だとか、いろんな産業が集積す

ることによって、一段も二段もその地域の経

済力が相乗効果によって上がっていくのが、

集積のメリットです。こういうものが更に発

揮されるようになるのが、ソフト化・サービ

ス化なんですね。東京がこれだけ大きく膨張

しているというのは、正に産業構造が製造業

よりソフト化・サービス化に乗っかったとい

うことなんですね。したがって、情報とか、

face to face の情報、様々なメリットを享受し
ながら東京が大きくなっている。それは正に

産業構造をソフト化・サービス化に適合させ

たような形で、今発展してきているというこ

となんです。しかしながらですね、確実にソ

フト化・サービス化、それは製造業でも同じ

でソフト化、あるいは高付加価値をつけ加え

ることによって、製造業で生まれた商品がさ

らに高く売れる。それは集積のメリットを十

分に享受できる環境が整ってきているという

ことなんです。このあたりをどのようにして

手に入れていくのか、ということが必要だと

思います。 
それから一極集中の重層化、これは 14頁と

15頁を御覧いただきたいと思います。この 14
頁の図は、中国地方と九州・沖縄地方の人口

の転入転出の状況を示しているものです。下

が九州で、2005 年の数値なんですが、昨夜
2006 年の数値を計算して同じ表を作りまし
た。今日はお配りできておりませんけれども。

今までの高度成長期の人口移動というのは、

地方から大都市への移動だったわけです。つ

まり大都市というのは、東京であり、あるい

は中京であり、あるいは阪神、大阪。ですか
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らその時はですね、大都市対地方という構図

で格差を描くことが可能だったわけです。と

ころが、今の集中問題というのは、決してそ

んなに単純ではありません。ここで九州のグ

ラフをちょっと御覧いただきたいと思います

が、今よく言われる、北海道では札幌に、東

北では仙台に、そして中国地方は広島あるい

は岡山、九州は福岡、このように言われてい

る。この実態が明らかに出ているわけですね。

この図は人口移動です、人口の転入と転出の

差です。矢印は、そちらの方に転出が多いこ

とを示しています。ですから、佐賀県からは、

福岡県にこの 2005 年の間に 970 人純転出し
た。熊本は 1,006人。実は 2006年の計算をし
ますと、熊本からは福岡に純転出で 1,606 人
になった。2005年は 1,006人だったんですけ
れども、2006 年には 1,606 人になっている。
ここだけで、1 年間に 600 人も増えている。
このように九州では福岡に集中しております

けれども、じゃあ福岡から首都圏にはどうだ

ろうと考えたらですね、この 2005 年には
6,268 人の純転出なんです。九州全体では
13,487人の首都圏への純転出です。ですから、
福岡に集中しながら、福岡からも首都圏に、

あるいは九州から首都圏にという形で、人口

移動、集中が起こっている。これが 2006年に
なると、九州から首都圏に全体で 2005年には
13,487 人だったものが、15,966 人の純転出。
福岡からも 6,846 人というように、首都圏へ
の人口の純転出が更に増えています。その結

果が都道府県別の人口増加率でいくと、東京

がプラスになっている、ということに現れて

きているわけです。15頁に今の人口集中の図
式を書いております。全国的には東京に集中

する、地方中枢都市に広域ブロックから集中

する、そして各府県、あるいは通勤圏では都

心部に集中する。都心回帰という現象です。

このように人口移動、あるいはそれによって

出てくる一極集中が、非常に重層的になって

きているということなんです。ですから今ま

での高度成長経済期のように、大都市対地方

ではないんですね。この集中あるいは対立の

構図はですね、とても複雑になってきている。

ところがどうでしょう。今は東京一極集中と

いう声は、大都市集中とか、大都市と地方の

格差が広がっているというような形で捉えて

いることの方が多いです。そうじゃないんで

すね。これだけ集中現象が重層化して複雑に

なってくると、この格差是正策を国がやるわ

けにはいかないんです。つまり、九州では福

岡に集中していますけれども、四国ではそう

いう一極集中は起こっていないんです。中国

地方では広島と岡山がせめぎ合っているわけ

です。そして、関西では京阪神という大都市

があるわけです。東京は東京に一極集中して

いる、まあ神奈川にも集中してますけれども。

東京の問題は、他のところも東京の都心部に

人が移動しているという問題なんです。です

から単純にですね、国が今までのように地方

に支援をして、そして大都市からは追い出し

にかかるといったそんな単純な形では格差は

縮まらない。それぞれの地域で独立性を持っ

て、地域の実態を踏まえて格差対策をやらな

いと、これは駄目な時代である。にも関わら

ず、国が中央霞ヶ関でアイデアを出して、場

合によっては地方から手を挙げてもらって、

これは良いですねという形で全国に持ってい

く。こういうやり方で格差是正を計れるわけ

ではない。ということを早く国も気がつかな

ければならない。だからこそ、道州制で、九

州で起こっている福岡一極集中はどうするの

か、このまま放っておいて良いのか、あるい

は経済は福岡で良いよとなるのか、このあた

りを考えていかなければならない、そういう

時代に来ていると思います。その中で道州制

というのを捉えて行かなければならない。ま

ず道州制ありきではありません。やはり地域

の問題を考えたときに、あるいは解決してい

くときに、道州制はこれは役に立つのか、こ

のような道州制であればよいという考えを出

していく、というのが今の議論です。 
そこで、17頁に道州制の意義について簡単
に示しています。道州制というのは、確かに

分権のための道州制という面もあります。よ

く言われるのは、道州制は分権の流れに逆行

するものだという意見があります。つまり小

を大にするという、もっと住民に身近なとこ

ろで行政をやるというものを、これを府県を

大きくすることでさらに住民から遠ざかるの

ではないかという考え方があります。これは、

かつて道州制の議論が出たときには、広域行

政型の道州制であった。しかし、今の道州制

はそうではありません。国がやっている仕事、

先ほどの格差是正策もそうです、あるいは基
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盤的なインフラ整備もそうです。こういうも

のを国が今意志決定している。とりわけ道路

網などをどうして東京で意志決定やるんだ、

という具合に思うんですけれども、そういう

意志決定を地方でやれるようにしましょう。

つまり、国がやっている行政を地方に降ろす

ことによって、大を小にするということが、

道州制の最大のメリットなんですね。そして

今までは県がやっていた仕事を、基礎自治体

である市町村がやりましょう、というような

分権型の道州制。これが今の道州制でなけれ

ばなりません。大を小にするための道州制で

す。しかしながら、分権イコール道州制では

ありません。道州制と分権はかなりオーバー

ラップしますけれども、道州制というのは、

今の制度の中でも、例えば九州の各県が協力

し合えば、こんなに力を発揮できるのにとい

うものもあるはずです。そういうものをもっ

と広域的にやることによって、この九州全体

の力を高める。そして、九州のパイを大きく

することができないだろうか、ということを

考えていきますと、分権と連携と協力、こう

いうものを両方含んだものが道州制なんです

ね。ですから、かなり大きな制度改革だし、

そのメリットをどうやれば実現できるかとい

う制度設計を各地域がやっていかなければな

らないと思います。 
これによって国の行政改革は進みます。今

の道路特定財源の暫定税率、非常に重要です。

しかし、これが政局を左右するようなことで

本当に良いのだろうか、というように思うん

ですね。今の日本は、ちょっと悲観的なこと

を言いますと、崖っぷちに来ていると思いま

す。一人あたり GDP、これはもちろん、円や
為替の問題ありますけれども、今 OECD30カ
国の中で 18 番目と言われているわけですね。
日本の地位がどんどん低下していってる。そ

ういうことの中で、今、国はいかにあるべき

なのか。例えば法人税の税率が日本の場合は

非常に高くなっている。各国がどこの地域へ

投資するかと考えたときに、全体の税率がど

のくらいか、どこの地域が収益が上がるかと

いうことを当然企業は考えますよね。その時

法人税が高いか低いかというのは、非常に大

きな決め手になる部分もあります。そしてグ

ローバル化した社会の中で各企業が競争する、

その競争の中で、国家間競争が起こっている

わけですね。規制をどうするか、あるいは税

率をどうするか、というような問題を国が本

当に取り上げて、重要な問題として国民に判

断を呼びかけるというようなことがなければ

いけないのに、何か内向きの内政的なもので

終始してしまっている気がして仕方ありませ

ん。そういうものは、地方に任せればいいじ

ゃないですか。暫定税率を維持するかしない

かというような問題を、例えば九州で考えら

れるようになればですね、これはもっと九州

の住民の声を聞きながら、判断できるように

なるはずなんですね。それが国の政局に影響

するようなものになってしまっている。やっ

ぱりこのままでは、崖っぷちに立たされてい

る日本が、将来危ないんじゃないかと思わざ

るを得ない。そういう状況でございます。 
やはり、国は、もっと国がやらなければな

らないことに特化しましょう。地方自治法に

はそのように書いてあるんですね。書いてあ

るんですけれども、国はやはり全国統一的に

基準を決めた方がいいんじゃないかとか、国

全体に利害があるじゃないかというようなも

のを、やはり国が決めましょう、というやり

方をやってきている。これが今までのやり方

なんです。市町村は、市町村域を越えるもの

は県にお願いしましょう、県は県域を越える

ものは国にやってもらいましょう、そういう

発想であったわけです。ですけれども、市町

村が手を結んだり、県が手を結んでやれるん

だから、別に国にお願いしなくてもいいんじ

ゃないか、ということなんです。これが道州

制なんですね。これが地域経済の活性化につ

ながり、場合によっては同じようなものがい

ろんなところで出来上がっていくワンセット

主義はやめましょう。そしてネットワークを

構築することによって、その中で重点的にあ

る地域にはこういう関係・分野の施設をつく

ろう。この地域にはこういう関係の施設を作

ろうという形で、地域全体でワンセットにな

ればいいじゃないですか。こういうことをや

れば行革にも繋がるじゃないか、ということ

なんですね。これを繋げていくことによって、

最終的に国力の増大に繋がっていくのではな

いか。今は国の力が弱くなっているから、ど

うにかして東京の活力を維持しなくてはなら

ない。今東京は過密だ、だからもっと早くイ

ンフラ整備をしなくてはならない、規制を緩
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和しなくてはならない、そして、どんどん地

方から呼び込んでくる。そうすると、また同

じように過密が起こってくることになる、そ

うしたらまたインフラ整備をする。東京の商

圏は広いですから、キャパシティもの凄く大

きいわけですね。そして、どんどん大きくな

って、ますます地方から人がいなくなる。ふ

るさと納税しようにも法人二税を返そうにも、

誰も住まないというようなところが出てくる

のではないか、というのが今の現実的なもの

ではないかというような気がします。国全体

のことをですね、東京で生まれた、東京のジ

ュニア、東京のエリート階層がですね、日本

全体のことを決めてしまうようなことになっ

てしまったら、これは大変なことになると思

います。早くそうなる前に、地方が考えられ

ることは、地方で考えるという意欲と具体策

を早く地方から国に提示しなければならない。

これが国の形を変えるということなんだろう

という気がします。 
地域の活性化と道州制に移りたいと思いま

すが、これもなかなか難しいですね。地域の

自立は言うのは簡単ですが実際にはなかなか

難しい。ここで私が申し上げなければならな

いことは、地域の経済というのは、基本的に

は民間の経済活動によって決まるということ

です。つまりマーケットメカニズムなんです。

先ほど、農業・林業の話をいたしました。農

業をどのようにして活性化、維持していくか

ということは、マーケットメカニズムをうま

く活用しなければ、農業を産業として維持す

ることはできません。林業をどのようにして

維持していくかということは、林業が産業と

して魅力のあるものとならなければ、これは

駄目です。そして、産業として魅力あるもの

にするためには、マーケットメカニズムの大

きさ、強さというものを、やはり意識しなけ

ればならないのではないかと思います。この

マーケットメカニズムを良い方向に持って行

かなければならない。だから先ほど言いまし

た、今までのような農業ではなくて、もっと

外貨を稼げる、そしてマーケットの大きい中

国を対象にする、あるいは材木もそうですね、

木材をもっと外国に売る、あるいは環境を売

る、そういう形で産業化していくということ

がなければ、今までのような農業政策や林業

政策をとり続けていたのでは、マーケットメ

カニズムと逆方向に行ってますから、これは

当然のことながら、衰退をしていきます。だ

からよく言うんですね、私も国交省のある会

議で、農業なり林業の専門家の方々が、日本

で住宅を建てる時に、内材を使うということ

にしたらどうだろう、とおっしゃっている。

内材を使うという規制をするとですね、当然

我々は、木を使わない家に移っていくだけな

んですね。それがマーケットメカニズムなん

ですよ。マーケットメカニズムをいかにうま

く活用するかということだろうと思います。

そして中央では、マーケットメカニズムは万

能ではありません。万能ではないです。東京

一極集中が起こってましても、これは実は本

当は東京に住みたくないけれども、東京に行

かざるを得ない状況になっているわけです。

私のゼミの卒業生なんかも東京にどんどんシ

フトして行ってますけれども、やはり関西に

住みたい、あるいは地元に住みたいと思って

いる子も多いんですね。そういう人たちに東

京に住むことを強いている訳です。かつて、

バブルの時に地価が上がりました。そうする

と東京一極集中に歯止めがかかったんですね。

これは東京一極集中によって出てくるマイナ

スの社会的な費用、これが地価が高くなると

いう形で具体的に現れてきた。だから企業は、

東京のような地価の高いところに事業所置く

のは止めようということになったわけです。

ところが地価が下がりましたから、東京に集

中することによって出てきている様々な社会

的なコストをですね、これを具体的には内部

化といいますけれども、こういう形で現れな

い。だから、マーケットメカニズムはまた失

敗するんですよ。マーケットメカニズムは失

敗する部分がありますから、東京に集中する

ことによって出てくるメリットと、一方で誰

かが負担しているデメリットを集中する人が

負担するという仕組みを作らないといけない。

そうすることによって、マーケットメカニズ

ムがより良いものになって行く。だから、東

京や大都市の方がですね、東京一極集中はマ

ーケットメカニズムで自然な流れなので止め

てはいけないという方もいます。でもそうで

はない。マーケットメカニズムというのは欠

陥があるんです。ところが、地方に行くと、

マーケットメカニズムはあまり重視していな

い。だからものすごくバランスの悪いものが
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できあがってしまっているので、東京の方に

はマーケットメカニズムは万能じゃないし、

地方の方にはマーケットメカニズムはものす

ごく大きな力を持っている、だからそれにあ

った産業政策をやらないといけないんです、

ということを私は言わなければならないだろ

うと思っています。 
20頁を御覧ください。これは公共投資の今

までの効果を表したものです。縦軸に人口１

人当たり域内総生産の金額の格差を取ってお

ります。これは変動係数という尺度を使って

表しております。格差が全くない、北海道か

ら沖縄まで県民一人当たりの生産量が同じだ

ったら変動係数ゼロになります。この変動係

数が大きければ大きいほど、格差が大きいと

いうことを表しております。横軸には行政投

資の地方圏のシェアを取っております。三大

都市圏以外の地方都市圏を取っております。

1960 年代、高度成長期には左上にあります、
これ日本の地域間格差は最も大きかったんで

すね。そこでですね、いろんな問題が出てま

いりました。高度成長期に、都市に人口が集

中する、過密問題が起こる、地方では過疎問

題が起こる。そういうようなことがあって、

そこで国土の均衡ある発展というスローガン

が 70年代にできあがるわけです。そしてこの
70年代に地方圏の行政投資シェアが、どんど
ん大きくなってまいります。つまり横軸でい

えば、右の方に移動していくわけですね。そ

うすると格差がだんだん小さくなります。結

局この図で言えば、右下がりの線になってい

ますね。これが 70年代です。この 70年代の
時にですね、さあこれでいよいよ都市の時代

は終わった、これからは地方の時代だという

ことで、いろんな地方の方が地方の時代を唱

えられました。その時には所得の格差も縮ま

っておりますし、U ターン現象、あるいは J
ターン現象、こういうものも実際起こってき

たんです。ところがですね、70年代が終わっ
て 80年代になりますと、日本の財政、国の財
政が非常に悪くなって、1980 年、昭和 55 年
財政再建元年と言われる年です。その中で公

共投資を削減しました。今と同じようにです

ね。バブル崩壊後の日本と同じことです。公

共投資を削減しましょうということになりま

すと、大都市の社会資本は、どちらかという

と生活関連型の下水道とかですね、こういう

ものにシフトしてますから、なかなか縮減す

るのは難しい。そこで公共投資を削減しよう

となりますと、地方の公共投資を削減すると

いうことになります。従って 80年代には再び
地方の行政投資のシェアが段々小さくなって

いった。そうするとまた格差が広まっていく

んですね。では 70年代の公共投資政策という
のは一体何だったんだ。つまり地方の時代と

いうのは砂上の楼閣だったのか、ということ

が 80 年代に言われ出すわけです。そして 90
年代バブル崩壊。これはなんとかしないとい

けない、経済対策だということで公共投資を

増やします。ただしこの時の公共投資は、国

にお金がありませんから、地方に単独事業で

公共投資やってくれという形で要望がきまし

た。そして、そのための借金は、交付税で後

年度に返すから、だから公共投資を単独事業

でやって欲しいんだということでやってきた。

90年代の前半には、また地方圏のシェアが高
まります。そうすると格差が縮小してまいり

ます。それがまた 90年代後半になると、財政
駄目、公共投資止めよう、単独事業は大きす

ぎる、という批判が出てきて公共投資の予算

を削減する。するとまた格差が広がっていく

という、公共投資に振り回された地域間格差

ということなんですね。この図の左上にです

ね、ちょっと式を書かせていただいておりま

す。これは変動係数、つまりは地域間格差が

どのような要因で起こっているのかを計算し

たものですが、3つ目ですね、実質 GDP比率
の成長率というものがあります。これは日本

全体の GDP が何％成長したかとういうこと
で、格差がそれによってどのように変わるか

ということなんですが、この前にプラスの

0.0031という数字がかかっております。これ
を係数という具合に言っているけれども、こ

れがプラスだということに注意していただき

たいと思います。つまり、日本の経済パフォ

ーマンスが良くなると格差が広がるというこ

となんです。良くなったら大都市が果実を享

受する程度が大きいということになります。

こういう経済構造になってしまっている。こ

れをなんとかしなければならないということ

を考えていく必要があるわけです。今までの

公共投資政策というものが十分に機能してい

なかった。確かにこの事後的な負のスパイラ

ルを途中で断ち切るうえでは役割を果たして
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いたんだけれども、実は公共投資を毎年毎年、

大量に地域に流していかなければ、また地域

の活力は無くなってしまう、という実態は変

わらなかったわけです。 
それはなぜなんだろう、という具合に考え

た時に、実は今までの日本の公共投資という

のは、公共投資というのはフローです。つま

り、毎年毎年の金額のフローの流れの金額。

実は、公共投資というのはフローが大事なの

ではなくて、そのフローを蓄積することでで

きたインフラという形、それは生活関連型で

あったり、産業基盤型であったりするんです

が、そういうストックとしてのインフラが、

どのような事業効果を生むかということが重

要なんです。つまり、事業効果を生むための

公共投資のはずなんです。ところが、今まで

の公共投資というのは、景気対策であったり、

あるいは失業対策というような社会保障的な

意味合いを持っていた。つまり、フローに期

待した公共投資政策であった。ケインズ経済

学では景気が悪いときにはケインズ政策とい

うのがある。つまり、減税をしたり財政支出

を増やし、そして世の中にお金を回して、そ

れをまた消費に回し、それがまた誰かの所得

になり、また消費にまわって、数倍の所得の

増加に繋がって行くんだというのが、いわゆ

るケインズ政策ですよね。そのケインズ政策

の場合は、事業効果というのは別にどうでも

いいんです。ピラミッドを造ってもいいんで

す、あるいは万里の長城でもいいんです。穴

を掘って、掘り終わったらまた埋めてくださ

いというのでもいいんです。つまり、大事な

のは、量なんです。どの程度の量になるかと

いうことなんです。しかし、その量をその地

域にどの程度留めておくかということは、先

ほどの移出と移入の関係なんです。いくらあ

る地域に公共事業を大量に投入しても、その

お金を使って他の地域からモノを買わなけれ

ばならないような経済構造であったら、その

お金は他のところに波及効果として回ってし

まいます。だから、いくら九州地域に公共投

資のお金がおりても、資材の購入だとか、そ

ういうものが東京に流れていくんだったら、

その流れた後の波及効果は東京で起こります。

それが今の地方の経済構造なんですね。そう

いう形になっているものですから、経済を今

の現状を維持するためには大量の公共投資を

流さなければならない、毎年毎年。これは質

なんか問うものではありません。質なんか考

えている時間がない。むしろとにかく量を多

くする。これが今までの公共投資政策です。

しかし、そのことが、公共投資が減らされた

ら忽ち格差が広まっていくという実態をその

ままずっと維持してきた元凶なんですね。公

共投資をもらうためには陳情に行かなければ

ならない。そして、その陳情もかなりのコス

トかかります、大変ですね。でも大事なのは、

陳情にかかった経費だとか、陳情にかかった

時間だとか、補助金もらうための書類の作成

だとか、そういうものが補助金行政の問題な

んですが、だけれど本質はそうではない。陳

情に行っている間に、本来であれば往復 2 日
かかると、あるいは今だったら日帰りもでき

ますけれども、その時間に、この地域をどの

ようにして活性化していけるかということを、

本気で議論する時間を奪ってきたんですね。

ですから、むしろ補助金行政の問題点という

のは、そういう政策形成のための時間とかエ

ネルギー、そういうものを奪ってしまってき

たということの方が、補助金行政の問題だと

思います。ですから、事業効果を踏まえた公

共投資政策をしていかなければならない。そ

れはどのようなストックでなければいけない

かということを考えて行かなければならない。

事業効果でも、同じ図書館を作ってたとして

も、北海道と九州で作った図書館では、事業

効果は違います。人口分布も違うし、アクセ

スのネットワークも違うわけです。ですから、

どこに造れば良いのか、どういう施設を造れ

ばいいのか、この地域にとってはどのような

施設であれば事業効果が最大になるのかとい

うことを考えるのは、地域でしかないんです。

地域の事業効果を重視すればするほど、地域

で意志決定ができていくというシステムでな

ければなりません。そのためには、意志決定

の権限と財源がいる。今までのように全国一

律に同じようにこういう施設を造れば、これ

の何％の補助金を出しましょうというような

やり方をやったんでは、そして多少補助率に

差があるのは、地域の財政力・経済力に若干

差があるから、補助金額に差をつけるという

やり方ではない。今まで補助金というのは、

どちらかと言うと、ものを造るための費用に

対して補助金を出している。学校造るために
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はいくらいくらかかる、この校舎を建設する

ための経費の何％を補助金で出しましょう。

支出額、費用に対して補助金を出しているん

ですね。本当に重要なのは、よく言われるの

は、そういう費用でもない、インプットでも

ない、アウトプットでもなく、アウトカムだ

とよく言われる。このアウトカムを対象にす

るのはなかなか難しいですけれども、やっぱ

り事業効果に対して、最大限に発揮できるよ

うな支援を考えなければならない。よく国は

ですね、こんなの無理です、東京霞ヶ関にい

てですね、九州地方にとってどのような施設

が一番事業効果を高めるかといったことを考

えるのは無理なんです。だからこそ、九州で

公共投資を分権化して、そしてもっと自由に、

地域のために使えるようなシステムをつくら

なければいけない。三位一体の改革の中で補

助金をカットする、そしてそれを財源移譲に

回す、いろんなことが議論されました。私は

それはそれなりに意義があったと思いますけ

れども、最後の最後に数字合わせのような形

で終わってしまった、これは非常に残念です。

国が地方に対して義務付けたりコントロール

するのをそのままにしたうえで、補助率をカ

ットし、負担率をカットし、一般財源化して

も自由度が高まる訳ではありません。私はこ

れからの一般財源化の考え方というのは、む

しろ福祉や教育だとかいうよりは、もちろん

それも大事なんですけれども、公共事業の補

助金を一般財源化するというところに、私は

最大のエネルギーを注がなければならない、

このように思っています。そういう中で事業

効果を高める、それは北海道も九州も同じで

はないはずです。そして活性化するというこ

とが重要なんですね。 
そしてもう一つ 22頁。これはですね民間資

本ストックと社会資本ストックのいわゆる限

界生産性というのを計算したやつなんです。

つまり例えば 1 円投入するときに、地域にど
れだけの生産を生み出すか、1 円追加して投
資したときにどれだけの生産が追加できるか、

というのを見たのが限界生産性なんです。こ

れを見てみますと、東京は非常に高いところ

にありますね、高いところにあるんですけれ

ども、東京は社会資本ストックの限界生産性

が、民間資本ストックの限界生産性より高い

んです。ところが九州を見てください。九州・

沖縄は、社会資本ストックの限界生産性はだ

いたい 0.030 くらいなんです。ところが、民
間資本ストックの限界生産性は 0.1 くらいな
んです。同じお金を使うんだったら、民間資

本ストックに投入した方が、九州の生産力は

上がります。これは北海道も同じなんです。

北海道でいきますと、要らないとは言いませ

んけれども、むしろ社会資本整備より民間資

本ストック呼んでくるようにお金が使えると

北海道の経済は活性化するんだけれどもなあ

というのが本音です。でも今のシステムでは

そうはなりません。そうなってませんから、

だったら無いよりあった方がいい、だから新

幹線、高速道、という話になるんですね。だ

からむしろ一般財源化することによって、地

方が企業を呼んでくる、外資系の企業にイン

センティブを与えるためにお金を使うことが

できる、というようにした方が、その地域の

民間資本ストックが増えて、そのために九州

地域の域内総生産は確実に増えるんです。そ

ういう仕組みをやっぱり考えなければならな

いんです、これが地方分権であり、しかしな

がら、これを熊本なり大分なり佐賀県なりが

単独で考えてもなかなか効果が上がらないか

もしれないが、九州地域全体で考えた方が良

いものは、九州全体で考えませんか、という

のが道州制あるいは分権なんですね。 
23頁にも同じようなことですけれども、グ
ラフを書いております。これは横軸に労働者 1
人で民間資本ストックがどれだけあるか、例

えば九州にこれだけの民間資本ストックがあ

ったときに、労働者 1 人あたりどれだけにな
っているかというのを横軸に取っています。

縦軸は労働者 1 人当たりの生産力、生産額。
これを見ますと、線が見づらいかもしれませ

んが、やはり関東・近畿がかなり上の方にあ

ります。九州・沖縄はこの線でいくと下の方

ですね。これは何を表しているかというと、

この線が左側に降りていってます。左側にあ

るということは、九州・沖縄は労働者一人あ

たりの民間資本ストックが関東・近畿に比べ

ると少ない。これが増えれば生産性上がりま

す。だから民間資本ストックを呼んでこなけ

ればならないということなんですね。しかし、

それも大事なんですけれども、もう一つ大事

なのは、例えば同じ数字のところを見てくだ

さい。同じ数字のところを上に沿ってみてい
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くと、九州はやはり下の方にあります。例え

ば労働者 1人あたりの資本ストックが 12,000
のところでも九州は下の方にあります。この

線の差は何かというと、これがまさに集積の

利益です。集積の利益の違いです。最近は技

術も違うんじゃないかというようなことも言

われるようになってまいりました。国と国の

経済力を比較するときに、例えば、日本と途

上国を比べたときに、技術力に差があるわけ

ですね。それが同じ資本の量であっても差を

つけるということになるんです。ところが、

かつては日本一国の中であれば、技術という

のは瞬時に伝わるという具合に我々思ってま

いりました。北海道で開発された技術は即座

に九州にも伝わってくる、同じ国内ですから

ね。しかし、この技術を普及させるためには、

それを受け止めるだけの人材が必要です。そ

の人材に格差が生まれてきたら、技術にも差

が生まれてくる可能性があります。今までの

ように瞬時に全国に普及するのではなくて、

いわゆる時間差がありながら、時間差をつけ

ながら普及していくというようなことが、現

実に起ころうとしている。したがって、地域

の活性化のためには、技術進歩、イノベーシ

ョン、こういうものが必要です。そのイノベ

ーションも今までのようなイノベーションで

はありません。グローバル化社会というのは、

全世界が大きな一つの競争市場になるという

ことですけれども、その中で特別なイノベー

ションを起こすためには、それぞれの地域の

文化、歴史とかをミックスさせた形でないと、

新しいイノベーションは生まれません。こう

いうイノベーションをこれからは地方単位で

生んでいかなければならないわけです。これ

がいわゆる内発的発展なんです。そのことに

よって、イノベーションができれば、また事

業所が立地する、そして、そこで生まれた企

業は、その地域の住民になりきること、やは

り企業ですから、儲けを最大にする、利潤を

最大にする、これが行動原理なんです。です

けれども、例えば、熊本県に立地したある企

業が、熊本のことはどうでもいいんだ、とに

かくここは安くて生産性が上がるからここに

立地して、そして企業のことばかり考えてい

たらですね、この企業は地域に貢献すること

にはなりません。やはり、その企業は当初は

利潤最大化という目的があったとしても、そ

の企業が熊本の県民と一体になって、熊本の

ためにどのように頑張って考えるかというこ

とになって初めてイノベーションが生まれる。

そういうようなことが、グローバル化社会の

中では求められているわけです。だからこそ

今までの中央集権的な、国が画一的にすべて

同じような制度を適用させるのではなくて、

それぞれの地方が、文化、歴史、風土、そう

いうものを踏まえながら、これからの地域作

りをやっていかなければならない。しかしな

がら、例えば観光でも同じです。本当に村単

位で観光行政やらなければならない部分はあ

ります、しかし九州全体で観光を考えなけれ

ばならない部分もあります。ですからそうい

う形で、観光はすべて道州だというわけでは

ないんですね、観光でも基礎自治体でやらな

ければならないこと、これは道州でやった方

がいいというような切り分けをきちっとやっ

ていかなければならない。今までの議論は、

観光まで道州制でやるんですか、というよう

に、すべて観光は一つの行政カテゴリーでと

いうふうに考えられてしまうわけです。です

けどそうじゃない。教育にしたってそうです

ね、文化財保護だってそうなんです。やっぱ

り、事細かく具体的に事業自体を捕まえて、

この部分は協力・連携してやりましょう、こ

の部分は地域で地元でそれぞれでやりましょ

う、ということを考えていかないと、もう最

初からですね、道州制をやるとすべてが道州

になって、格差が広がってしまうんじゃない

かと考えてしまいがちなんですが、実はそう

じゃない。やはりこれから民間資本ストック

を育てていくということと、集積の利益をど

うやってうまく使っていくのかということな

んですね。そこでですね、少し抽象的ではあ

りますけれども、今までは財政が地域を支え

てきました。だから役所は最大の産業などと

言われているわけです。例えば道州制になっ

た、あるいは合併が進んで役所がなくなった

ら地域は駄目になると考えておられる方も多

いと思います。でもそれは、役所がその地域

での最大の産業であるということを前提とし

た議論です。そうでない社会にしていかなけ

ればならないというのが道州制であり、地方

分権であり、地域づくりなんですね。そうい

う意味では、今までは財政が地域を支える、

でもそんなことはもう言ってられない。国も
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財政が悪いし、やはり自己責任、地域でやり

ましょうとなってきているわけですから、こ

れからは、地域が財政を支える、あるいは財

政を作り出す。そういう考え方に変えなけれ

ばいけない、と思うわけです。そしてですね、

経済活力を増進するということは、地域のシ

ーズをいかにして掘り下げ、多様なシーズを

組み合わせて活性化していくかということと

同時に、ある部分広域的にやらなければなら

ないというものもあります。それは正に、経

済集積をどうやって作っていくかということ

なんです。広域経済圏のなかで、例えば九州

では福岡への一極集中現象が起こっておりま

す。これはマーケットメカニズムです。今の

日本の企業は行政区域があるからといってで

すね、アメリカのように州で憲法があって、

分権的で制度が違って商法だって州で違う、

という国では日本はありません。ですから行

政区域などがあっても、企業は意識しないで、

一番効率的で収益性の良いところに立地する

んです。人もそうですよね、もちろん地元に

愛着があるからここに住み続けているという

人もいると思うんですけれども、実は職がな

ければそこに住み続ける訳にはいかないしと

いうようなことになるとですね。県境を越え

て、あるいは市町村域を越えて移動するとい

うのは一般的なんです。ですから福岡集中が

起こるじゃないか、道州制になれば益々福岡

集中がひどくなってしまうではないかという

懸念はよく分かります。じゃあ県境があった

ら福岡集中は止まるのか。止まらないです。

確かに熊本県庁があることによって、熊本県

は、経済がある程度維持されているというこ

とは事実です。ですけれども経済力はそうい

うわけにはいきません。ですから、集積の利

益が大事だと言ったときに、やはりある地域

において、東京や大阪と同じくらい集積のメ

リットが享受できる経済地域を、私は作らな

ければいけないと思います。そうしないと、

まあ自然とできあがっていくんですけれども、

やっぱり戦略的に作らないといけない。自然

にできあがっていく時には、今までの傾向を

見ると、やはり福岡に集中してますけれども、

福岡からは東京に集中しているわけですよね。

やはり早く、手遅れにならないうちに、ある

地域に、それは別に福岡に限りません、いろ

んな階層がありますから、戦略的に拠点を作

らなければならない。そして拠点を作ったう

えで、面的な整理をしなければならない。 
今はですね、これ放置しておきますと、今

後新幹線ができますね、新幹線ができること

はメリットもありますけれども、例えば熊本

とか鹿児島の経済のストロー現象という形で

福岡に吸い取られるかもしれない。これは起

こりえることです。今のままですと、そうや

って福岡は大きくなっていくでしょう。しか

しそれによって他のところが縮小していくと

いう形で、ゼロサムですね、果実は大きくな

らない形で九州は人口がどんどん減っていく、

という形になってしまうかもしれない。だか

ら福岡が成長すると同時に、そこで生まれた

果実をどうやって九州全域に配分していくか、

ということができるような、考えられるよう

な仕組みを作らなければならない。もし県境

があれば、今福岡に集中している富は福岡が

独占します。この独占状態になっている富を、

もっとネットワークづくりだとか、アクセス

道路をどうするかというような、果実をうま

く使えるような仕組みを九州全体で考えてい

くということが、非常に重要なことではない

かと思います。つまり、今のままだったら、

一極集中によるコンフリクトは必ず起こりま

す。道州制でもそれが益々ひどくなるのでは

ないかと反対される方もいるんですけれども、

道州制で県境をなくしてしまったら、そのコ

ンフリクトを九州全体の住民の考え方の中で、

コンフリクトを解消していくという道が開け

ます。これを開かなければならない。開いた

ときにうまく使えるかどうかということは、

九州のみなさんの腕次第、知恵次第です。そ

こでですね、最初から道州制は集中が起こる

から反対だ、という議論にはしない方がいい

ですね。道州制をすることによってでてくる

デメリットはもちろんあります。顔が見えな

くなる。今までのように住民に身近な行政が

維持できなくなるかもしれない。でもその時

のデメリットは、道州制の場合は解消するこ

とは可能です。道州内での分権をはかればい

いんです。ところが道州制をやらないままに

出てくるデメリットは、これは消せない。だ

から道州制にはデメリットがあるから反対だ、

と表に出るのではなくて、メリットはどうな

んだ、デメリットはどうなんだ、そのデメリ

ットは消せるのか消せないのか、ということ
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の議論をやはりやらなければならない、とい

う具合に思います。それが今の時期に求めら

れていることなのではないか。やはりこれで

すね、地方分権はこれからもっと進めなけれ

ばならないと思います。権限も財源も。地域

作りのためには人、財源、情報、権限、こう

いうものが備わっていなければなりません。

そしてそれぞれの人が、その地域の人材が責

任を持って、その地域を作っていく責任を負

うということです。今は誰に責任があるのか

分からないような行政システムになってしま

っています。 
地方分権一括法で、地方自治法が変わって、

機関委任事務が無くなりました。それが自治

事務と法定受託事務に変わりました。そして

地方自治法には、国の役割がこうこうだ、そ

して地方はもっと広く役割を担うんだという

ことで、こういうことが書き込まれるように

なりました。これを見る限り、国と地方は今

までの主従上下の関係から、対等・協力の関

係に移ったという具合に、外形的には見える

わけです。しかしながら、現実には、個別の

法令を見ますと、様々な関与がまだ依然とし

て残っております。だから、自治事務であっ

ても、国が意志決定をし、そしてその基準に

合わせて地方が行政をやる、という仕組みは

残ったままなんです。その部分を残したまま

で、分権、財源を一般化しても全く意味があ

りません。ですから、私はこれからの地方分

権の時代というのは、国の仕事であると考え

たものは、意志決定から執行まで国がやる、

そして地方の仕事になったものは、地方が意

志決定から執行まで地方がやる、そういう意

味では、例えば生活保護行政、これは法定受

託事務ですから、国の仕事なんですけれども

地方も負担していますよね。でも、本来であ

れば国が全額負担すべきですよね。例えば教

育行政にしても、地方制度調査会でこういう

問題がでました。今の日本の教育がこれだけ

駄目になってきているのは、一体誰に責任が

あるのだろうか、ある委員の発言です、経済

人です。これは総理大臣に問題があるのか、

文部科学大臣に責任があるのか、あるいは知

事なのか市長なのか、あるいは教育委員会な

のか学校なのか、一体誰に責任があるんだろ

うって言ったんだけれども、誰に責任がある

か分からないんですね。みんなに責任がある

んです。だからそれは、意志決定を国がやり、

そしてそれに合わせて細かいところまで国が

決めて、これを規律密度が高いというんです

が、こういう中で地方が執行する、規則にあ

わせて執行する。こういう仕組みをやめなき

ゃいけない。 
そのためにも地方が意志決定ができるよう

な人材を育てなければならない。今行革の中

で、地方の職員がどんどん減らされている。

私は、これは本当に良いことなんだろうかと

いう気がしますね。むしろもっと政策形成を

しなければならないということになったら、

やっぱり人材がいるんです。専門職も要るで

しょう、そしていろんなところとの協力関係

を結ぶためのコーディネートをする人も要る

でしょう。そういうような人材を育てててい

かなければならない。スイスへ行ったときに、

連邦政府と州政府のどちらに優秀な人が行き

ますかって聞くと、これは州政府の人の答え

ですからちょっと割り引いて考えてお聞きい

ただきたいんですけれども、優秀な人が州政

府に行く、連邦政府に行ったって面白くない、

ほとんど州がやるんだと言うわけですね。だ

から、やっぱり権限と金があると、人材はつ

いてくると私は思います。ですからそういう

意味で地方分権を進めていくことが必要なん

だ。何から何まで分権だから地方がやるんだ

ということではないだろうと私は思います。

国がやった方が良いものは国がやるべきです。

それは近接性だとか補完性だとかいうことを

定型的に言ってばかりでは駄目だと思うんで

す。例えば地方税の徴収、これも地方分権時

代だから手に汗して税金を集めなければなら

ない、その通りだと思うんですけれども、そ

れを言っている限りは、地方税の徴収率はど

んどん下がっているんですね。最近景気が良

くなっているから若干上向きかもしれません

けれども、税の徴収率は下がっているんです。

税の徴収率が下がったままで、やはり自らの

税は自ら集めなければならないと言っていて

も、これは地方分権、真の住民自治にはなら

ないんです。ですから、そういう時は割り切

って、県が集めた方が良ければ県が集める。

その場合はちゃんと委託契約結ぶんですね。

というようなことを考えることも私は必要で

あって、分権ということで定型的に何から何

まで地方なんだというようなことではなくて、
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もっと柔軟に分権を考え、そして道州制とい

う流れの中で考えていかなければならない。

そして、今県が抱えている仕事は、できるだ

け基礎自治体におろしましょう、移譲したい

んだけれども法制度が邪魔になって移譲でき

ない場合は、これは国に対して法制度の改正

を要求して欲しい。そうすることでもっと県

に余力ができてくれば、国の仕事ができるよ

うになる、そして道州制に結びついて行くか

もしれない、というように私は思っておりま

す。 
地域づくりにおいて、自治体の役割はもの

すごく大きいです。もちろん、地域活性化の

なかで民間のリーダーが力を発揮していると

ころは九州にもたくさんあります。しかしな

がら、そういう民間のリーダーが出現する可

能性は、すべての地域にあるわけではありま

せん。そうなると、やはり、自治体が地域づ

くりの脚本を書いたり、あるいは場合によっ

ては主役を演じたり、ということが必要にな

ってくるんですね。プロデューサーであった

り、演技のための演出家であったりというこ

とをすべてやらなければならない。これが私

は地域づくりであると思います。そういった

中で、地方自治体の役割は非常に大きい。そ

こで例えば道州のレベルになった時には、例

えば 34 頁にあるように、九州は GRP、これ
はかなり為替相場の影響で変動したりするん

ですけれども、九州全体のドル表示の域内総

生産は、ベルギーよりも 1 割多いんですね。
そして人口はスウェーデンとノルウェーと合

わせただけの人口いるんです。今世界で経済

の状況が良いところは、中国は別にして、先

進国では、比較的規模の小さいところなんで

す。こういうところが経済を活性化させてい

る。それは動きやすいからなんですね。そう

いうような中で、九州は決して規模は小さく

ない。もっと活力あるものになるはずなんで

す。そういうようなことを考えたら、例えば

ベルギーにしても観光地ありますよね、ブル

ージュだとか。そういうところと同じような

ところが九州にだっていっぱいあるわけです

から、それを九州全体でどうやって盛り上げ

ていくかということを考えていく必要がある、

という具合に思います。 
最後に、時間が来ておりますので、41頁を

ちょっと御覧いただきたいと思っているので

すが、持続可能性、先ほども財政の持続可能

性と申し上げました。持続的発展というのは

どういうことかと言うと、このように定義が

出されているところがあるんですけれども、

将来世代がそのニーズを満たす能力を損なう

ことなく、現行世代のニーズを満たす発展な

んです。今の世代のニーズを満たすことによ

って、将来世代のニーズを満たす能力がそが

れてしまう、これは持続的発展ではありませ

ん。正に財政的に言えば、将来世代の負担で

もって、現役世代がいろんな便益を享受して

いる、これは持続可能ではないんですね。道

州制というのは、確かにいろんなデメリット

があります。しかしながら今のデメリットを

重視した結果、道州制という一つの地域づく

り、環境づくり、こういうものに目を向けな

いと、今の地域の資源がどんどん枯渇してし

まって、この九州・熊本に 20年先、30年先、
生を受ける子どもたち、この子どもたちのニ

ーズを満たす資源が果たして残るかどうかと

いうことを、今の世代は考えなければならな

い。これは熊本だけではありません。九州全

体、日本全体がそれを考えなければならない。

ところが今の政策・行政は、どちらかという

と近視眼的で数年先のことしか考えていない。

例えば、総合計画を作っても 10年、せいぜい
10 年ですけれども、重要なことは、この 10
年は、20年先、30年先のための 10年だとい
う捉え方もあるわけです。そして、その将来

を見据えて、行政をやりながら、一方で足元

の問題をどのようにして解決していくかとい

うことを、いわゆる並列的な、行政運営をや

らなければならない。そういう中で、道州制

というのは、どちらかというと、足元の問題

ではなく、10 年先、20 年先、30 年先のこの
地域の将来を見据えた戦略だという具合に考

えながら、議論を進めていただければ、私は、

国民的な盛り上がりになって行くだろうし、

そしてそのことが、これから日本で生まれる

将来の子どもたちの未来を大きく明るくして

いくのではないか、このように思っておりま

す。ご静聴どうもありがとうございました。 
 
（司会） 

林先生、ありがとうございました。地域に

おける様々な課題の分析、またその解決のた

めに私たち自身が、地方分権、道州制をどの
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ように考え、どのように進めていったらよい

のか、多様な視点から分かりやすいご講演を

いただきました。林先生は帰りのお時間の関

係がございまして、この時間で皆様方からの

質疑応答をお受けいただくことになっており

ます。ご質問がある方は、どうぞお手をお挙

げいただきますと、マイクをお持ちしたいと

存じます。また、ご質問の際には、所属とお

名前をいただければ幸いに存じます。それで

は会場の方から、林先生にご質問がございま

せんでしょうか。 
 
（林先生） 

どうぞご遠慮なくお聞きください。ただ私

の能力の限りがありますから、すべてお答え

できるかどうかわかりませんが、いかがでし

ょうか。本来ならば、16 時 20 分ですね、予
定されている意見交換の方に出席できればい

いんですけれども、ちょっと飛行機の時間が

あったものですから、そこに同席できません

ので、いかがでしょうか。 
 
（質問者①） 

今道州制の話が出たんですけれども、今度

住民税と所得税の配分を変える。結局、極端

な話をすれば、東京の辺りは、地方交付税、

国からのお金はいただいてないのに、住民税

の比率は高くなって、国が吸い上げて再配分

するような仕組みになると思うんですが、道

州制とか地方分権とかの形を先にきちっと作

らないで行ったら今回のようなことになると

思うんですけど、そこはどのようにお考えで

すか。 
 

（林先生） 
これは非常に悩ましい問題なんですね、地

方税制改革というのは、道州制でなくてもや

はりやらなければならない部分がある問題な

んです。それがある意味これまで累進的だっ

た税率を 10％の比例税にするというのは、地
方税にあった制度改革なんですね。そのため

に税制を中立にするためには、国税を下げな

ければならない。それが今の個人住民税と所

得税の改革だと思います。それはある意味で、

地方税制の改革なんです。ところが今やろう

としていることは、法人二税にしてもふるさ

と納税にしても、税制の改正ではないんです

ね、つまり、税が集まってきたものを、制度

上で前提とした上で、それを譲与税化すると

か、寄付金税制とか言ってますけれども、い

わば集まったものを地方に回そうという感じ

で、制度の抜本的改正ではないんです。私は、

地方税の抜本的改革を考えていかなければな

らないと思います。基本的には地方消費税の

充実だと思います。もちろん個人住民税の課

税最低限を下げるというのも一つの手なんで

すけれども、これはなかなか難しい。これは

難しいので、やはり地方消費税を充実させる

ということを考えていくべきだと思います。

ただこの地方消費税に関しては、地方自治体

が自由に税率を変えられないではないか、あ

るいは国が集めているじゃないか、地方は全

然エネルギーを注いでいないじゃないかとい

ったようなこと言われるんですね。言われる

んですけれども、それはそれで構わないと思

います。基礎的に全国一律にあまねく行って

いるサービスというのもあるわけですから、

その部分は地方消費税で賄っているんだとい

う具合にすれば、何も目的税化しなくても、

考え方だけをそのようにすればいいんです。

ちょっとお答えからは外れていってますけれ

ども、やっぱり道州制というよりも、地方分

権時代の地方税はどのようにあるべきかとい

うことが、道州制よりももう少し前のところ

で考えていかなければならない。本来は格差

が生まれない、今は格差是正が目標になって

いるんですね。だから事後的に、一旦東京に

集めたものを、あるいは大都市に集まったも

のを再分配しようという考え方です。むしろ

結果として、格差が生まれないような地方税

はどうあるべきなのか、これは地方消費税に

変えていけば、必ずしも制度設計としては、

法人事業税は残したままで、法人住民税と消

費税はバーターとする、このように思います。

そうすれば結果的に格差は無くなり、縮まり

ます。どうして地方税調は、その辺りの制度

設計を、私も地方税調の委員ですけれども、

その辺を議論できないのかなと非常に歯がゆ

い気持ちがあります。つまり、部分的な修正

は議論するんですけれども、もっと地方税と

してどういう姿であるべきなのか、国税とし

てはどうあるべきなのか、という議論はどう

もできにくい。それは道州制より前にやらな

ければならないことだろうと思います。そこ
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で道州制をあまり前に出すと、分権と道州制

の話を一緒にやってしまおうじゃないかとい

う話になると、分権が進まないのではないか、

そういった懸念もあったものですから、ちょ

っと 28次の時は、道州制は道州制で、税財政
の話はあまり踏み込まない、ちょっといろい

ろな落としどころというのもあるので、私は

地方税の制度設計、地方税制の抜本的な改革、

そして徴収のあり方ですね、こういうものを

考えていく必要がある、こういうふうに考え

ております。 
 

（司会） 
ありがとうございました。よろしかったで

しょうか。他に質問はございませんでしょう

か。はい、後ろの方。 
 
（質問者②） 

先生のお話の中で、内発的発展という表現

が出たんですが、確かにその部分も大事だと

思うんですが、グローバリゼーションの中で、

それぞれの地域で考えますと、厳しい状況に

あると思うんですけれども、その中で国の方

でいろいろとやろうとしました時には、特区

をはじめとして、国のお墨付きをもらおうと

する動きが多いと思うんですけれども、その

辺の有り様についてはどのようにお考えでし

ょうか。 
 
（林先生） 

制度も含めて、私はなぜ特区じゃないとい

けないんでしょうかと思うことも多いです。

それを全国的にやれば、特区がすべて全国に

ということになるわけですから、それはそれ

でいいのかもしれませんけれども、私はどう

して特区じゃなきゃいけないんでしょうかと、

首を傾げたくなるような事例も多いんですね。

地方がやるんだったらもっといろんな実験が

できるはずなんですよ。今国がやるから特区

でなければならないわけですね。つまり、国

が全国画一的にやらせて失敗したら大変なこ

とになりますから、だから地方分権の一つの

大きなメリットは、地方が多様な実験ができ

るということなんです。そういうような形に

する方が、特区であるよりは良いと私は思い

ますね。それから国がですね格差是正策をい

ろいろ講じてますけれども、これもやはり従

来型です。お金がありませんから、ハードか

らソフトへという形に移ってきておりますし、

でもプログラムはこれからいろんなプログラ

ムが出てくるとは思います。だけどそれでは、

地方の改革には全然つながらない。交付税も

頑張る自治体に上乗せするということも私は

いろいろ批判しているんですけれども、地方

交付税は結果であって、それを政策手段に絶

対使ってはいけないと思っているんですよ。

交付税を政策手段で使うんだったら、きちっ

と補助金化した方が良い。それを今まで交付

税を補助金のように使ってきたことが、今の

交付税の問題点を引き起こしている部分もあ

るし、バブル崩壊後の地方単独で事業をやっ

て、後は地方交付税やりますよというのも、

国がやらなければならない景気対策を地方が

やったということなんですよね。交付税をそ

うやって政策手段に使う、頑張る自治体に対

して交付税を増額してあげましょうというの

も、何だかおかしな話で、それをやることで

また交付税の原点から外れてしまう。要する

に交付税というのは、本当にナショナルミニ

マムで必要な財源と、そしてそのための税収

と財源が不足した時には、国としては穴埋め

しますよという結果で出てくるのが交付税な

んですよね。だから、交付税を政策手段に絶

対使ってはいけないにもかかわらず、そうい

う形にまた戻ってきてしまっているとか、繰

り返しますけれども、いろんな支援プログラ

ムが各種でてきているというやり方は、もう

本当に時代遅れだと言うことを早く認識して

行かなければならないし、地方の側からもそ

ういう声を出さなければいけない。もう一つ

だけ申し上げたいと思うんですけれども、国

がインセンティブを与えるのは OK なんです、
ウェルカムです。インセンティブを与えます

から補助金を出しますよ、これはフランスで

もですね、国と州が契約を結んでですね、国

の意向に沿った事業をやってくれるんであれ

ば補助金出しますよというのがあります。私

はそれは OK だと思います。ところが日本の
補助金の問題はですね、補助金出しますよと

言った時に、「要らない」と言えない。言える

んですよ。制度的には補助金ですから、そん

なの要らないと言えるんですけれども、言う

と後でいろんな問題があるかもしれないとい

うおそれがあるので、補助金改革をするとき
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に、まず国庫補助金、奨励的補助金からカッ

トしていくべきだという議論があるんですけ

れども、国のレベルから言えば、それは財政

的にも法律になっていないから、奨励的補助

金をカットしたらいい、これはその通りなん

です。しかし地方の側からは、補助金をカッ

トして欲しいというような話は絶対にするべ

きではなくて、その時に拒否をする自由も地

方が持つことの方が大事なんです。そして、

地方が拒否しても自前で財源が調達できると

いう仕組みを作るということが大事です。で

すから、特区はマイナスだとは思いません。

前進だとは思いますけれども、なぜ特区なん

でしょうかというのは思います。 
 

（司会） 
ありがとうございました。よろしかったで

しょうか。大変申し訳ございませんけれども、

時間の関係もございますので、これで質疑の

方を終わらせていただきます。それでは、林

先生御講演ありがとうございました。皆様も

う一度大きな拍手で御礼を申し上げたいと思

います。どうもありがとうございました。そ

れではただいまより、10分間の休憩を取らせ
ていただきたいと存じます。 
 
 

３．九州における道州制議論の動向 

 
（司会） 

それでは再開させていただきます。高木様、

前へお進みください。続きまして、「九州にお

ける道州制議論の動向」と題しまして、財団

法人九州経済調査協会調査研究部長の高木直

人様に御講演をいただきます。九州経済調査

協会では、これまで九州における広域行政の

あり方に関する調査や全国の道州制議論の動

向をまとめられた報告書を作成されるなど、

地方行政に関する調査を数多く手掛けておら

れます。高木様はその中心となって活躍され

ておられます。それでは高木様、宜しくお願

いいたします。 
 
（高木氏） 
 （財）九州経済調査協会について 

皆さんこんにちは。ただ今ご紹介いただき

ました、九州経済調査協会の高木と申します。

本日はこのように盛大なセミナーで講演する

機会をいただきまして誠にありがとうござい

ます。 
本日のセミナーの前半では、林先生が全国

的な観点からご講演をされましたので、私は

「九州における道州制論議の動向」という題

目でお話をさせていただきたいと考えており

ます。   
本題に入ります前に、簡単に自己紹介を兼

ねまして私が所属しております、九州経済調

査協会についてご紹介させていただきます。

表紙を開けていただけますでしょうか。九州

経済調査協会は通称九経調と呼ばれることが

多いのですが、1946年、戦後すぐに設立され
ました民間のシンクタンクでありまして、一

昨年 60周年を迎えました。現在は文部科学省
認可の財団法人として、九州の経済界や地方

自治体等の支援を受けて活動しております。 
主な事業内容は、九州の景気動向や産業動

向をリサーチしたり、自主研究として九州経

済白書などを刊行しております。あるいは、

国、県、市町村等の方からの委託調査なども

やっておりますし、景気討論会や行政セミナ

ー等も開催しております。 
こうした中、最近では世の中のニーズを反

映しまして、九経調も道州制関連の活動が出

てきたわけでございます。今回の講演には間

に合わなかったのですが、来月中旬にはここ

に書いておりますように、「2025 年の九州経
済」と題しまして、道州制導入後の九州経済

の長期予測を発表する予定でございます。道

州制が導入されたら経済成長率はどうなるの

か、一人あたり所得はどうなるのか、人口移

動はどうなるのか、今日の林先生のご講演に

も関連するかと思いますが、こうしたことに

ついて大胆な予測を発表したいと考えており

ます。 
この他、九州以外の各地の全国各地の道州

制の動向ですとか、海外の事例研究も過去に

行っております。 
講演会活動につきましては、九経調創立 60

周年事業の一環としまして、二年前になりま

すが、松本元自治事務次官ですとか、松下関

西経済同友会前代表幹事に講演していただい

たりしております。もし、こうした活動にご

関心あればネット等でも入手できますので、
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ご参照いただければと思います。 
 

 どうして道州制が話題になっているのか 
さて、本日の講演内容でございますが、お

手元にこのパンフレット（「道州制について」

のパンフレットを示す）が配られていると思

いますが、今日私は持ち時間が三十分ほどで

すので、基本的にこのパンフレットに沿って

お話したいと思います。内容はまず、どうし

て道州制が話題になってきているのか、道州

制の背景です。それから二番目に九州での取

り組みはどうなっているのか、三番目に九州

における道州制のイメージはどうなのか、そ

してこれからの課題ということでお話させて

いただきたいと思います。 
それではまず、どうして道州制が話題にな

っているのか。九州の場合についてご説明い

たします。5 頁をご覧ください。道州制が話
題となる第一の背景は、現行の行財政制度の

抜本的な見直しが必要になっているというこ

とです。具体的な問題としては、画一的な中

央集権の問題があります。いろいろ言われて

おりますが、わかりやすくするために具体的

な例をあげて申しますと、例えば大分県の湯

布院では、建築基準法が障害となりまして、

高さ制限等の開発規制が国の指導により、強

制力のない行政指導に変更した、そういった

事例がございます。それから、学校校舎の規

制の問題もよく指摘されます。例えば北海道

から沖縄まで、教室は南向き、廊下は北側、

天井の高さは３メートル以上という規制が、

明治以来続いておりまして、地方の実情に合

わないといった声も聞かれるところでありま

す。もう一つの問題としましては国と県が同

じような施策を実施したり、似たような許認

可窓口が複数あるケースということもありま

す。いわゆる二重行政の非効率の問題であり

ます。例えば一級河川は国の管理となってい

ますが、一級河川の多くの部分は国が都道府

県へ委託しております。住民からみると国が

管理しているのか、県が管理しているのかわ

かりにくい、といった問題です。また教育や

若者支援は、ハローワーク、厚生労働省の外

郭団体、県等の機関それぞれ実施しておりま

して、二重行政の問題が指摘されております。 
次に二つ目の背景としましては、7 頁にな

りますが、県境を越えた広域的な行政課題が

増加しているということでございます。言う

までもなく、住民や企業の活動圏は県境を越

えて拡大しておりまして、それに伴って高速

道路、新幹線、空港等の高速交通体系整備が

なされております。特に 2011年の春、三年後
になりますが、三年後には九州新幹線鹿児島

ルートが全線開通します。そうしますと熊本

と博多の所要時間が約 35 分になると言われ
ております。そうしたことがあちこちでおき

まして、九州の一体化というのが加速するの

ではないかと言われております。それから環

境問題、地球温暖化問題が色々と取り沙汰さ

れておりまして、これは県単位ではなかなか

解決できない問題であります。少子高齢化、

人口減少社会の問題、人口が減りますと出生

率が増えない限りやはり交流人口が重要にな

ってまいります。ただ、グローバル化への対

応とアジアとの競争はますます激しくなって

きます。アジアの活力を九州に取り込まなく

てはいけません。そのためには、海外市場の

開拓、外国企業の誘致を九州一体となって取

り組まなければならない、といった事情もあ

ろうかと思います。 
三番目の背景としましては、市町村の合併

が進展したということであります。1999年 4
月から 2007年 10月まで、約 10年近くかけ
て九州の市町村数は 517から 253の約半数に
減少いたしました。熊本県を見ていただきま

すと、熊本県の市町村数は 94から 48にやは
り半数減少したということになります。市町

村数が減少しますと、都道府県の位置付けや

役割を改めて明確にする必要が出てまいりま

す。 
 

 九州での取組みは？ 
以上のような背景のもとで、九州での道州

制の論議が活発になってきたわけでございま

すが、では、九州はどのように道州制に取り

組んでいるかであります。9 頁にこれまでの
九州の取り組みをこれまでの経緯ということ

で一斉に載せています。ざっと見ていただき

たいと思います。これを見ますと、九経連、

九州・山口経済連合会、現在は九州経済連合

会になっております。九経連や西日本新聞社、

あるいは大分県の平松前知事を中心に、九州

では意外と早くから道州制の論議が行われて

いたということがわかります。そして、21世
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紀に入りまして、九州の将来ビジョンや戦略

が相次いで発表されました。そうした中で道

州制の関心が更に高まってきたといえるので

はないかと思います。 
九州経済連合会と道州制でありますが、九

経連は 2002年 5月に「21世紀の九州地域戦
略」というのを発表しまして、この中で九州

地域戦略会議の設立を提唱いたしました。そ

して 2003年 10月、翌年に九州地域戦略会議
が設立されるということになります。それか

ら九州地域戦略会議の活動が始まるわけです

が、九州地域戦略会議は九州観光推進機構の

設立を提言しまして、それが 2005 年 4 月に
実現するということになります。それから更

に踏み出そうということで、2005年5月に「地
方からの道州制の推進に向けて」という冊子

を発表しました。 
次は 11頁です。九州経済同友会、九同友と

言うのですが、九州経済同友会も道州制と深

く関わっております。ちなみに九同友の事務

局は、私ども九経調がやっております。九州

経済同友会は 2001年に「九州自治州」を提言
しましたが、正式に発表したのは、2005年 6
月です。2005年の 6月に「九州自治州構想」
を発表しております。 
そして、九州地方知事会でございますが、

九州地方知事会も 2002 年から道州制の研究
を続けてまいりまして、2005年の 6月に道州
制に関する冊子を発表ということになりまし

た。  
このように、2005年の 5月から 6月にかけ
まして、たまたま 3 つの道州制構想が出揃う
ということになりまして、新たなステップを

共同で踏み出そうということで、行政と経済

界が同じテーブルで道州制について議論する

場として、2005 年 10 月、九州地域戦略会議
に道州制検討委員会が発足したわけでありま

す。そして、2006 年 10 月「道州制に関する
答申」、これが道州制に関する答申（実物を提

示）ですが、それが発表されて、その中で道

州制の必要性と目指していく姿、および課題

について共通認識がまとめられました。更に、

その後、この答申を受けまして、もっと九州

の道州制の姿を具体的に掘り下げようという

ことになりまして、2007年の 5月、昨年の 5
月に第二次道州制検討委員会が発足しました。 
第二次道州制検討委員会には主に二つの課

題が与えられているわけですが、ひとつは、

国、道州、市町村の具体的役割分担を明らか

にする、二つ目は、地方分権社会における税

財政制度を確立する、この二つを中心に検討

しておりまして、今現在は、この国、道州、

市町村の具体的な役割分担を検討、深めてお

りまして、3 月には中間報告を出すというス
ケジュールで準備を進めております。全体的

にはこの役割分担と税財政制度を合わせまし

て道州制の九州モデルを今年の 10 月を目途
に策定し、全国に発信する予定でございます。

このように、九州における道州制論議の中心

的な場というのは九州地域戦略会議になって

いるわけですが、それ以外でもいろいろな道

州制に関する取り組みがあります。これを若

干紹介させていただこうかと思います。 
ひとつは、九州地方知事会の政策連合の取

り組みです。九州地方知事会では、将来の道

州制につながるステップになるものとして政

策連合という、九州各県が一体となった取り

組みを推進しています。先ほどご紹介いたし

ました、九州観光推進機構もその一つでござ

いますし、それ以外にも産業廃棄物税の導入

ですとか、障害者用駐車場の適正利用に向け

た連携など現在 38 の政策連合に取り組んで
おります。そのほか、資料には載せておりま

せんが、九州市長会も 2006年 10月に「九州
府構想」をまとめております。 
それから 16 頁に昨年の動きをざっとまと

めております。2007 年の動きを見ましても、
様々な経済団体や個別の県や市が道州制の検

討を始めており、道州制の取り組みに広がり

が見え始めたということがわかると思います。 
 

 九州における道州制のイメージ 
次に現時点で九州はどのような道州制のイ

メージを持っているかということになります。

17頁をお開けください。大体図で示しますと、
17頁の図のようになるかと思います。これも
見にくければ、パンフレットに載っておりま

すので、パンフレットも合わせてご覧になっ

ていただければと思います。まず、道州制と

いうことで都道府県を統合します。そして、

広域的な地方自治体を作ります。そして、国

の出先機関は廃止あるいは縮小します。そし

て、こうした道州政府ができますと、国から

権限や財源の移譲を受けるということになり
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ます。では、国はどうなるのかと申しますと、

国は本当にやらなければならないことに集中

します。そして、必要な機能の強化を図りま

す。しかし、組織的にはスリム化する、そう

いったイメージになろうかと思います。そし

て３つ目ですが、市町村はどうなるのか、基

礎自治体はどうなるのかということですが、

これは意外と道州制論議の中で見過ごされが

ちなのですが、基本的には基礎自治体はかつ

ての都道府県から権限、財源移譲を受けまし

て、むしろ基礎自治体は強化されると、そう

したイメージになろうかと思います。林先生

のご講演にもありましたように、大を小にす

るための道州制というものはそういったイメ

ージになろうかと思います。 
では、九州は道州制によってどのような姿

を目指すのか、ビジョンです。先ほど紹介し

たこの答申の中では生活から行政まで７つの

分野についてビジョンが示されております。

現在第二次道州制検討委員会においても、具

体的な内容を、ビジョンはまだまだ抽象的で

すので、今現在は、その７つのビジョンにつ

いて具体的な内容を検討しているところでは

ありますけれども、要するに道州制によって

九州経済を活性化し、人々の暮らしを豊かに

するようなビジョンを描こうということで大

体の共通認識はまとまっております。 
19頁をお開けください。次に道州制の枠組

みでございますが、道州制というものはこう

いうものになります。それから多極型九州を

目指すということになります。これは、重要

なことだと思います。道州の区域、九州は７

県が現実的ということでありまして、沖縄は

どうするかという問題があるのですが、一応

沖縄県自身の判断に委ねるということになっ

ております。それから、大都市の位置付けで

す。これは一応この答申の中では、大都市は

道州に包括される基礎自治体と位置付けされ

ております。それから、州都の在り方、州都

につきましては、多面的、多角的な検討が必

要だというように、この答申の中では記され

ております。 
次に国、道州、市町村の役割分担ですが、

これについても細かく検討していく必要があ

るわけですが、大まかに言うとだいたいこの

ようなものになるだろうと思います。国は国

家の存立に関わる役割を担う。わかりやすく

言うと、外交、防衛、安全保障、司法、通貨

こういったものが国の重要な役割であり続け

るというわけであります。では、道州は何を

するかというと、道州は広域的な役割や九州

が一体となって取り組んでいく事業を担うと

いうことで、私が思うに中心的な役割という

のは、アジア戦略、広域的なインフラ整備、

産業政策や人材育成等が重要な役割になるの

ではないかと思います。基礎自治体である市

町村では、住民サービスの大部分を担うとい

うことになります。従いまして、教育とか生

活環境や子育て、医療福祉介護などが重要な

役割になっていきます。 
 

 これからの課題 
最後にこれからの課題について説明したい

と思います。これからの課題について説明す

る前に、道州制を検討するうえでの九州の強

みと弱みを簡単に整理いたします。九州の強

みとしてまず挙げられるのが、九州アイラン

ドであるということです。区域の考えがほぼ

一致しているということは、九州にとって非

常に有利な点だと思います。九州と北海道を

除けば、全国どの地域も区割りの問題、どこ

からどこまでを道州にするのかということで

行き詰まったり、問題につまずいたりしてい

ますけれども、九州はそういった問題が今の

ところ無いということです。それから、官民

の連携が進んでいる。これは九州地域戦略会

議をみれば明らかであります。それから三番

目は県境を越えた広域的事業で成果を挙げて

いるということになります。これは政策連合

が典型的でありまして、九州観光推進機構を

設立したり、産業廃棄物税の一斉導入などで

成果を挙げています。そして、最後に道州制

にはっきりと反対する知事がいない。もちろ

ん温度差はありますけれども、他の地域を見

ていきますとはっきりと道州制に反対する知

事さんがいらっしゃいまして、まったく話合

いにも乗らないという知事さんもいらっしゃ

います。九州ではそういったことがない、こ

れも九州の強みではなかろうかと思います。 
一方で、九州にも弱点がございます。九州

が一つになったことがないという歴史、これ

は古代まで遡ればどうなのかということはよ

くわからないのですが、近現代で言えば、や

はり九州が一つになったことはないのではな
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いでしょうか。従いまして、住民意識の面で

も道州制に関心を持ってもらうためには、い

ろいろとこれから工夫があってもいいのでは

ないかというふうに思っております。それか

ら、九州内の地域間格差、これも林先生のご

講演の中で再三出てきましたけれども、例え

ば福岡一極集中の問題はどうするのか、これ

はやはり九州に住んでいる我々が考えなれれ

ばいけないと思います。福岡一極集中だけの

問題ではなくて、北部九州と南九州、あるい

は最近では私個人的には東九州と西九州の格

差も出てきているのではないか、こういった

問題にどう対処するのかということが、我々

に突き付けられた課題だと思います。そして、

九州の地方自治体の財政問題についてです。 
本日はこれらの強みと弱みを踏まえて、最

後に３つの課題を指摘したいと思います。ま

ず、第一は、住民への道州制の広報啓発を促

進するという課題です。住民にどうやって道

州制に関心を持ってもらうかということです。

道州制は市町村合併と違って、住民生活に直

接関わらないというイメージが強くあります。

今日は道州制に関心を持っておられる方ばか

り集まっていらっしゃるということで、私も

説明しやすいのですが、普通の方にご説明す

るときに、道州制って何？今の都道府県制度

で何が不都合なの？とか県合併とどう違うの

か？と素朴な質問、素朴な疑問がよくされる

わけですけれども、こうした質問にどのよう

に答えなければならないか、どのように理解

してもらうかということが重要な課題だと思

います。また、九州は、他地域と較べまして、

道州制に関する広報活動や情報発信は進んで

いる方とは言えません。むしろ遅れている方

だと思います。従いまして、セミナーや講演

会の実施、ホームページの道州制の内容充実、

それからやはり地方公務員の方に出前講座か

何かを実施してもらって、公民館等で道州制

について住民に対してお話する場を沢山設け

ていただければと思います。 
23頁をお願いします。第二の課題は、こう

いった広報啓発するばかりではなく、口先だ

けで言うのではなく、アクションで示すこと、

行動で示すことも重要な課題ではなかろうか

と思います。そのために、広域的政策の先行

実施というのは、非常に重要だと思います。

制度が変わっても、産業が活性化し、生活が

豊かにならなければ意味がありません。それ

ならば、広域的政策を先行実施して住民や企

業にメリットを実感してもらう。これが重要

ではなかろうかと思います。経済界や住民の

要望等などを反映させながら政策連合のメニ

ューを更に充実させ、インパクトのある広域

的政策を先行的に取り組むといったことです。 
具体的には、スケールメリットを発揮する

ような広域的な産業政策とか対外的なＰＲ活

動です。連携とか協力というのは、最初のう

ちはかなりインパクトがあるものが出ますが、

だんだんと広域事業が増えてまいりますと北

東北の例を見てもそうなんですけど、やはり

各県の既得権益がぶつかり合いまして、なか

なかインパクトのある政策が打ち出せなくな

って、どんどんと小粒な広域政策になる。こ

れをどうにかして打破してほしいということ

であります。 
最後になりますが、林先生も再々強調され

ておられましたが、やはり地域の活力を高め

る道州制を目指すことが最重要課題ではなか

ろうかと思います。そのためには地域の生産

性を今以上に高める必要があります。少子高

齢化で労働力の供給余力はありません。資本

もどんどん海外に出ております。そうした限

界がある中、持続的発展のカギを握るのは生

産性です。地域全体の生産性です。組織改革、

研究開発、人材育成等を促進して地域全体の

生産性を高めることが、これから極めて重要

になってくるというふうに私は考えておりま

す。それから、選択と集中による地域政策、

社会資本整備であります。財源が限られる中、

広域的な観点に立ってどのようにして選択と

集中による地域政策、社会資本整備をするか、

これは地域自身に問われていると思います。

もう、国のせいにはできないわけです。そし

て、引き続き行政改革を推進し財源を捻出す

ること、そして捻出した財源を地方発展の原

資として有効活用していくということであり

ます。道州制というのはあくまでツール、道

具であります。道州制を使ってどうやれば九

州経済を活性化することができるか、九州に

住む人々の暮らしを豊かにすることができる

か、それを実現することが、九州が目指す道

州制の目的であるということを再度強調させ

ていただいて、私の講演を終わりにさせてい

ただきたいと思います。どうもご清聴ありが

 132



 

とうございました。 
 
 
（司会） 

 高木様、ありがとうございました。高木

様には、のちほど質疑応答の際に、ご登壇い

ただくことになっております。高木様、どう

もありがとうございました。 
 
 

４．熊本から見た道州制 

 
（司会） 

それでは、引き続きまして、熊本経済同友

会副代表幹事であられます大久保太郎様にご

後援をいただきます。大久保様は、九州地方

知事会と九州の経済界で構成されております

九州地域戦略会議の中に設置されました道州

制検討委員会委員として道州制議論に参画さ

れておられました。今回は「熊本から見た道

州制」と題しましてご講演をいただきます。

それでは、大久保様、宜しくお願いいたしま

す。 
 

（大久保氏） 
ご紹介いただきました大久保でございます。

私は今ご紹介にありましたように第一次九州

地域戦略会議の道州制検討委員会の委員をし

ておりまして、昨年度の春まで検討に参画し

ておりまして、その前には九州経済同友会、

先ほど高木さんからご紹介ありました「九州

はひとつ委員会」の「九州自治州構想」の検

討にも参画しておりました。昨年の春から交

代いたしましたので、私の道州制に関する知

識はその辺でストップしております。今日も

皆様方に色々な資料をお持ちしてお話すべき

ところでございますけれども、バタバタして

おりまして、宙にお話することをお許しいた

だきたいと思います。 
「熊本から見た道州制」ということでお話

をするのですが、熊本からということは、熊

本の経済界、あるいはおそらく県政界あたり

でも、道州制の話をするというときには必ず

州都の話になる。甚だしい議論になりますが、

州都がこなければ道州制は導入しないという

人がいるくらいでございまして、本当にそれ

で良いのか、熊本の道州制の議論はそれで良

いのかということであります。やはり州都の

問題は結果としてついてくる議論であって、

やはり道州制の問題は押さえておかなければ

ならないと思います。もちろん、私も熊本県

民、熊本市民としてこの地域に道州制の州都

が来たら良いなとは思いますけれど、それは

結果論、議論のプロセスを経た後にそうなれ

ば良いと思っております。 
道州制がなぜ必要かという議論は、熊本県

の中でやはり活発にやっておく必要があろう

かと思います。すでにそれぞれ林先生あるい

は高木さんのほうから繰り返しお話になって

おりますけれども、やはり、まず第一は、財

政の問題だと思います。国と地方を通じた借

金の額、１千兆円だとか言っているわけです

けれど、この問題はどうしても国と地方を通

じた重石になっているわけでございまして、

これをなんとか改革しなければならないと思

います。国の方では三位一体の改革、その前

は小泉前総理がかなり前から郵政改革、郵政

改革と言ってこられたわけですが、郵政改革

の目的というのは資金の「入り」を改革する

ことによって、資金の「出」をなんとかしよ

うという改革の話だったと思います。現在の

ところ見ておりますと、郵政の改革は一応民

営化という形で結論が出ましたけれども、い

わゆる特殊法人、独立行政法人の改革、ある

いは公務員の改革ということについては、先

日来渡辺大臣が国会で集中砲火を浴びている

状態ですので、なかなか進まない。郵政改革

は本丸だということで衆議院選挙が行われた

わけですけれども、郵政改革は本丸ではなく、

本丸の入り口だと思います。本丸は、独立行

政法人や公務員改革の問題、公共投資の問題

であったはずであり、それを今からやらなけ

ればならないというのが、国における財政問

題ではないかと思います。 
一方で地方の問題として考えれば、地方の

効率化というものに尚一層取り組む、取り組

まざるをえない、三位一体の改革も含めて。

あるいは取り組んでいってもらいたいという

ことであります。そういう意味で市町村の合

併というのが、第一次合併が終わって、先ほ

ども数字が出ていましたように、94 が 48 に
なったということですけれど、さらにこれを

もう一段進めなければならないのではないか
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と思います。どういう数字の取り方かよく存

じませんけれど、一人あたりの行政コストが

一番低くなるのは、人口 30万くらいの市町村
が、一番一人あたりの行政経費が少なくなる

という数字を見たことがありますけれども、

現在の熊本県の 48の市町村の中には、まだ１
万人未満の市町村が残っている訳であります。

これはやはり、いろんな第一次の合併におい

て、合併がなかなか進まなかったり、失敗し

たという過程での傷とか、そういったものが

癒えてこなければいけない。また合併をすれ

ば、大きな町の周辺になってしまうという危

惧というのがあるかもしれませんが、やはり

財政の問題からすれば、市町村合併というの

は尚一層進めなければならない。もちろんそ

れによるデメリットはどのように補完してい

くかということは当然あるわけですけど、も

し非効率な基礎自治体のまま残っているとす

れば、それはどうやって残りうるかというと、

交付金なり補助金なり貰ってくることによっ

て成り立つというのでは、やはり人の財布を

あてにして自分の生活が成り立つということ

になりますので、市町村合併によって効率化

を進めるというスタンスは、一方で貫徹して

いかなければいけないと思います。そういう

意味では、48の市町村は更に絞り込んでいか
なければならないと思います。こういった財

政上の問題から道州制の問題が必要になって

くるという観点がひとつ。 
二番目は、私個人の考えとしては、政治思

想の問題だと思います。こういう話をしてい

いのかどうかわかりません。私個人的には、

アナーキズム、誰にも制約されずに自分が好

きなように生きられるという社会が何となく

一番良いなと学生の頃は思っていました。し

かしアナーキズムだけでは社会は発達しませ

んので、アナーキズムを諦めるところに民主

主義があると私自身は思っております。そう

いうアナーキズムを諦めたところにある民主

主義という観点から考えたときに、補完性の

原理、あるいは近接性の原理というものが違

う形で見えてくると思います。やはり自分の

ことは自分でする、というのがまず第一であ

ります。それでも自分で出来ないことはコミ

ュニティでする。コミュニティでできないこ

とは基礎自治体でする。基礎自治体でできな

いことは広域自治体でする。広域自治体でで

きないことを国でするということ。そういう

感覚を持った思想がきちんと息づいていなけ

ればならないと思います。やはり、私どもが

国民、県民、市民として考えたときに、すぐ

に国に頼る、県に頼る、市に頼るということ

があるわけですけれど、やはり自分でできる

ことは自分でする。あるいはその地域、コミ

ュニティでできることはコミュニティでする。

それを基礎自治体は支援する。あるいはそう

いう基礎自治体を広域自治体が支援する。こ

ういうあり方を根本におかなければならない

というのが二番目の問題です。そういう意味

で今の県、市、あるいは国の在り方を見直す

というのが、二番目の課題であります。 
そしてさらに三番目の問題としては、これ

も先ほど高木さんがお話になりましたけれど

も、九州の一体的発展ということを押し進め

ていく上で、道州制というのが必要だと、こ

ういう議論であります。先ほどご紹介にあり

ましたように、九州観光推進機構というのが

できまして、九州で一体的に観光の事業を取

り上げていこうということでやっております。

私は商売柄、月に２回ほど海外に行ってあち

こち行きますが、九州観光推進機構をご担当

なさっている方をよく中国のホテルあたりで

お見かけします。よく頑張っておられるなと、

九州として一体として発展するアジアを取り

込もうという努力をしておられるなと思いま

すが、さらにそれを広げていかななければな

らない。先ほど 38の政策連合を検討している
というお話がございましたけれども、まあそ

ういうことであろうと思います。 
たとえば企業誘致あたりを考えても、今熊

本県は熊本県の、福岡県は福岡県の、それぞ

れの県で企業誘致をしている。例えば自動車

産業ということを考えたときに、トヨタと日

産が福岡県の北の地域にあり、二輪車を含め

ますとホンダさんが熊本県にあるわけですけ

ど、そういったところと二次、三次、四次と

いったサプライチェーンというのは、到底そ

の周辺だけでは成り立ちません。この前新潟

の方で地震があって、その中で非常に小さな

バネを作っているところがその地震のおかげ

でストップして、全国の自動車産業に影響を

及ぼしたという話もありましたけれども、東

海地震のような問題もあるかと思います。そ

ういう意味で九州できちんとした受け皿とい
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うのを作っていくのは当然必要なわけでして、

そういう意味で北部九州にあるという自動車

産業、あるいは熊本にある二輪車産業、ホン

ダさんは二輪車の拠点は熊本に集約されまし

たけれども、熊本からそういうものが出てき

ているのですけども、そういったもののサプ

ライチェーンは九州全体で受けていかなけれ

ばならない、こういうことになります。ある

いは企業の育成を考えたときに、例えば自動

車産業は今やハード産業であると同時に、ソ

フト型の組み込みソフトあたりに対応した産

業になっています。そういったソフトをやる

ような企業を育成しよう。あるいは自動車に

使う部品の金型とかそういったものもありま

すし、あるいは半導体関連、あれは連鎖型の

産業ですので、かなり広がっております。そ

ういった企業の育成をするときに県の産業政

策として、県の中にある企業だけを育成して

本当のサプライチェーンとして成り立つのか。

もっと九州規模でそういったものを考えるべ

きではなかろうか。例えて言いますと、産業

技術センターという、私ども中小企業にとっ

ては非常に大事な組織がございます。そうい

う産業技術センターというのは、熊本は熊本、

福岡は福岡、大分は大分、鹿児島は鹿児島と

いうふうにあるわけです。みんながワンセッ

ト持っているものであります。半導体もやっ

てますし、電子もやってますし、機械もやっ

てますしと、私どものような食品微生物産業

もやっていますし、いろんなことをやってい

ます。本当は、我々がそういったものをさら

に付加価値を上げ生産性を上げるための高度

な技術指導、あるいは技術研究をやっていく

ためには、九州全体としてそういうものを一

本化する。例えばバイオの話でいいますと、

例えば畜産バイオあたりの話になりますと、

ひょっとして九州を挙げて鹿児島県辺りにか

なり高度な畜産バイオがあってもいい。ある

いは水産に関するバイオになると長崎県にあ

ってもいいのではないか。あるいは私どもの

ような微生物産業のようなものは、福岡、大

分、熊本、多分地区ごとにあってもいいであ

ろう。花とか果樹に関するバイオは熊本にあ

ってもいいという分担ができるわけです。 
海外ビジネスにいきますと、私の会社は現

在海外で販売しております割合が約15％くら
いで、これをいかに 30％まで増やせるかとい

うことを一生懸命頑張っておりますが、その

海外ビジネスをやっていますと各県の海外ビ

ジネスではアジアが大事だと各県で言ってお

られますが、たまたまこの前潮谷知事が上海

に行かれまして九州各県で１つのフェアをな

さっていました。あれは良いことだと思いま

すが、各県の事務所あたりも統合してもいい

のではないか。熊本県は以前は香港に事務所

が１つ、そのうちシンガポールに事務所を移

しました。今は上海とシンガポールで現地で

サポートされる方に委託しているということ

であります。他の県でも上海にあったり、あ

るいは釜山にあったり、ソウルにあったりと、

あちこちにあります。そういったものを九州

のどの企業でも一体的に使えるようにという

ことが必要なのではないかと思います。そし

て海外において私どもが九州のものを販売し

ている。九州の農産物もそうですし、九州の

工業製品、あるいは私どもの食品のような産

業でもそうですが、「熊本の」というよりも「九

州の」といった方が売りやすい。九州はどこ

ですか、とこういう話になかなかならない。

九州は日本の西部に位置しますと言えばいい。

熊本の話からするのとはかなり違う。そうい

う意味で海外ビジネスのサポートあたりでは、

九州一体になってやってもいいということで

あります。 
道路もそうです。東九州自動車道は、これ

はもう九州としては悲願でありまして、熊本

あたりに暮らしますと東九州自動車道は身に

近くないわけですが、先ほど言いました自動

車産業の話でサプライチェーンの拡大をして

いくとなりますと、東九州自動車道を完成さ

せることによって、福岡から大分、宮崎に向

かってサプライチェーンの張りつき、広がり

が出てくる。そこに熊本の矢部－延岡間の道

路というのを考えていけば、さらに循環型経

済ができてくるというわけでありますから、

そういったものについて九州一体となって考

えて行くことが必要だと思います。あるいは、

アジアが大事だといいますが、アジアが大事

だと言いながら熊本空港の国際線、今はソウ

ル線をやっとやっと補助を出しながら維持し

ている。そう言いながら福岡の国際線という

ものが少しずつ減ったり増えたりしている。

この前ちょっと話を聞きましたけど、福岡の

フランス領事館が閉めたという話を聞きまし
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た。常に海外から見たときに領事館をどこに

おくかという選択をしようとしたときに、九

州は豊かだが日本は東京と大阪にあれば良い。

例えば今までかけていた経費を広州にかけよ

うとか天津に持っていこうとかいうような話

になりつつある訳でして、そういうことから

しますと、九州一体となって九州の国際化を

進めるということがどうしても必要でありま

す。そういう観点から政策連合という話があ

るわけですけど、そこで止まっていいのかと

いうことになりますと、やはり国の権限、あ

るいは国の人材、国の税源、そういったもの

を動かしていかないと本質的には進まないわ

けでありまして、政策連合というのはプロセ

スとしてはあるわけですが、最終的には道州

制を進展しなければならないと思います。 
そういった財政上の問題と身近なことから、

自分ができることから発展して上から下に権

限をどんどん下ろしてもらう感じで自分の方

から民間からどんどん権限を上に上げていく

国と地方のあり方、そして九州の一体的発展、

この三つの観点から道州制が必要だという議

論をしっかりと押さえていかなければならな

いと思います。 
その上に立って、熊本として道州制の論議

を更に高めていく。熊本としての道州制のコ

ンセプトはどういうものだ、ということを議

論しておくことが必要だろう。州都を熊本に

持ってくるという話ですけれども、各県それ

ぞれの在り方がいかにあるべきか。熊本とい

う立場から見ますと、やはり道州制の中で一

極集中の弊害というものを排除して、九州各

県がネットワーク的に有機的につながってお

るような道州制の実現をどうやって進めるか、

というコンセプトを作ってその旗の基に皆を

集まりませんか、ということを大分なり長崎

なり佐賀なり宮崎なり説いていかなければな

らないと思います。その上で九州はひとつで

なければならない、南北２つの道州制では駄

目だと思っております。そういうネットワー

ク型の議論をしていく中で、北部九州と南部

九州の２つの道州という可能性はもうかなり

低くなっているとは思いますけど、やはり九

州はひとつだという観点で道州制の検討が必

要であろうと思います。 
さらに、熊本として州都を目指すという立

場から言いますと、熊本自体が、あるいは熊

本都市圏自体がその力をつけていくことがど

うしても必要であります。その力をつけてい

くことが、福岡のような意味で力をつけてい

くということではないと思います。先日福岡

の駅ビルの再開発現場を見に行きました。膨

大なビル構想でありまして、現実に大きな工

事が始まっております。そういったものを目

の前にしますと、福岡の経済力というのは、

私のような商売をしている人間からすれば、

あの経済力はやっぱり利用させてもらいたい

な、あそこに売りに行きたいな、あそこでビ

ジネスをしたいなと思いますが、熊本にああ

いうものを作れるかといいますとこれはかな

り大変。それとは違うベクトルで熊本都市圏

或いは熊本県の在り方を考えていくべきだと

思います。政令指定都市の問題を推進すると

いうのは当然の話で、都市としての風格を高

めていって、権能を高めていって、道州制の

ときに道州制の中での一つの拠点としてやっ

ていくという意味で政令指定都市はどうして

も必要ですけど、同時に例えば先ほど言いま

したような熊本から延岡に向かう道路ですと

か、熊本から大分に向かう交通ですとか、熊

本と長崎の間の交通ですとか、そういったも

のについて熊本として活発に他県に向かって

議論していかなければならない、あるいは運

動していかなければならないと思っています。

なんとしてでも道州制を実現したいという結

果として州都が熊本に来ればいいなと、私自

身は思っております。 
しかしながら、これは、国と地方の間での

権限、あるいは財源の権力闘争であると言え

ます。なかなか国から発してこちらが思うよ

うな道州制の絵を描けるのかということにな

ると、やはり地方から絵を描いて国に示して

いくと、あるいは政治的にもそういう政治活

動をやっていただけるようなマニフェストを

作る、たとえば知事とか市長とか、あるいは

国会議員、そういった皆さん方にそういうマ

ニフェストを作ってください、という訴えか

けをしていく、こういうことであるわけです。

先ほど林先生のお話の中で、地方税収の改革

の話と道州制の話がありまして、地方税収改

革の話が先にきていましたが、私自身が思い

ますのは、確かに地方税収の改革は、地方消

費税とかいろいろなものを含めて改革をしな

ければならない、これは待ったなしで考えな
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ければならない訳ですけれど、そういったこ

とを言っている人の中にどうも二色あるので

はないかという気がしています。つまり、道

州制の議論の前にそれを言うことによってハ

ードルを高くして道州制の議論を後ろに押し

やる議論をしている人と、本当に道州制は道

州制として大事だけれども地方税収改革の話

をしている人と、どうも２つあるのではない

かという気がしています。言っている人の真

意をよく確かめながら、地方は地方として運

動をしていかなければならない、場合によっ

ては政治闘争をしていかなければならないと、

地方の経営者として思っております。 
ちゃんと準備しておらずお話いたしました

ので、散漫になりましたけども、熊本から見

た道州制、地方の民間経営者からみた道州制

という話になったかもしれませんけれども、

これで私の話を終わらせていただきたいと思

います。ありがとうございました。 
 
（司会） 

大久保様、どうもありがとうございました。

熊本の特に経済界からの視点で、道州制につ

いてご講演をいただきました。引き続き、質

疑応答の時間に入りたいと思います。 
 

 

５．質疑応答 

 
それでは準備ができましたので、質疑応答

に入らせていただきます。先ほどご講演をい

ただきました高木様、大久保様に、皆様から

のご質問にお受けいただきたいと存じます。

会場の皆様でご質問があられる方は、挙手を

お願いします。ご質問の際には、所属とお名

前、それから高木様へのご質問か、大久保様

へのご質問かということを発言していただけ

ればと存じます。それでは、どなたかご質問

のある方はいらっしゃいませんでしょうか。

九州における道州制議論の動向、あるいは熊

本の経済界からの視点ということで、高木様、

大久保様それぞれにご講演をいただいており

ます。ご質問の方はございませんか。 
 
（質問者①） 

それぞれの方に 1 問ずつ質問させていただ

きたいと存じます。大久保先生に一つお聞き

したいのは、市町村合併がかなり進みました

し、大久保さんのお話ですとさらに合併を進

めるべきだとおっしゃいました。住民の方々

の素朴な疑問なり心配なりというのは、合併

によって、基礎自治体であります市町村が大

きくなりますと、各市町村の役場が遠くなる

というような心配があるかと思います。道州

制になりますと、今の都道府県が、元々遠い

存在ですが、もっと遠くなるような心配があ

るのではないかと思います。その点について

どういった説得をすれば良いのだろうか、と

いうことをお聞きしたいと思います。もう一

つ高木さんには、道州制になると、例えば日

本全国に 10あるいは 11の道州ができると思
いますが、道州間の格差が生じないかという

心配については、どのような対策が用意され

るべきであるかということについてお尋ねし

たいと思います。 
 

（大久保氏） 
先ほど申しましたように、市町村合併は更

に進めるべきだと思います。それは、財政の

問題から進めなければならないということと、

やはり身近なことはできるだけ身近で決めて

いくという補完性の原理、近接性の原理から、

できるだけ市町村、基礎自治体に権限を移す

ということが必要で、それがやれる基礎自治

体にしていかなければならないと思います。

基礎自治体は更に絞り込んで行かなければな

らないと思います。基礎自治体が大きくなる

と役場が遠くなる、先ほど林先生のお話の中

にもありましたが、役場が主要産業になる、

役場から遠ざかったところは仕事が無くなる

ということにはならないように、それなりの

手だてはやっていくべきだと思います。周辺

部になったから、役場がなくなったから雇用

が減ったという議論は本末転倒だと思います。

同じように道州制になると都道府県が遠くな

るという議論もありますが、私はそうは思い

ません。道州制になって、県の部分も含め、

かなりの権限が市町村に移ってくるというこ

とになって、道州制になって近くなると私は

思います。遠くなるという部分はどういう部

分なのか、やはり広域的に、今の県域を越え

た調整をしなければならないというようなも

の、産業政策ですとか、かなり広い面で見な
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ければならないものについては、道州でやっ

た方が効率的ですけれども、それ以外につい

ては市町村に移しますから、都道府県が遠く

なるというのは当てはまらないのではないか

と思います。 
 

（高木氏） 
格差の問題ですが、道州制を導入したら格

差が生まれるのではないかというお尋ねです

けれども、格差は生まれると思います。しか

し格差には二つあると思います。それぞれの

道州政府が、行政改革とか産業政策とか企業

誘致とか努力する州と努力しない州があれば

当然格差は生まれます。そういった格差もあ

れば、どうしようもない格差もあります。中

山間地が多い道州とか離島が多い道州とか地

形的には恵まれない道州、あるいは沖縄のよ

うに小さな道州政府、そういった後者のよう

な道州制については、財政調整が必要になっ

てくると思います。非常に細かな税制の問題

もあるとは思いますが、地方交付税でやった

方が良いのか新しい税を作った方が良いのか

言い出しますと非常に複雑になりますけれど

も、単純に申しますと、道州政府同士がどう

しようもない格差については、いがみ合わず

お互い出せるものは出し合って努力しようと

いう姿勢を明確にすることだと思います。47
都道府県でしたら、知事会で 47都道府県集ま
っても、なかなか合意に至るのは難しいです

けれども、例えば 9とか 10の道州政府であれ
ば、財政調整などは比較的やりやすくなるの

ではなかろうかと思います。格差を恐れるよ

りも、道州制を導入するしないに関わらず、

格差というのは林先生のご講演でもありまし

たように、どうしても市場メカニズムが働く

限り格差は生まれますので、それをどう調整

するかです。その場合、9とか 10とかの道州
制であれば財政調整もやりやすくなるという

認識の上に立って、新しい道州制の仕組みを

設計していったらどうかと考えております。 
 

（質問者②） 
高木さんに一つ簡単な質問をお願いします。

少し先走った質問になるかとは思いますが、

ご説明いただきました資料の 19頁、一番下に
州都の在り方について答申に基づいた内容が

書いてありますが、興味本位で一つお伺いし

たいのは、州都がどうやって決められるのか、

どのように決まるのか、その手続きというの

はいろいろ調べましたがまだはっきりとは決

まっていないようであります。可能性として

例えば、州議会なるものを先に作ってそこで

決めるとか、あるいはいろいろ検討して国が

決めてくるというようなことは可能性として

あると思います。諸外国を含めて、他の決め

方決まり方があるのか、今の時点で最有力と

思われるような決め方決まり方がもしありま

したら、あるいはご存知でしたら教えていた

だきたいと思います。 
 

（高木氏） 
実は私もこちらにくる前に、そういった質

問があるのではないかと思いまして、インタ

ーネットで隈無く調べてまいりましたが、ち

ょっとお答えにならないかもしれませんが、

残念ながら私の知る限りでは、州都の決め方

はこれだというような決定版はまだないと思

われます。単純に人口が多い都市になってい

るところもあれば、経済都市、地理的中心都

市、計画都市、あるいはすごく人口の小さな

都市というのもあります。世界見渡しまして

も、州都の決め方というのはまちまちであり

まして、やはり歴史的な流れの中で決まると

思います。一番分かりやすい例で行きますと、

アメリカのニューヨーク州というのがありま

すけれども、ニューヨーク州の州都はニュー

ヨークかなと思いがちですが、そうではあり

ませんで、私も調べて分かったのですが、オ

ールバニという小さな町です。それからカリ

フォルニア州の州都はどこかと言いますと、

ロサンゼルスかなと思いますが、そうではあ

りません。サクラメント市というところです。

人口は少ないですが、昔サクラメント市はロ

サンゼルスよりも人口が多かったので、自然

と歴史的に決定されたようです。ですから州

都の決め方は、それぞれの土地、国々によっ

てそれぞれの決まり方で決まっているという

ことになります。道州制は地域のことは地域

で決めるというのが本筋ですので、やはり九

州においても、道州制の論議が今以上に高ま

り、道州制の導入の可能性がかなり高まって

きて、国が権限移譲をどんどん進めていくと

いうことになれば、やはり地域のことは地域

で決めるわけですから、九州の中で州都はど
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こにあるべきかということを、多面的多角的

に決めるというように書いてありますけれど

も、それが州議会になるかもしれませんし、

別のやり方があるかもしれませんし、そうい

うのをやはり九州の人たちが自分たちで考え

て、自分たちが決め方を決めていくのではな

かろうか。それは単純に人口が多い都市に決

まる場合もあればそうでない場合もあるし、

いろんなケースがあると思います。これは逆

に言えば、いろんな可能性があるということ

を考えておいた方が道州制論議が活性化する

と思います。どうもありがとうございます。 
 

（司会） 
どうもありがとうございます。高木様あり

がとうございました。大変申し訳ありません

が、時間となりましたので、質疑応答の時間

終わらせていただきます。ご質問ありがとう

ございました。また高木様、大久保様にはご

質問にお答えいただき誠にありがとうござい

ました。皆さんどうぞもう一度大きな拍手を

お願いしたいと存じます。どうもありがとう

ございました。本日は長時間にわたり「道州

制セミナー」にご参加いただきまして、あり

がとうございました。本日の講演を通しまし

て、皆様方の道州制に対するご理解が一層深

まれば幸いでございます。これを持ちまして、

道州制セミナーを終了いたします。どうもあ

りがとうございました。                        
（終了） 

 



 

●会場アンケート（調査票） 

 

熊熊本本県県道道州州制制セセミミナナーー  会会場場アアンンケケーートト  
○日時：平成20年１月25日（金） 13：30～16：40   ○場所：熊本市産業文化会館７階大ホール 

 

本日は、道州制セミナーにご来場いただき、誠にありがとうございました。今後の業務の参考にした

いと考えておりますので、アンケートにご協力お願いいたします。 

 
Ⅰ セミナーについて 

１ セミナーの開催について、何を通じてお知りになりましたか？（あてはまるものすべてに○） 

１．友人・知人から聞いて     ２．会社や仕事の関係で聞いて  ３．県の広報紙を見て 

４．ちらしを見て         ５．新聞や雑誌で        ６．テレビやラジオのニュースで 

７．県のホームページで ８．県のホームページ以外のインターネットで 

９．その他（                             ） 

 
２ セミナーでの発言や議論を聞いて、道州制についてどのような感想をお持ちになりましたか。 

（あてはまるものすべてに○） 

１．道州制に対する理解が深まった          ２．道州制に対する関心が高まった 

３．道州制を身近なこととして感じられた       ４．道州制の具体的なイメージを把握できた 

５．その他（                                    ） 

 

３．セミナーの講演の中で、特に印象に残った点を教えてください。 

 

 

Ⅱ 道州制について 

１ 今後、あなたが道州制に期待するのは、どのようなことですか。（特に期待するもの３つまで○） 

１．行政支出の効率化・重点化          ２．中央集権の是正 

３．県境を越えた行政施策の展開         ４．住民に身近な市町村の権限の強化 

５．地域の実状に合った地域づくりの実現     ６．住民のニーズに合わせた地域づくりの実現 

７．企業活動・企業進出の活発化         ８．人材流出、人口減少の抑制 

９．特に期待することはない           10．その他（                     ） 

 

２ あなたが道州制に対して、不安や懸念を感じるのはどのようなことですか。 

（特に不安や懸念を感じるもの３つまで○） 

１．道州間での地域格差の拡大         ２．道州内での地域格差の拡大 

３．伝統文化や地域アイデンティティの消失  

４．行政区域の広域化に伴い、細やかな行政サービスが難しくなること     

５．中心地が州都に移り、現在の県都の活力が失われること 

６．特に不安や懸念を感じることはない     ７．その他（                  ） 

 

 

 裏面へ 

 140



 

 
 

３ １、２を踏まえて、あなたは道州制の導入についてどのように思いますか。 

（○はひとつ） 

１．賛成               ２．どちらかといえば賛成 

３．どちらかといえば反対       ４．反対           ５．わからない 

 

４ 今後、道州制についてどのような情報を提供して欲しいですか。 

（特に情報提供してほしいと思うもの３つまで○） 

１．国から移譲される権限・財源の内容     ２．国・道州・市町村の役割分担の内容 

３．県域を越えた行政施策の効果        ４．県民生活への影響 

５．国における道州制の取り組み        ６．九州における道州制の取り組み 

７．道州制導入に向けたスケジュール       

８．その他（                                      ） 

 

５ 道州制についてどのような方法で情報提供をおこなって欲しいですか。（あてはまるものすべてに○）

１．有識者を招いたシンポジウム         ２．行政職員による出前講座 

３．ちらし・パンフレット・広報紙による情報提供 ４．新聞・テレビ・ラジオでの情報提供 

５．インターネットでの情報提供 ６．その他（               ） 

 

６ あなたは、今後道州制についてどのようなことを議論していくべきだと思いますか。また、道州制に

ついて疑問に感じること、分からない点はありますか。下欄に具体的にお書きください。 

 

 

●最後に、あなたご自身のことについて教えてください。 

お住まい １．熊本県内   ２．熊本県外  性別 １．男    ２．女 

年齢 
１．20歳未満     ２．20代     ３．30代     ４．40代   

５．50代       ６．60代     ７．70代以上 

ご職業 

１．会社員     ２．自営業・自由業       ４．公務員     ５．団体職員 

６．学校職員・教員 ７．パートタイマー・アルバイト ８．学生      ９．無職   

10．その他（                          ） 

 

 

 

＊ ＊ ご協力ありがとうございました ＊ ＊ 
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●会場アンケート（単純集計結果） 

●回答者の属性等 
・ 有効回答数は 259通であり、回答率は 57.6％（参加者数：450名）である。 
・ お住まいでは、86.5％が熊本県内在住であり、回答者のほとんどが熊本県民である。 
・ 年齢では、50代が 31.7％ともっとも多く、以下 40代が 23.9％、30代が 14.7％と続
く。 

・ 職業では、公務員が 63.7％と最も多く、学生が 7.7％、会社員 6.2％と続いている。
公務員の参加割合が高いことを留意して結果をみる必要がある。 

 

【お住まい】              【性別】 

熊本県内

86.5%

熊本県外

5.0%

無回答

8.5%

n=259

男

76.4%

女

12.4%

無回答

11.2%

n=259

 
【年齢】                   【ご職業】 

20歳未満
0.0%

20代
12.4%

30代
14.7%

40代
23.9%

50代
31.7%

60代
5.8%

70代以上
4.2%

無回答

7.3%

n=259

会社員

6.2% 自営業・自由業

2.3%

公務員

63.7%
団体職員

3.1%

学校職員・教員

0.8%

パートタイ

マー・アルバ

イト

0.0%

学生

7.7%

無職

5.4%

その他

2.7%

無回答

8.1%

n=259
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１．セミナーについて 

（１）シンポジウムの開催について知ったきっかけ 
・ シンポジウムの開催について知ったきっかけでは、「会社や仕事の関係で聞いて」が

34.0％と他の項目に比べて圧倒的に最も多い。次いで「ちらしで見て」が 6.6％、「新
聞や雑誌で」が 6.2％、「テレビやラジオのニュースで」が 5.8％と続く。 

34.0 

6.6 

6.2 

5.8 

4.2 

3.5 

2.7 

3.1 

48.3 

0  10  20  30  40  50 

会社や仕事の関係で聞いて

ちらしを見て

新聞や雑誌で

テレビやラジオのニュースで

県のホームページで

県の広報紙を見て

友人・知人から聞いて

県のホームぺージ以外のインターネットで

その他

無回答

（％）

n=259

 

（２）道州制についての感想 
・ シンポジウムでの発言・議論を聞いた上での、道州制に対する感想では、「道州制に

対する関心が高まった」が 42.5％と最も多い。次いで「道州制に対する理解が深まっ
た」が 40.2％となっている。 

・ 一方で、「道州制の具体的なイメージを把握できた」が 18.9％、「道州制を身近なこと
として感じられた」が 17.4％と、他の項目に比べて少なく、今後道州制を住民に身近
なものとして伝えていくことが求められる。 

42.5 

40.2 

18.9 

17.4 

3.1 

10.0 

0  10  20  30  40  50 

道州制に対する関心が高まった

道州制に対する理解が深まった

道州制の具体的なイメージを把握できた

道州制を身近なこととして感じられた

その他

無回答

（％）

n=259

 

 143



 

２．道州制について 

（１）道州制に期待すること 
・ 道州制に期待することでは「地域の実情に合った地域づくりの実現」が 42.9％、「中

央集権の是正」が 42.5％、「県境を越えた行政施策の展開」が 40.2％と、この３項目
に対する期待が大きい。次いで「行政支出の効率化・重点化」が 37.1％、「住民ニー
ズに合わせた地域づくりの実現」が 33.6％と続いている。 

・ 一方で、「人材流出、人口減少の抑制」や「企業活動・企業進出の活発化」について

は、他の項目に比べて期待する声が少ない。 
・ 一般県民の回答を見ると、「県境を越えた行政施策の展開」が 50.9％と半数を超え、

「住民ニーズに合わせた地域づくり」が 47.3％と続いており、公務員等の回答に比
べてこの２項目の割合が高い。 

42.9 

42.5 

40.2 

37.1 

33.6 

23.2 

18.5 

16.2 

1.5 

2.3 

1.5 

0  10  20  30  40  50 

地域の実状に合った地域づくりの実現

中央集権の是正

県境を越えた行政施策の展開

行政支出の効率化・重点化

住民のニーズに合わせた地域づくりの実現

住民に身近な市町村の権限の強化

人材流出、人口減少の抑制

企業活動・企業進出の活発化

特に期待することはない

その他

無回答

（％）

n=259

 
【公務員等/一般県民の回答の比較（無回答除く）】 

40.5 

30.6 

46.8 

42.8 

37.0 

15.0 

24.3 

15.6 

1.2 

2.3 

50.9 

47.3 

38.2 

34.5 

32.7 

32.7 

23.6 

18.2 

1.8 

1.8 

0  20  40  60 

県境を越えた行政施策の展開

住民ニーズに合わせた地域づくり

地域の実状に合った地域づくりの実現

中央集権の是正

行政支出の効率化・重点化

人材流出、人口減少の抑制

住民に身近な市町村の権限の強化

企業活動・企業進出の活発化

特に期待することはない

その他

公務員等(n=173)

一般県民(n=55)

（％）

 
注）「公務員等」は職業のうち「公務員」「団体職員」「学校職員・教員」を合算したもの。「一般県民」  
  は「会社員」「自営業・自由業」「学生」「無職」を合算したもの。以下同様の定義。 
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（２）道州制に対して不安や懸念を感じること 
・ 道州制に対して不安や懸念を感じることでは、「道州内での地域格差の拡大」が54.4％

と半数を占めており、「州都移動による県都の活力の喪失」が 46.7％と続いている。
道州制により生じる地域間の格差や変化について不安視する声が多い。 

・ 公務員等、一般県民の回答を比較すると、項目の優先順位に大きな差異はないが、「道

州内での地域格差の拡大」と「広域化による行政サービスの低下」を選択した割合が

若干高い。 

54.4 

46.7 

41.7 

32.0 

21.6 

4.6 

7.3 

2.7 

0  20  40  60 

道州内での地域格差の拡大

州都移動による県都の活力の喪失

広域化による行政サービスの低下

道州間での地域格差の拡大

伝統文化や地域アイデンティティの消失
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その他

無回答

（％）

n=259

 
【公務員等/一般県民の回答の比較（無回答除く）】 
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（３）道州制導入の賛否 
・ 道州制への期待と不安・懸念をふまえた上での道州制導入の賛否では、無回答を除く

と「賛成」が 30.3％、「どちらかといえば賛成」が 44.4％と、約 75％が賛成と回答
している。「反対」「どちらかといえば反対」は、あわせて 9.4％であり、セミナーの
講演を聴いた上では賛成と答えた人が圧倒的に多い結果となっている。 

・ 一般県民の回答を見ると、「賛成」が 42.9％、「どちらかといえば賛成」が 44.6％と
あわせて 87.5％が賛成と回答しており、公務員等の回答を上回っている。 
 

【無回答を除く】               【無回答を含む】 

賛成

30.3%

どちらかと

いえば賛成

44.4%

どちらかと

いえば反対

8.1%

反対

1.3% わからない

15.8%

n=234

賛成

27.4%

どちらかと

いえば賛成

40.2%
どちらかと

いえば反対

7.3%

反対

1.2%

わからない

14.3%
無回答

9.7%

n=259

 
 

【公務員等/一般県民の回答の比較（無回答除く）】 

賛成

24.8%
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44.8%
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公務員等(n=165)
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42.9%
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えば賛成

44.6%

どちらかといえば

反対

3.6%

反対

0.0%

わからない

8.9%

一般県民(n=56)
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（４）道州制について提供してほしい情報 
・ 道州制について提供してほしい情報では、「国・道州・市町村の役割分担の内容」が

58.7％ともっとも多く、続いて「国から移譲される権限・財源の内容」が 49.0％と
続く。道州制後の財源・権限と役割分担に対する関心が高い。 

・ 一般県民の回答を見ると、「県民生活への影響」が 56.6%ともっとも高い。また「道
州制導入に向けたスケジュール」「九州における道州制の取り組み」も公務員等の回

答に比べて高くなっている。 
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49.0 

41.7 
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国から移譲される権限・財源の内容

県民生活への影響

道州制導入に向けたスケジュール

県域を越えた行政施策の効果

九州における道州制の取り組み

国における道州制の取り組み

その他

無回答

（％）

n=259

 
【公務員等/一般県民の回答の比較（無回答除く）】 
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その他

公務員等(n=171)
一般県民(n=53)

（％）
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（５）道州制についての情報提供の方法 
・ 地方分権・道州制について理解を深めるための情報提供の方法としては、「新聞・テレ

ビ・ラジオでの情報提供」が 56.4％と最も多い。次いで「有識者を招いたシンポジウム」
が 39.8％、「インターネットでの情報提供」は 38.2％と、今回のようなシンポジウムや
インターネットを活用した情報提供への支持も多い。 

・ 一般県民と公務員等の回答を比較すると、「行政職員による出前講座」が 35.8％と、公
務員等の回答に比べて優先順位が高くなっている。 

56.4 

39.8 

38.2 

30.1 

20.1 

1.5 

9.3 

0  20  40  60 

新聞・テレビ・ラジオでの情報提供
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その他

無回答

（％）

n=259

 
【公務員等/一般県民の回答の比較（無回答除く）】 
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その他

公務員等(n=170)

一般県民(n=53)

（％）

 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

これからの道州制の議論に向けて 
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